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研究要旨 

健診データ等を自分で管理できるサービス（PHR：Personal Health Record）の具体的なイ

メージを示すために、情報内容、PHR 基盤のモデルを検討することを目的とする。 

健診項目の内、健康管理に特に有効な項目を、ガイドライン等を参考として、年齢、性。身体

計測値、血圧、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、血色素量、優先度を下げて尿蛋白およ

び血清クレアチニンとした。これに、生活習慣データを加えることとした。また、受療受療勧

奨基準値を、血圧、脂質、血統、尿蛋白について設定した。 

保健指導について保健師・管理栄養士 60 名からの意見によると、予防・受療行動の誘導に有効

な情報内容として、行動変容によるメリットの具体的な提示、発症例・改善例の提示、運動量、

食事量の具体例、健診の経年の結果・変化から見た将来予測などが挙げられた。 

15 社の企業のアンケートの回答によると、実施主体は、健康診断は会社 12 社、健保 3 社、特

定健診は会社 5 社、健保 10 社であった。法定項目、特定健診以外に胃部レントゲン等が行われ

ていた。健康管理システムは 13 社が導入していた。社員に Web で健診データの閲覧を可能と

し、健康管理を促進する工夫をする健保組合があった。健診・レセプトデータを受け取り、分

析結果を保険者に返し、利用者個人向けにも情報提供する事業を行う企業があった。 

海外の PHR 事業について調査した。スペイン、ノルウェイ、フィンランド、エストニアでは、

健診事業はないが、政府主導で診療データを患者本人が閲覧できるようにしていた。台湾では、

医療機関に健診センターが設置され、一部で受診者向けのデータ閲覧サービスを始めようとし

ていた。オーストラリアでは、国の機関が主導し、外来サマリ、退院時サマリ、処方、検査デ

ータ等を個人がコントロールする My Health Record が運用されていた。米国では、100万人

単位の限定した範囲を対象に健康情報交換事業（HIE）を行っており、政府系機関が実施している事

例が多かったが、Apple等の PHR ビジネスに参入する企業が出始めていた。 

2500 名の市民に意識調査をしたところ、PHR サービスは、5 割程度が利用したいとし、PHR

サービスに対して、200 円/月であれば 25%が支払うと回答した。 

我が国の PHR 事業として、特定健診のデータを被保険者番号の個人番号をキーとして集め、

マイナポータルから国民が自分の健診データを閲覧するモデル、健保組合が契約するサービス

提供会社が運用するモデルが考えられる。我が国において、健診データの PHR は、実現の可能

性があり、国民の健康管理に有効と期待される。 
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Ａ．研究目的 

人の生涯の中で、就職、転勤、転職、退職

がある。国民の健診事業は健保組合・国保等

の保険者が担っており、健診データは、会社

単位、支社単位、健診業者への委託など様々

な形態で管理されている。このため、現状で

は、同一個人のデータが、分断して管理され

ることになっている。また、慢性疾患の罹

患、新たな疾患の発症があっても、診療情報

との連携はなされていない。 

 近年、スマートフォンが普及し、国民の多

くが、あらゆる情報にスマートフォンでアク

セスするサービス形態に慣れ親しむようにな

った。個人が、健診データをスマートフォン

でアクセスできるサービスは、広く受け入ら

れる可能性が高く、自らの健康管理の意識を

高め、予防行動、受療行動を効果的に誘導で

きる可能性がある。 

厚生労働省では平成 29 年にデータヘルス

改革推進本部が設置され、個人の健診結果を

はじめとする健康情報や医療情報等を連結

し、PHR（Personal Health Record）とし

て、個人にわかりやすく提供し、自らの健康

管理・予防行動に活用できるシステムの検討

が進められている。本研究は、こうしたシス

テムの具体的なイメージを示すために、情報

内容の検討、PHR 基盤のモデルを検討するこ

とを目的とする。 

情報内容の検討では、①健診等のデータの

うち集積すべきデータ項目、②収集すべき診

療データ項目、③個人へのデータの提示方

法、解釈情報の内容と提示方法、④予防行動

を誘導するために提示すべき情報内容、⑤受

療行動を誘導するために提示すべき情報内

容、の検討を行う。①②③については、

NIPPON DATA 研究の成果、各種ガイドライ

ンに基づき、また、公衆衛生学的観点から検

討を行う。④⑤については、健康管理の現場

の担当者等をヒヤリングし検討する。 

PHR 基盤のモデルの検討では、現行の健診

システムを調査することに加え、先行してい

る自治体、民間事業者及び諸外国におけるネ

ットワークを活用した個人の健康管理の取り

組みについて、構築の経緯、官民の役割分担

及び公費の支出状況、データ内容、データ収

集・更新の仕組み、データ量、更新頻度、サ

ーバのスペック、セキィリティ環境、個人情

報保護の観点での同意の取得及び認証方法等

を調査する。その上で、我が国にとって最適

なシステムモデル、ビジネスモデルを探る。 

また、個人が生涯を通じて効果的な健康管理

を行うために、母子健診、学校健診、予防接種

情報等を含めた多種の健診データのPHRへ収

集する際の技術・運用の課題について検討する。 

 

 



Ｂ．研究方法 

１．収集すべきデータ項目の検討 

健診には母子健診から始まり、生涯通じて

様々な種類の健診を受けることになる。本研究

では、成人後の健診に焦点を当てるが、それで

も、特定健診、労働安全衛生法、学校保健安全

法による健診がある。また、各事業所では、任

意の項目を追加して実施しており、実施されて

いる健診項目は多岐に渡る。PHR で個人が受

けた多様な健診のデータを統合する場合、収集

した全てのデータを閲覧可能とすることが望

ましいが、技術的なハードルは高くなる。デー

タを解釈して指導内容を表示させ、個人の健康

管理に役立たせる目的のためには、必ずしも全

ての項目データは必要ではない。この観点で有

効な項目を特定し、その項目を優先的に収集す

ると、費用対効果の高いシステムの構築が可能

となる。 

PHR に集積すべきデータ項目の原則につい

て検討した。これらの項目は、エビデンスが確

立し、ガイドラインに明記されているものとす

べきことから、厚労省健康局「標準的な健診・

保健指導プログラム」平成 30 年度版、日本高

血圧学会・高血圧治療ガイドライン 2014、日

本動脈硬化学会・動脈硬化性疾患予防ガイドラ

イン 2017 年版、日本内科学会・脳心血管病予

防に関する包括的リスク管理チャート 2015、

日本糖尿病学会・糖尿診療ガイドライン 2016、

厚生労働省・健康日本 21（第二次）（2012 年）

を資料として検討した。 

２．個人へのデータの提示方法、解釈情報の内

容及び提示方法の検討 

PHR で収載する項目データを解釈し、個人

に健康管理上の適切なアドバイスをすること

を想定する。その場合の基準は、各種ガイドラ

インに準拠すべきであり、また、指導内容も十

分に検討されたものでなければならない。 

本邦では、高血圧、糖尿病（糖尿病性腎症含

む）、脂質異常症、慢性腎臓病の各種ガイドラ

インがまとめられており、それに基づき、厚生

労働省健康局主催で特定健康診査・特定保健指

導の在り方に関する検討会が「標準的な健診・

保健指導プログラム［平成 30 年度版］」をまと

めている。これを参考に、各疾患に対して判定

基準、指導内容をまとめた。 

異なる検査機関で実施された検査結果デー

タは、測定法、試薬に違いがあることがあり、

時系列表示する場合に問題となる。そこで、検

査法・試薬等の違いを補正して表示する方法を

調査した。 

３．予防行動・受療行動を誘導するために提示

すべき情報内容の検討 

①保健師・管理栄養士を対象としたアンケート

調査 

健診を実施しても、予防・受療の必要な人が行

動を起こさないと意味はない。予防・受療行動を

勧奨するために、保健指導が実施されているが、

現状では、その実施率は 17.5％と高くない。PHR

が保健指導を補う役割が担えることが期待され

る。 

そこで、情報保健指導を行っている保健師・管

理栄養士から、健診を受けない理由、受診を奨め

るために有効な方法、保健指導を断る理由、予

防・受療行動を誘導するために有効と思われる情

報、保健指導の勧奨をするときに役に立つ情報に

ついて、意見を聞くためにアンケート調査を行い、

60 名から回答を得た。 

②個人の周辺医療機関情報提供の可能性の調

査 

受療行動を誘導する上で、個人の近隣の医療

機関情報が提供できると有効と思われる。現状

での実現の可能性を調査した。 

４．国内の健診システムの現状の調査 

 健診データは、現状ではシステムで管理され

ていることが多い。しかし、健診データの扱い



方、管理方法に一定の方法が義務付けられてい

る分けではなく、各団体の考えで管理されてい

る。この実態を調査するために、国内企業にア

ンケートを依頼したところ 15 社から回答を得

た。また、システムを導入して健診データを系

統的に管理している 2 社について訪問調査を

行った。 

会社の健診事業は、健診委託機関に委託して

行っていることが多い。この場合、健診のオリ

ジナルデータは健診委託会社で発生すること

になる。健診委託会社では、このデータをシス

テムで管理しているが、これを委託元の企業等

にどのように返しているのかも、実態を把握す

る上では重要なポイントとなる。そこで、２つ

の健診委託機関にメールで聞き取り調査を行

った。 

５．国内外のネットワークを活用した個人の

健康管理の取り組みの調査 

 PHR は、個人が自分の健診データ、診療デ

ータをクラウド上のシステムで管理し、個人が

閲覧するサービスである。 

 日本では企業が主体となって、企業健診のデ

ータを当人がスマートフォン等で閲覧可能と

するサービスを実施している。ホームページ上

の情報で調査を行い、その中で積極的に活動し

ている２つの企業について、聞き取り調査を行

った。 

 海外では、日本のように法令で規定されてい

る健診事業はまれであり、個人が任意に受ける

形態をとっている。一方、個人の診療データを

含む健康情報をクライド上で管理し、医療機関

間での情報共有に利用することに加え、個人も

閲覧可能とし、個人が閲覧権をコントロールす

るPHRを整備している国がある。本調査では、

エストニア、フィンランド、ノルウェイ、スペ

インの欧州、台湾、オーストラリア、米国につ

いて訪問し、PHR の現状について調査を行っ

た。 

６．PHR サービスに対する市民の意識調査 

PHR は市民に直接サービスを提供するもの

であるので、市民の受け止め方が鍵を握る。そ

こで、三菱総合研究所の生活者市場予測システ

ムを利用し、市民の意識調査を行った。対象は

10 歳刻みで 20 代～60 代の男女をそれぞれ

250 名、合計 2500 名とした。 

健康情報を血圧、体重、歩数、体温など、個

人が自宅等で計測し入力するデータ、健診情報

を企業健診、妊婦健診、市民健診などの情報で

健診機関等から転送される情報、医療情報を医

療機関で処方された薬歴情報、病院における診

療情報（病名、病歴サマリなど）で医療機関か

ら転送される情報とし、PHR を、個人の健康

情報、健診情報、医療情報をクラウド上にある

データセンターで管理し、個人のデータをスマ

ートフォンやパソコンで閲覧できるようにす

るサービスとした。 

以下の項目についてアンケートを行った。 

1.自分を健康だと思っているか 

2.健康や疾病に関する項目 

3.自分の健康への関心度 

4.利活用したい項目 

5.健康情報の入力の意思 

6.PHR がカバーするべき情報の範囲 

7.PHR サービスに支払う値段 

8.PHR に期待するサービス内容 

9.適切と思う運営主体 

10.健康改善に対する期待 

11.情報漏洩への不安 

12.二次利用に対する賛否 

 

Ｃ．研究結果 

１．収集すべきデータ項目の検討 

 PHR に収集すべきデータ項目の原則として

は、①生活習慣病（特に循環器疾患、糖尿病、

がん等）の発症予防を目的とした、個人の健康

管理のための経年データ、②検査データについ



ては、個人が理解しやすく、生活習慣修正およ

び治療行動に結びつけることができる項目、③

生活習慣データについては、個人が簡便に評価

でき記入でき、かつ、予防効果がある項目、④

最低年 1 回の健診時に収集できる項目、⑤個

人が自ら家庭等で測定・記録可能な項目、と考

えた。 

 具体的には、以下の項目である。属性データ

として年齢、性。検査データとして、身体計測

値（身長、体重、腹囲、BMI）、血圧（収縮期

及び拡張期）、肝機能検査（AST, ALT, γ-GT）、

血中脂質検査（中性脂肪、HDL コレステロー

ル、LDL コレステロール、Non-HDL コレステ

ロール）、血糖検査（空腹時血糖、HbA1c、随

時血糖）、血色素量。これに加え、優先度を下

げて尿蛋白および血清クレアチニン（eGFR）

を候補とする。生活習慣データ（問診データ）

では、血圧・血糖・脂質の治療状況、喫煙習慣、

運動習慣、飲酒習慣であり、さらに、食塩、魚、

野菜、果物の摂取、体重測定、血圧測定である。 

個人が家庭等で測定可能な項目として、血圧、

体重、歩数・活動量がある。また、問診の追加

項目として早発性心血管疾患の家族歴が取れ

ると良い。 

 もし、レセプトからデータが取得できる場合

は、問診データを補助する目的で、高血圧治療

薬処方、糖尿病治療薬処方、脂質異常症治療薬

処方、虚血性心疾患既往、脳血管疾患既往、末

梢動脈疾患既往、糸球体腎炎・腎疾患既往等が

期待される。 

もし、診療データが取得できる場合は、診察

室血圧、血糖値、HbA1c、LDL コレステロー

ル（Non-HDL コレステロール）、HDL コレス

テロール、中性脂肪、クレアチニン（eGFR）、

尿アルブミン定量または、尿アルブミン/Cr 比、

尿蛋白定量または尿蛋白/Cr 比が有効と考え

る。 

 

２．個人へのデータの提示方法、解釈情報の内
容及び提示方法の検討 
高血圧、脂質異常症、糖尿病、CKD に対す

る受療勧奨基準値について、標準的な健診・保

健指導プログラム【平成 30 年度】からフィー

ドバック文例集の概要を以下に示す。 

①高血圧への受療勧奨 

血圧高値について、「すぐに医療機関の受診

を」促す基準として、収縮期血圧≧160mmHg、

又は拡張期血圧≧100mmHg を、「生活習慣を

改善する努力をした上で、数値が改善しないな

ら医療機関の受診を」促す基準として、

140mmHg≦収縮期血圧＜160mmHg、又は

90mmHg≦拡張期血圧＜100mmHg を提示し

ている。 

②脂質異常症への受療勧奨 

脂質異常について、「すぐに医療機関の受診

を」促す基準として、LDL コレステロール値

≧180mg/dl（又は Non-HDL コレステロール

値≧210mg/dl）、又は中性脂肪値≧500mg/dl

を、「生活習慣を改善する努力をした上で、数

値が改善しないなら医療機関の受診を」促す基

準として、140mg/dl≦LDL コレステロール値

＜180mg/dl（又は 170mg/dl≦Non-HDL コレ

ステロール値＜210mg/dl）、又は 300mg/dl≦

中性脂肪値＜500mg/dl を提示している。 

③糖尿病への受療勧奨 

血糖高値について、空腹時血糖（食後 10 時

間以上）、随時血糖（食後 4 時間以上）≧

126mg/dl、又は HbA1c≧6.5%を受療勧奨判定

値として提示している。糖尿病治療中の者にお

いては、「受診継続、血糖コントロールについ

て確認・相談を」促すこと、糖尿病未治療の者

においては、「定期的に医療機関を受診してい

なければすぐに医療機関受診を」促すことが例

示されている。 

④慢性腎臓病（CKD）への受療勧奨 

尿蛋白については、尿蛋白陽性（１＋以上）

を「医療機関の受診を」促す基準として提示し



ている。さらに、血清クレアチニンを組み合わ

せると、尿蛋白にかかわらず、 eGFR ＜

45ml/min/1.73m2も「すぐに医療機関の受診を」

促す基準として示されている。 

ここでの基準は、広く理解しやすいように単

純化したものである。医師が判断することを想

定したガイドラインのやや複雑な基準とは異

なっている。 

⑤異なる健診施設のデータを時系列表示する

場合の解決法 

本課題の解決法の一つは、施設間でのデータ

の変動要因がわかっている場合に、相互変換を

行うための変換式（回帰式）を作成し、どちら

かの施設の基準に合わせる方法である。正確性

は高くなるが、複数病院間の変動要因を調査す

るのが困難となる。 

二つ目は、各施設における各臨床検査項目の

分布に対して正規分布変換を行い、施設間の差

を調整した後、逆変換により平準化された測定

値を用いる方法である。この方法に関しては、

小林クリエイトやイードクトルが、それぞれ変

換方法に関する特許を有しており、それぞれが

サービスを提供している。これらの方法は、各

施設が有するデータの分布のみで対応するこ

とが可能である。 

三つ目は、測定時点での病態評価の基準とな

っている基準値を用いて、検査値をグレード分

類することにより、重症度に変換する方法であ

る。簡単な方法だと H(High)、N(Normal)、

L(Low) などで区分した表記を時系列で評価

するものがある。方法としては最も容易である。 

 現実的には、時系列の変動を記号の変化のみ

で評価するのは難しく、一般には受け入れがた

いと思われる。また、一つ目の方法は現実性が

乏しいため、二つ目の方法が適していると思わ

れる。 

３．予防行動・受療行動を誘導するために提示

すべき情報内容の検討 

①保健師・管理栄養士を対象としたアンケー

トの結果 

健診を受けない理由としては、忙しい、日程・

時間が合わない、医療機関を受診して大丈夫と

言われた、医療機関で検査をしているとするも

のが多かった。 

受診を奨めるために有効な方法としては、健

康と健康診査の価値を伝えること、健康診査を

手軽に受けられる体制の整備、健康診査項目の

拡充、医療機関・医療関係者の関心の強化、教

育(学校保健を含む)が挙げられた。 

保健指導を断る理由としては、忙しい、何を

すれば良いかわかっているので自分でやる、医

療機関を受診して大丈夫と言われたとするも

のが多かった。 

予防・受療行動を誘導するために有効と思わ

れる情報内容について、行動変容によるメリッ

トの具体的な提示、発症例・改善例の具体的な

提示、運動量の具体例、食事量の具体例、健診

の経年の結果・変化から見た将来予測などが挙

げられた。 

保健指導の勧奨をするときに役に立つ情報

については、具体的な事例、人体に関する知識

（解剖学的、生理学的な知識）、疾病や治療の

情報等をあげるものが多かった。 

②個人の周辺医療機関情報提供の可能性 

平成 19 年 4 月 1 日より施行された改正医療

法により創設された『医療機能情報制度』によ

り、患者が医療機関を比較・選択しやすくする

ため、都道府県が運営主体となる情報サイトが

開設され、すべての医療機関が詳細な情報を公

表することが義務付けられるようになった。そ

の他、民間業者も情報検索方法や情報収集方法

などを工夫した情報提供サービスをホームペ

ージ上で行っており、インターネット上のホー

ムページを検索できる環境があれば、個人が住

んでいる周辺地域における医療機関情報の検

索は非常に容易となっている。ただし、受療勧



奨する際に、どの診療科を受診すべきかの情報

を提示する必要がある。 

４．国内の健診システムの現状の調査 

 15 社の企業に対してアンケート調査を行っ

たところ、健康診断実施主体は、健康診断が会

社 12 社、健保 3 社、特定健診は会社 5 社、健

保 10 社であった。健診は自社健診が 7 社、健

診業者委託が 8 社であった。法定項目、特定健

診以外の健診項目として、胃部レントゲン、

ABC 健診、便潜血、ウイルス肝炎、腫瘍マー

カー、腹部エコー、乳腺エコー、眼底検査、子

宮がん検診、骨密度、歯科、VDT 健診などが

挙げられた。 

健康管理システムは 13 社が導入しており、

自社開発が 7 社、市販システムが 6 社であっ

た。健康管理システムの管理対象は社員のみが

11 社、社員＋家族が 1 社、社員＋緊急来室者

が 1 社であった。個人識別は社員番号を用い

ているのが 12 社で、関連会社の管理目的で会

社コード＋社員番号で管理している会社があ

った。健康管理システムで管理する範囲（未回

答 1 社）は、11 社で健診データのみ、3 社で

個人の就業・異動履歴等も取り扱っていた。 

健診システムへのデータ取り込みは、殆どが

システム連携により行っていた。健康管理シス

テムからの取り出しは、殆どが CSV 形式、

XML 形式で可能であった。しかし、健診結果

の報告は用紙運用が 12 社、PC での閲覧（イ

ントラネット）が 5 社、スマートフォンでの閲

覧（インターネット）が 1 社であった。 

スマートフォン等による健診データ提供サ

ービスをする会社があったとして、自社の健診

データを当該会会社に提供できるかの質問に

対して、3 社は不可、他は検討を要するとの回

答であった。 

健康に対する取り組みは、運動を促進する目

的で活動している企業が複数あった。また 2 社

が禁煙に取り組んでいた。様々な形で情報発信、

健康指導がされていた。糖尿病や高血圧の有所

見かつ受診歴のない者に受診勧奨と受診継続

のフォロー、メタボに対する保健指導が実施さ

れていた。 

健康管理システムを運用している２つの企

業を訪問調査した。 

A 社は、社員数の約 1万 3千人の企業で、健

康管理の実施主体は会社であり、健康保険組合

に特定健診データを提供する形となっていた。自

社健診で、法定項目、特定健診に加え、血液検

査、腹部エコー、頸動脈エコー、胃バリウム、

喀痰、便潜血、PSA などを実施していた。ま

た、受託健診として子宮がん検診、乳がん検診

外注を実施していた。A 社の健康管理システム

は受託による自社開発システムで自社 ICT 部

門が管理し、開発費用約 3 億円、毎年約 3 千

万の改修費を要していた。管理対象は全社員、

保健センターを受診した家族である。健診デー

タに加え、受診データ、就労データ、病歴（自

己申告）、ワクチン接種歴、ピロリ菌の除菌歴、

面談記録、診察記録が管理され、今後、ストレ

スチェック結果も管理する予定とのことであ

った。健診結果の報告については用紙運用で、

３回分の健診結果とコメントを社内便で送っ

ていた。健診結果が悪い社員は看護師、保健師

が要管理とし、医療機関受診勧奨のため連絡を

取り続け、産業医が医療機関への紹介状を作成

し、紹介状作成履歴、返信未の管理で受診管理

する方法がとられていた。4 年に 1 度、節目健

診が実施され、全社員を対象に 1 日かけて健

康について取り組くむ時間となっていた。 

B 社は健保組合が中心となって社員の健康管

理を行っており、被保険者数 16 万 7 千人、扶養

者を合わせると 35万人程度の健康管理を実施し

ていた。健診項目は加盟会社すべて同じで、健

診法定項目は会社負担、それ以外は健保負担と

していた。健康保険組合はレセプトデータを持

っているため、胃部健診後に精密検査を受けた



か否かレセプトデータで追跡が可能になるな

どの強みがあった。健康保険組合が健康管理シ

ステムを構築し、被保険者番号（扶養家族は枝

番を付けて）で管理し、生年月日で個人を特定

していた。2008 年から健診結果が同社イント

ラネットで閲覧できるようになり、2012 年 8

月から現在の Web 閲覧システムを構築し、特

定健診データを中心に提示していた。健康管理

システムの Web 閲覧システムはB 社の関連会

社が開発し、年間の機能拡張費、保守費を合わ

せて 3000 万円弱とのことであった。B 社の

Web 閲覧システムは任意サービスではあるが、

現役社員の 80%程度がユーザ登録していた。

SSL を使用し、初回登録は被保険者番号と生

年月日の入力が必要で、ログイン時にはパスワ

ードと画像認証が必要となる。体重、血圧の変

化を提示し、健康座標、偏差値（同性の同年代）、

直近と 5 回前の座標を表示していた。健康リ

スク区分として、心臓疾患を A、B、C の 3 つ

のレベルに分けて提示していた。また、ストレ

スチェックが入力できた。レセプトからの情報

として、過去 5 年間の医療費が提示され、服薬

内容がジェネリックとの金額差額と共に提示

されていた。薬剤コードはレセ電算コードを用

いて管理され、錠剤の写真を付け、薬の説明サ

イトとリンクされていた。個人が健康管理に向

かう取り組みとして、禁煙、ウォーキング、歯

磨きを励行する工夫などが行われていた。また、

血圧、脈拍、歩数を手入力することが可能で、

印刷して医療機関に持参することが可能であ

った。これらのデータを毎月 1 回以上の入力

しているのは 2,000 人程度とのことであった。

本 Web 閲覧システムは使うとインセンティブ

ポイントが獲得できる等の閲覧を促す工夫を

していた。 

企業では、社内で健診業務を委託していると

ころも多くある。2 つの健診受託機関にメール

によるヒヤリングを実施した。C クリニックは

企業健診、生活習慣病健診を中心とした健診機

関、D クリニックは人間ドックを中心とした健

診機関である。契約形態は①健康保険組合、②

企業単独、③委託会社（取りまとめ会社）に大

別される。近年は全国規模の事業所は③の委託

会社を利用するケースが増加しているとのこ

とであった。 

データは、それぞれのシステムで管理されて

いるが委託元の指定に合わせてデータを変換

して提出していた。特定健診・保健指導のデー

タは、XML としての提出が義務付けされてい

るため、検体検査結果は JLAC-10 コードが設

定されていたが、それ以外の項目はオリジナル

コードを利用していた。一方で、結果を紙で送

付か、健診結果の送付が全く不要の健保、企業

も多い状況であるとのことであった。人間ドッ

クは、対象となる施設が多くなるため、企業や

健保組合が連携仕様を設定しきれず、紙のみの

データ提供となっている状況であった。 

５．国内外のネットワークを活用した個人の
健康管理の取り組みの調査 
①国内企業内 PHR サービス 

 国内において、幾つかの PHR サービスが、

事業として提供されている。サービス提供会社

に健診・レセプトデータを提供することを起点

として、利用者個人向けサービスを実施するも

のである。サービス提供会社は、分析結果を医

療保険者と加入者の両方にフィードバックを

行っていた。保険者に集団としての分析結果や

受診勧奨等が必要な対象者のリストを返し、加

入者・利用者には結果データだけでなく行動変

容につながるアドバイス情報等をフィードバ

ックしていた。保険者が費用負担するため、利

用者負担はない。健康イベント等に参加すると

商品等に交換できるポイントが付与されるサ

ービスもあった。 

単一健保組合の場合に、事業主と健保組合が

一体化した保健活動を展開するスキームもあ



る。この場合、健診データ、レセプトデータに

加え、勤怠データ・ストレスチェックデータ等

も扱い、健診後の事後フォロー、ハイリスク者

への受診勧奨、保健事業の企画等に活用する。

Fitbit®を用いた健康づくりプラットフォーム

を開発し、歩数、心拍数、睡眠ステージ等を登

録、提示するサービスを行っているところもあ

った。 

②欧州の事例 

 欧州の各国は、国が進める健診事業がない。

健診は、基本的に任意であり、自分の健康管理

のために医療機関を受診して受ける。訪問した

国では、診療データを、医療機関を超えて管理

し、患者本人が閲覧できるようにするシステム

を運用していた。このサービスを市民に提供す

るためには、クラウド上にセンター機能を持つ

システムを配置する必要がある。このシステム

を、スペインでは州、ノルウェイでは医療圏、

フィンランド、エストニアでは国が管理してい

た。 

 市民がシステムにアクセスするために、セキ

ュリティーをいかに守るかが重要である。エス

トニアでは、医療のみならず、行政のサービス

基盤となるセキュアな情報基盤を構築し、その

上に医療システムを構築していた。 

 フィンランドでは2018年よりパイロット的

に個人の健康情報をアップロードできる仕組

みを運用するが、それ以外の国では、その仕組

みはなかった。 

 データの二次利用は、スペイン以外ではオプ

トアウトで実施されていた。 

③台湾の事例 

台湾では、多くの医療機関に健診センターが

設置されている。健診データは電子保存してい

る場合が多く、システムは内製されていた。デ

ータ連携は、医療機関同士のみで、一部で受診

者向けのデータ閲覧サービスやフィードバッ

クサービスを始めつつあるとのことであった。 

公的健診として、小児健診、学校健診、徴兵

時健診、高齢健診（40 歳以上 3 年に一回、65

歳以上毎年）が行われている。現在これらのデ

ータは、それぞれ担当省庁が個別に分割して管

理している。すでにレセプト情報等データベー

スを運用しており、健診データと統合する

National Health Cloud 計画があり、二次活用

も計画されているとのことであった。 

④オーストラリアの事例 

オーストラリアで展開されている PHR事業であ

るMy Health Recordについて調査した。 

 オーストラリアでは MediCare（国民皆保障）

が確立し、主に税で運営されている。General 

Physician (GP)が置かれ、Hospital と役割分担

している。また、Public Hospital と Private 

Hospitalがあり、Public HospitalはMediCare

の対象となるが、GP からの紹介が必要となる。

Private Hospital は MediCare の対象外であ

り、別途、保険に加入する必要がある。オース

トラリアの健診は、GP を受診することで実施

される。健診の費用は MediCare の対象とな

るが、企業が実施する体制ではないため、いか

に、健診を受けさせるかが課題となっている。 

 My Health Record はオーストラリア政府が

主導で行っている PHR 事業で、2012 年、

Personally Controlled Electronic Health 

Records (PCEHR)として構築された。PCEHR

は構築当初は登録が増えず、うまく機能しなか

った。その理由の一つとして、オプトインによ

る参加登録が考えられた。オーストラリア政府

は、My Health Record に名称変更、National 

eHealth Transition Authority (NEFTA)から

Australian Digital Health Agency（ADHA）

へ移行し、オプトアウトによる原則全国民の

My Health Record への参加に取り組んでいる。

現在までに My Health Record に約 1600 億円

を投資してきた。 

オーストラリアでは、GP、Hospital、薬局の



90％以上が電子化されている。電子カルテは

複数のメーカがあるが、政府は各メーカの電子

カルテから My Health Record にデータをア

ップロードするための、ゲートウェイを開発し、

各 GP、Hospital に無料で配布することで、デ

ータ収集できる環境を整備した。電子カルテか

ら My Health Record へのアップロードは自

動的に行われるが、センシティブケースを想定

して、データアプロード後、7 日間は患者に見

えない仕様となっていた。また、医師はアップ

ロードを行わない選択もできる。 

My Health Record には病歴サマリ、退院サ

マリ、服薬歴、画像レポート、血液検査結果、

病理レポート、紹介文書、レセプト情報、臓器

提供の意思表示などが含まれ、病歴サマリは

GP で作成され、インセンティブがつけられて

いた。My Health Record は母子手帳と似た役

割を持っており、身長、体重、予防接種と健康

診断、成長や発達に関するアンケート、親の観

察事項、両親のための情報等を含んでいた。ス

マフォアプリでは健康診断や予防接種などの

リマインダー機能を有していた。 

レジストレーション時に MediCare カード

番号等を入力し、ログインは、ID、パスワード

に加え、携帯の SMS に送付されるワンタイム

パスワードを入力する。個人が My Health 

Record 上でレコードアクセスコードを設定し、

これを医療機関に渡すことで、医療機関が記録

を見ることができ、特定のドキュメントに「制

限付きアクセス」を設定すると、これを閲覧で

きる医療者を制御することができる。緊急事態

が発生した場合、My Health Records Act 2012

に基づき、医療機関、システムオペレーターおよ

びその他のシステム関係者は、My Health 

Recordの情報を閲覧することができる。 

2018 年までにすべてのオーストラリア国民

に mobile health record を普及させることを

目的とし、2 年間で約 300 億円を計上してい

る。これまではオプトインであったが、オプト

アウトで運用することとなった。全国民の 2%

がオプトアウトしている。いつでもMy Health 

Record から離脱ができ、それまでに蓄積され

た情報は法律に即して保管され、再参加するこ

とが可能である。 

⑤米国の事例 

米国での PHR事業は多彩であり、政府系機関

が実施している事例が多かったが、Apple 等の

PHR ビジネスに参入する企業が出始めている。

MyHealtheVetは退役軍人向け、州政府では当該

州の住人、民間では従業員や保険加入者など、

一定程度限定した範囲を対象に、健康情報交換

事業（Health Information Exchange：HIE）を行っ

ている。EHR 等のシステム登録者数は 100 万人

単位の規模となっているが、実際に PHRサービス

を頻繁に利用するアクティブユーザーは数万人

程度から 100 万人以上であった。PHR の基本機

能は、自身の診療情報・健康情報等の閲覧・入力

等であり、予防接種の情報を記録・閲覧できる機

能もある。米国政府、州政府から運営資金の一部

または全部を得ている他、登録している医療機関

からもシステム利用料を徴収し、EHR を含めたシ

ステム全体を運営している。サービスの周知、利

用者の拡大が課題となっており、システムに登録

する医療機関を増やすことも課題である。その他、

医療サービスの質向上、健康状態の改善といっ

た成果を評価することの難しさも課題となっている。 

６．PHR サービスに対する市民の意識調査 

 市民は 7 割が自分は健康と感じているが、8

割は健康に関心があると回答した。関心がある

項目では、生活習慣病が 38.7％、悪性腫瘍が

25.9％と高かった。 

健康情報の利用は、女性は年齢に関わらず 7

割代と高く、男性は 6～8 割と高齢になるほど

高かった。健診情報の利用は年齢、性に関わら

ず 5～6 割が期待していた。医療情報について

は、男性の方が期待度は高く、高齢者ほど高く



なる傾向を示した。「妊娠や分娩に関するデー

タ」、「乳幼児健診や予防接種歴」、「学校健診の

結果」など子供に関する項目は、若いほど、女

性ほど高い傾向を示した。「学校健診の結果」

が、「妊娠や分娩に関するデータ」、「乳幼児健

診や予防接種歴」と同程度に期待されていた。 

健康情報の入力の意思については、年齢、性

に関わらず 5 割程度があると回答し、60 台男

性が 58%と最も意思を持つ人が多かった。 

PHR サービスの利用は、5 割程度が利用し

たいとし、扱う情報の範囲が広がっても全体で

はその割合はあまり変わらなかった。しかし、

60 台の男性では健診情報に対して 6 割、診療

情報が加わると 6 割 6 分がサービスを受けた

いと回答した。PHR サービスに対して支払う

額は、200 円/月であれば、男性で 3 割、女性

で 2 割程度、全体では 25%程度が支払うと回

答した。 

適切と思われる運営主体は、行政機関、医療

機関、大学等の研究機関が民間より高かった。

情報漏洩に対し 7 割以上が不安と回答とした。

データ二次利用に対して医学的研究へは約 8

割が賛成、商品開発等へは約 6 割が賛成と回

答した。匿名データを利活用する主体としては、

民間は、行政、学術研究、医療機関に対し相対

的に低かった。 

 

Ｄ. 考察 

 我が国では、特定健診のデータについては、

既に標準規格の CDA の XML フォームの形で

健保組合のデータベースで管理されている。健

保組合では、レセプトデータも管理されている

ため、これらのデータを PHR に利用する方法

が、最も費用対効果が高い実現法と考えられる。

PHR では、個人を識別する番号が鍵となるが、

被保険者番号を個人化し、個人を識別する方法

が実現されれば最も適していると考える。 

 このPHRセンターをどの組織が運営するか

が課題となる。オーストラリアでは国の機関が

運営することで、現在では PHR 事業がうまく

機能し始めている。我が国でも、国の機関が運

営するのが望ましい。各健保組合は、個人化被

保険者番号をキーとして、指定される方法で

PHR センターに接続し、被保険者の特定健診

データを送信することになる。レセプトデータ

も同時に送信できると、投薬内容、受療の有無

等が分かり、健康管理上有用な情報が得られる。 

この事業で個人認証は極めて重要であり、か

つ難しい課題である。エストニアでは、セキュ

アな社会基盤をまず構築し、その上に、健康情

報のアプリケーションを稼働させていた。マイ

ナポータルは、我が国における同様の位置づけ

にある社会基盤であり、マイナポータルが利用

できるのがセキュリティー上理想的である。マ

イナポータルを利用する場合は、個人化被保険

者番号をマイナンバーへの紐づけが必要なる。 

市民意識調査の結果、PHR に対して、情報

漏洩を心配する人が多いことが確認された。ネ

ットワークを介して閲覧する場合にリスクが

無いとは言えないので、このサービスの利用は、

本人の同意に基づく必要がある。PHR サービ

スを拒否する人のデータは、ネットワークから

閲覧できないようにする手順が必要である。 

 PHR サービスを民間が運用するモデルも考

えられる。民間が事業として実施する場合にビ

ジネスモデルが重要となる。受益者負担の考え

方から個人からの支払いで運用する場合、アン

ケート調査通り一人 200 円／月で 25%の国民

が参加し、大阪府下で一つの事業者が運営した

と仮定すると、200 万人の参加者が得られ、4

億円／月の収入が得られることとなる。これだ

けの収入があれば、十分運用は可能である。既

に、サービスを展開している企業があるが、こ

れらの企業は、会社や健保組合から収入を得て

事業を行っている。本研究で調査した企業では、

かなりのノウハウを積み上げて自社でシステ



ムを構築し運用している企業があったが、こう

した事例は特殊であり、これを全国の企業・健

保組合で展開することは難しい。これを代行す

るサービスには一定のニーズがあると思われ

る。しかし、現状のビジネスモデルであれば、

契約範囲を超えたデータの流通ができないの

で、生涯を通じての PHR にはならない。生涯

を通じての PHR にするためには、個人向けサ

ービス部分の機能について統一的な規格を定

め、サービス会社間で個人の健診データを必要

に応じて送受信できる仕組みを持たせる必要

がある。ある人が A 健保組合に加入している

と、その間の健診データは A 健保組合が契約

しているサービス会社 B のシステムで自分の

データを閲覧できる。この人が転職・退職した

ことで C 健保組合に加入すると、C 健保組合

が契約する D サービス会社のサービスを受け

る。この際、B サービス会社からこの人の健診

データを D サービス会社で新たに作ったアカ

ウントに転送することで、これまでのデータが

失われず継続した形で閲覧が可能となる。ただ

し、D サービス会社は C 健保組合からは委託

契約で個人情報を受けることができるが、B か

ら転送を受けたデータはその範囲外のデータ

となる。従って、D サービス会社は、C 健保組

合と契約をすると同時に、個人とも契約を結び、

この個人のデータを預かることができるよう

にする必要がある。また、転送されたデータは、

C 健保組合は個人の許可なく閲覧できないこ

とも確認する必要がある。この民間モデルでは、

健保・会社から費用が支払われるので必ずしも

個人から費用を徴収しなくても運用は可能で

ある。民間ベースで PHR サービスを行う場合

の問題は、足並みがそろいにくい点である。全

ての健保組合が一斉にどこかのサービス会社

と契約すれば問題はないが、先の例で A 健保

組合は契約しているが、C 健保組合が未契約で

あった場合に、この人の健診データは、転職・

退職した時点で過去のデータを転送させる先

がなくなり、結果的に失われることになる。従

って、民間ベースでサービスを展開する場合は、

PHR サービスが実施できる機能を持つサービ

ス会社を国が認定し、健保組合は認定を受けた

サービス会社と契約しなければならないとす

るルールを定める必要がある。即ちこのサービ

ス会社は、健保組合・会社と契約し、構成員の

健診データ等を管理するサービスを行うと同

時に、個人に対して PHR サービスを行う。健

保組合は、データ管理サービスは任意であるが、

PHR サービスの契約を必須とする。 

 PHR サービスを、PHR センターを国の機関

が運用し、マイナポータルからアクセスするモ

デルは、モデルがシンプルであり、また、悉皆

性がある点で利点がある。一方、きめの細かい

サービスは実施されにくいかもしれない。これ

に対し、民間モデルは、既に存在している民間

サービスの延長線上にあり、個人が健康管理に

気を向けるように、きめ細かなサービスが展開

できる。また、特定健診以外のデータを扱える

可能性がある。しかし、足並みをそろえること

は、かなり難しいと予想される。こうしたこと

から、国の PHR センターと民間の PHR サー

ビスの両方を運用するハイブリッド型が現実

的な解として最も良いモデルであるように思

われる。ハイブリッドモデルでは、以前の健保

組合から健診データが送れない事情がある場

合は、個人の責任で、PHR センターからデー

タを受け取りPHRサービスに転送することを

可能とする。これにより、PHR サービスは、

過去の特定健診のデータを、前の健保組合から

受け取らなくても良いこととなり、健保組合が

PHR サービスとの契約を義務化するようなこ

とは避けられ、PHR サービス間でのデータの

送受信の難しい課題を回避できる。 

 PHR サービスが、会社の健診データを扱お

うとする場合には、会社の健診システムか、会



社が契約する代行サービス会社から様々な項

目データを受け取る機能が必要である。その場

合に、特定健診項目以外の健診項目を標準化す

ることが望ましい。また、単位を統一化するこ

と、値を補正するためのパラメータの収集等を

規格化することが望まれる。 

 母子健診、学校健診、予防接種情報等の健康

情報をPHRで管理したいとするニーズがある。

もし、PHR が構築できた場合には、こうした

健診や予防接種の実施記録を、特定健診データ

と同様に個人単位で保存できるように拡張す

ることは、技術的には比較的容易と思われる。

一方、健診や予防接種を実施する側では、個人

化被保険者番号を受診者から取得し、これをキ

ーとして健診結果や予防接種の実施情報を保

存する変更が必要となる。もし、これまで紙で

データを管理してきた場合には、システムを利

用してデータを管理するところから始めるこ

とになる。この際、PHR に送信する機能を備

えた、健診・予防接種データ管理システムを提

供するサービスと委託契約をして、個人情報を

含めてデータを管理する運用が望ましい。

PHR センターが運用されている場合には、健

診・予防接種データ管理システムから PHR セ

ンターにデータを送信し、PHR センター内で

個人毎にデータが管理される。一方、複数の民

間のPHRサービスのモデルの場合には、健診・

予防接種データ管理システムから受診者のデ

ータを、その受診者のデータを管理するサービ

ス会社を探して送信する必要がある。そのため

に、個人化被保険者番号からどのシステムがこ

の人の健診データを保持しているかを知らせ

るレジストリサーバを立ち上げておく必要が

ある。即ち、各 PHR サービス会社がある個人

のデータを預かった場合に、システム ID と個

人化被保険者番号のペアのデータを管理する

サーバにデータを登録しておく必要がある。レ

ジストリサーバを立ち上げずに、ブロックチェ

ーン方式で管理する方式も将来的には可能な

るかもしれない。もう一つの方式として、健診・

予防接種データ管理システムが、生涯のデータ

を預かることを保障し、閲覧するシステムが、

このレジストリサーバにアクセスして、その個

人のデータを探して表示する方法も考えられ

る。この場合、健診・予防接種データ管理シス

テム母子健診等もPHRサービス機能の認定を

受ける必要がある。 

医療機関からデータを送る場合にも同様の

方式が考えられる。オーストラリアで運用され

ているように、各医療機関にゲートウェイを置

き、ここで、医療機関から PHR にデータを送

付する対象患者とその患者の対象データを検

索し、PHR に送付する。民間 PHR サービス

モデルで運用する場合は、レジストサーバで、

どのPHRサービス会社が対象患者のデータを

管理しているかを調べ、該当の PHR サービス

会社にデータを送信することになる。このゲー

トウェイとレジストリサーバの費用は、国等が

負担する体制が望ましい。国が指定する機関が、

国の費用で開発し設置するまでのサービスを

行う。あるいは、民間の PHR サービス会社が

コンソーシアムを組織し、コンソーシアムがゲ

ートウェイ設置とレジストリサーバの運営を

担う方式も考えられる。 

医療では、地域包括ケアの推進から、医療連

携のニーズが高まり、EHR の実現が急務とな

っている。現在は、電子カルテを他の医療施設

から閲覧可能とする原理でのEHRが普及して

いるが、診療所が発信するデータが組み入れら

れないこと、地域のブロック内での共有は可能

でも、それを超えては共有できないこと、患者

が閲覧できないことなど、海外で実施されてい

るモデルと比べ機能が不足しており、現在のモ

デルが、将来に向けて日本が目指すべきモデル

であるとは考えにくい。本研究で提示する

PHR モデルは、疾病予防・重症化予防を目的



とした限定した項目データの収集について示

した。これを、医療を目的としてデータの範囲

を広げることで、新たな EHR モデルとするこ

とができる。PHR の実現に多くの費用がかか

るが、これを健診データだけに限定するよりも、

この基盤に更に投資をして、診療データを充実

させ、EHR としての活用も可能とするように

機能を広げることで、少ない追加費用で新たな

EHR 環境を実現させることができる。これに

よりPHR事業の投資に見合う充実した成果が

得られることになる。 

PHR サービスでは、スマートフォン等で個

人の健診データを閲覧することを基本とする。

本研究で選定した項目のデータを提示するこ

とに加え、予防行動、受療行動を誘導するため

の情報提示が必要である。受療行動を勧奨する

基準値は既に示されており、これに従ってアド

バイスを行うことは有効と思われる。保健指導

を断る理由に忙しいからが多かった。PHR で

予防行動・受療行動を勧奨できると、保健師に

よる指導を補助することになり、良い効果があ

ると期待される。ただし、システムが受療勧奨

等をすることになると、システムのバグ等によ

り不適切な勧奨をしてしまう危険性もあるこ

とになる。こうした勧奨を含むシステムは、薬

機法の審査か、それに近い審査を経るべきと思

われる。PHR サービス事業者は、この観点で

も認可を受けて実施するサービスとすること

が望ましい。 

保健師・栄養士のアンケートによると、予防・

受療行動を誘導するのに有効な情報として、行

動変容によるメリットの具体的な提示、発症

例・改善例の具体的な提示、運動量・食事量の

具体例、人体、疾病、その治療に関する情報等

が挙げられた。これらについて良く練られたコ

ンテンツを作成し、スマートフォンで閲覧でき

るようにすることは効果的と思われる。 

アンケートでは、健診の経年の結果・変化か

ら見た将来予測ができると有効との意見であ

った。日本データ 80 の研究成果を適用するこ

とで心血管疾患の発生予測が可能であるが、経

年変化の要素まで取り入れられていない。今後、

健診データと診療データが連結した形で蓄積

されると、将来予測の精度を上げることができ

る。個人から同意を得て、匿名化した上で二次

利用できる体制作りも重要である。 

 

Ｅ．結論 

健康管理に特に有効な項目を選定し、妥当な

受療勧奨基準を設定した。健診データの扱いは

企業により多様であり、PHR 様のサービスを

実施しているところもあった。北欧、オースト

ラリア、米国では、自分の診療データを閲覧で

きる環境が整備されていた。市民は、PHR 事

業に 5 割程度が期待しており、200 円/月の支

払いに応じる人が 25%あった。我が国では、特

定健診データを PHR センターに集積し、マイ

ナポータルから個人の健診データを見せる方

法などで、健診データの PHR は実現の可能性

があり、国民の健康管理に有効と期待される。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 なし 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

 なし 

２．学会発表 

 なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 なし
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

公衆衛生学的観点から見た PHR に集積すべきデータ項目の検討 

 

分担研究者 三浦 克之  滋賀医科大学社会医学講座公衆衛生学部門 教授 

 

研究要旨 

【目的】Personal Health Record (PHR) の主要な目的は、個人が循環器疾患を中心とする生活習

慣病の予防のための健康管理に活用することである。生活習慣病予防のために整備されている特

定健診・特定保健指導のシステム、各種学会からの診療ガイドラインをベースとして、公衆衛生

学的観点から PHR に集積すべきデータ項目を検討した。 

【方法】厚労省健康局による「標準的な健診・保健指導プログラム」平成 30 年度改訂版、日本高

血圧学会ガイドライン 2014、日本動脈硬化学会ガイドライン 2017、日本内科学会による脳心血

管病予防に関する包括的リスク管理チャート 2015 等から、わが国の一般成人における生活習慣

病予防の健康管理において集積すべきデータ項目の原則と、具体的項目案について検討した。 

【結果】集積すべきデータは、①検査データとしては、個人が理解しやすく、生活習慣修正に結

びつきやすい項目、②生活習慣データとしては、個人で簡便に評価でき記入できるもの、かつ、

予防効果があるもの、③最低年 1 回の健診時に収集できるもの、などを原則とすべきと考えられ

た。具体的項目としては、主に特定健診の検査及び生活習慣質問票に含まれる項目が適当と考え

られた。個人が家庭等で自ら測定・記録可能なデータの集積も重要である。 

【結論】PHR に集積すべきデータ項目は、個人の生活習慣病予防に役立ち、一定の条件を満たす

項目とすべきであり、主に特定健診・特定保健指導の検査及び問診に含まれる項目が適当と考え

られた。 

 

A. 研究目的 

 Personal Health Record (PHR) は個人が自

らの健康管理のために電子化された健康関連

データを活用するものである。個人の健康管理

の目的は様々なものが考えられるが、一般的に

は頻度が高く、予防可能であり、かつ疾病負荷

や医療費への影響が大きい疾患が主要なター

ゲットになる。その意味で、循環器疾患（心疾

患、脳血管疾患）、糖尿病、末期腎臓病、各種

の悪性新生物（がん）など、いわゆる「生活習

慣病」の予防が主目的になると考えられる。 

 わが国ではこれら生活習慣病の予防対策が

保健および医療の重要な課題として長年取り

組まれてきており、健康日本 21、特定健診・特

定保健指導をはじめとする保健事業、主要危険

因子（高血圧、脂質異常、糖尿病）の治療に関

する各学会のガイドラインなど、基本的な対策

は確立されている。PHR による個人の健康管理

もこれらの対策と整合性を保って行われるべ

きである。 

 以上の公衆衛生学観点から、PHR により個人

の健康管理において集積すべき最低限の項目

が何かを検討した。検討においては、厚労省健

康局による「標準的な健診・保健指導プログラ

ム」平成 30 年度改訂版をベースとして、関連

各学会の診療ガイドラインの内容も考慮して
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検討した。 

 

B. 研究方法 

１．PHR に集積すべきデータ項目の原則 

 まず、個人の健康管理のために PHR に集積す

べきデータ項目の原則について検討し、作成し

た。 

 

２．ベースとしたガイドライン等 

 生活習慣病予防を中心とする個人の健康管

理において重要なデータ項目（検査データおよ

び生活習慣データ）については、科学的エビデ

ンスが確立し、ガイドライン等に明記されてい

る項目にすべきである。そこで、以下の各種ガ

イドライン等を資料として検討を行った。 

① 厚労省健康局「標準的な健診・保健指導プ

ログラム」平成 30年度版 

② 日本高血圧学会・高血圧治療ガイドライン

2014 

③ 日本動脈硬化学会・動脈硬化性疾患予防ガ

イドライン 2017 年版 

④ 日本内科学会・脳心血管病予防に関する包

括的リスク管理チャート 2015 

⑤ 日本糖尿病学会・糖尿診療ガイドライン

2016 

⑥ 厚生労働省・健康日本 21（第二次）（2012

年） 

（倫理面への配慮） 

 本検討は文献的考察のみであり、個人のデー

タを用いた検討は含まれないため、倫理審査は

不要である。 

 

C. 研究結果 

１．PHR に集積すべきデータ項目の原則 

 PHRに集積すべきデータの原則として表1に

示す 5点を挙げた。 

① 循環器疾患、糖尿病、がん等、生活習慣病

の発症予防を目的としたものであるべきであ

り、これら疾患の確立した危険因子を含めるべ

きである。これには検査で得られる生体指標に

加え、喫煙習慣などの生活習慣項目も含まれる

だろう。またこれら危険因子は短期間でも変化

するが、長期間の推移も重要であり、経年的な

観察と管理が必要である。 

② 生体指標としての検査データについては、

まず個人が理解しやすく、エビデンスの確立し

た項目である必要がある。また、生活習慣修正

や治療によりデータが変化し、さらに重篤な生

活習慣病発症予防に結びつく項目でなければ

ならない。疾病予防との関連が確立していない

項目や、一般の個人による理解が難しい項目

（医療従事者の専門的な判断が必要な項目）は

含めるべきでないであろう。 

③ 生活習慣病予防においては生活習慣デー

タの記録と管理も重要である。しかし検査デー

タに比べて、個人が評価するのが難しい項目が

多い。例えば各種栄養素摂取量の評価などが困

難である。生活習慣データについては個人が簡

便に評価でき、自らで記入が可能な項目である

必要がある。さらに、生活習慣の改善により生

活習慣病（またはその危険因子）の予防・改善

の効果が証明されている項目とすべきである。 

④ 検査データをはじめとして、最低年 1回の

健診時に測定、収集できる項目が望ましい。医

療機関受診時に測定していれば記録すること

も可能である。健診受診時に収集する項目とし

ては、厚労省健康局「標準的な健診・保健指導

プログラム」平成 30 年度版をベースとして設

定する必要がある。 

⑤ 近年、血圧計、体重計、歩数計などの普及

により、個人が自ら家庭等で測定・記録可能な

項目が増加している。これらの測定項目の記録

による健康管理の重要性が増加しているため、

活用を検討すべきである。 

 

２．具体的なデータ項目の案 
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① 検査データ 

 国民が年 1 回受けるべき健診としては特定

健診および労働安全衛生法による検診がある。

表 2に現在実施されている検診項目を示す。こ

の健診項目の多くは生活習慣病（特に循環器疾

患）の予防を目的としており、国民にも広くそ

の管理の意義が周知されてきた項目である。表

2の枠内あるいは下線の項目がPHRに集積する

項目として適当と考えられる。 

すなわち、身体計測値（身長、体重、腹囲、

BMI）、血圧（収縮期及び拡張期）、肝機能検査

（AST, ALT, γ-GT）、血中脂質検査（中性脂肪、

HDL コレステロール、LDL コレステロール、Non-

HDL コレステロール）、血糖検査（空腹時血糖、

HbA1c、随時血糖）、血色素量である。以上の項

目は、関連各学会のガイドライン等における一

般成人の管理項目とも整合性が担保されてい

る。 

 以上の検査値に加え、尿蛋白および血清クレ

アチニン（eGFR）も候補であるが、一般個人の

健康管理の指標としては解釈が難しい面があ

るのと、個人の努力による改善が困難な面があ

るため、優先度は低いと考えられる。 

② 生活習慣データ（問診データ） 

 生活習慣および問診に関するデータは、簡便

に自己評価できるデータは必ずしも多くない。

特定健診における標準的な質問票およびこれ

に付随する追加質問項目（表 3）において適切

な項目が認められる。 

 すなわち、標準的な質問票に含まれる血圧・

血糖・脂質の治療状況（1-3）、喫煙習慣（8）、

運動習慣（10,11）、飲酒習慣（18,19）であり、

さらに追加質問項目（A-F）に含まれる、食塩、

魚、野菜、果物、体重測定、血圧測定の質問で

ある。以上は、健康日本 21 の目標値にも含ま

れ、予防効果の大きい項目として確立しており、

さらに簡便に自己評価できる項目と考えられ

る。 

③ 個人が家庭等で測定可能な項目 

 血圧計、体重計、歩数計など、各個人が家庭

などで所有し、自ら測定・記録できるデータ項

目がある。これらは生活習慣病予防のためにも

重要な項目であり、PHR として活用する必要が

あろう。これらの項目は高頻度に（1 日数回、

毎日、週数回、月数回など）測定されることが

あり、年 1回測定される健診項目とは測定頻度

が異なることに留意する必要がある。 

 以上、①から③の項目をまとめ、表４の案を

作成した。 

 

D. 考察 

 PHR に集積すべきデータ項目の原則につい

て検討し、これに従い、また、「標準的な健診・

保健指導プログラム」平成３０年度版をベース

として、具体的なデータ項目の案を検討した。

結果、重要かつ必要最小限の項目として表４に

示す案を提示した。 

 わが国の特定健診の健診項目については別

途厚労省研究班（永井班）でも検討されてきた

が、わが国で死因・介護要因・医療費において

重要な循環器疾患（心疾患・脳血管疾患）の発

症予防を主目的とした検査が実施されてきた。

すなわち、血圧、血清脂質、血糖値であるが、

これら危険因子の管理は極めて重要であり、か

つ、生活習慣の修正によって改善が期待できる

ため、PHR においても必須の項目であろう。ま

た、これらの危険因子に対して服薬しているも

のでは服薬状況と合わせて管理する必要があ

る。 

特定健診項目でもある肝機能については、循

環器疾患発症予測能は弱いが、肥満に伴う脂肪

肝や多量飲酒による肝障害の指標として健康

管理上有益である。血色素量は特定健診では詳

細検査項目であるが、広く周知されており、女

性を中心とする鉄欠乏性貧血の管理上含めて

も良いと考えられる。 
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 尿蛋白および血清クレアチニン（eGFR）は慢

性腎臓病の指標であるが、特定健診では詳細項

目とされている。糖尿病、高血圧などで要受診

とされたものでは、医療機関で測定して管理さ

れるのが妥当であろう。一般個人による健康管

理の範囲を超える可能性があり、医師の監督が

必要であるため、必須ではない項目とした。 

 一方、自らの生活習慣の継続的なモニタリン

グと管理も PHR においては重要と考えられる。

特に喫煙習慣と飲酒習慣は重要であり、自己評

価も容易であることから、必須の項目と考えら

れる。他方、運動習慣や食習慣（栄養摂取）の

客観的な記録や自己評価は容易ではない面が

強い。特定健診の標準的な質問票および追加質

問項目にある程度の簡便な問診のみでも一定

のモニタリングが可能と考え、PHR の項目とし

て推奨した。食塩、野菜、果物、魚の摂取は生

活習慣病予防のための生活習慣として重要で

ある。 

 家庭における血圧計、体重計、歩数計による

自己測定と記録は今後益々重要な PHR になる。

頻繁に測定が可能であり、かつ、健康管理上重

要な項目である。今後各種サービスの拡大によ

りさらに測定項目が増加する可能性がある。尿

中 Na, K 排泄、消費カロリー、摂取カロリーな

どの生活習慣モニタリングの拡大や、血清脂質、

血糖値などの健診以外の場での測定機会拡大

も期待される。 

 

E. 結論 

 「標準的な健診・保健指導プログラム」およ

び各種ガイドラインをベースにして、PHR にお

いて重要かつ必要最小限の集積すべきデータ

項目の案を作成した。集積すべきデータ項目は、

個人の生活習慣病予防に役立ち、一定の条件を

満たす項目とすべきであり、主に特定健診の検

査及び問診に含まれる項目が適当と考えられ

た。 

 

F．研究発表 

1. 論文発表 なし 

2. 学会発表 なし 

 

G．知的財産権の出願・登録状況       

 なし 
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表１．PHR に集積すべきデータ項目の原則 

1. 生活習慣病（特に循環器疾患、糖尿病、がん等）の発症予防を目的とした、個人の

健康管理のための経年データ 

2. 検査データについては、個人が理解しやすく、生活習慣修正および治療行動に結び

つけることができる項目 

3. 生活習慣データについては、個人が簡便に評価でき記入でき、かつ、予防効果があ

る項目 

4. 最低年 1回の健診時に収集できる項目（厚労省健康局「標準的な健診・保健指導プ

ログラム」平成 30年度版をベースする） 

5. 個人が自ら家庭等で測定・記録可能な項目も含まれる。 

 

 

 

表２．特定健診、労働安全衛生法の検診等の検査項目における PHR 項目の候補 

収縮期・拡張期

厚生労働省健康局： 標準的な健診・保健指導プログラム

以上を最低年1回
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表３．特定健診の標準的な質問票における PHR 項目の候補 

厚生労働省健康局： 標準的な健診・保健指導プログラム

以上を最低年1回

厚生労働省健康局： 標準的な健診・保健指導プログラム  
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表４．PHR に集積するデータ項目（案） 

年１回特定健診時などの測定 

身体計測値：身長、体重、腹囲、BMI 

血圧：収縮期血圧、拡張期血圧 

肝機能検査：AST, ALT, γ-GT 

血中脂質検査：中性脂肪、HDL コレステロール、LDL コレステロール、Non-HDL コレス

テロール 

血糖検査：空腹時血糖、HbA1c、随時血糖 

血色素量 

（尿蛋白） 

（血清クレアチニン（eGFR）） 

 

血圧・血糖・脂質の治療状況 

喫煙習慣 

運動習慣 

飲酒習慣 

食塩、魚、野菜、果物の摂取 

体重測定、血圧測定の習慣 

 

家庭などでの自己測定 

 血圧 

 体重 

 歩数 

 



厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

生活習慣病重症化予防に向けた受療勧奨に必要な特定健診等データ項目および 

その基準等に関する検討 

 

研究分担者 磯 博康 大阪大学大学院医学系研究科 公衆衛生学 教授 

 

 

A. 研究目的 

生活習慣病重症化予防の観点から、ハイリ

スクアプローチとして、効果的・効率的に受

療勧奨を行っていくことが求められている。

そこで、高血圧、脂質異常症、糖尿病を中心

として、各学会の診療ガイドラインなどに基

づき、受療勧奨において必要な健診などの検

査項目・検査値、および受療勧奨のための目

安とそれらに対応した指導内容の具体案に

ついて検討した。 

 

B. 研究方法 

最新の診療ガイドラインとして、高血圧治

療ガイドライン 2014（日本高血圧学会）、動

脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017（日本動

脈硬化学会）、糖尿病診療ガイドライン 2016

（日本糖尿病学会）、慢性腎臓病（CKD）診療

ガイド 2012（日本腎臓学会）に加え、「糖尿

病性腎症病期分類の改訂について」（日本腎

臓学会：糖尿病性腎症合同委員会）、「標準的

な健診・保健指導プログラム［平成 30 年度

版］」（特定健康診査・特定保健指導の在り方

に関する検討会：厚生労働省健康局主催）、厚

生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿

病等生活習慣病対策総合研究事業(生活習慣

病重症化予防のための戦略研究))「自治体に

おける生活習慣病重症化予防のための受療

行動促進モデルによる保健指導プログラム

の効果検証に関する研究」における知見を整

理・比較し、生活習慣病重症化予防のための

受療勧奨において必要な健康指標およびそ

のデータソースについて検討した。 

加えて、受療勧奨の目安値についても各健

康指標について整理し、受療勧奨のための文

言について検討した。 

（倫理面への配慮） 

本検討では、人を対象とする資料は用いな

いため、倫理的問題点はない。 

 

C. 研究結果 

１．Personal Health Record（PHR）に収集す

べき健診のデータ項目・健診以外のデー

研究要旨 

Personal Health Record（PHR）に収集すべき項目およびその基準値、フィードバック例につ

いて、生活習慣病重症化予防に向けた受療勧奨の観点から、高血圧、脂質異常症、糖尿病、慢性腎

臓病に関する最新の診療ガイドライン、標準的な健診・保健指導プログラム［平成 30 年度版］お

よびこれらに関連する資料を基に整理した。本検討で整理された項目・基準等は個々の生活習慣病

の状態を評価することは比較的容易である一方、全体としての評価を行うためには医学的知識や

高い読解力が求められることから、提示方法などを工夫することでより効果的なサービスにつな

げられると考えられた。 



タ項目の検討 

特定健診および労働安全衛生法・学校保健

安全法による健康診断における検査項目は、

表１に示した通り、眼底検査、血清クレアチ

ニンなど一部の項目は各制度上の必須項目

ではない。 

循環器疾患重症化予防において、特定健

診・法定定期健診において対象となりうる疾

患として、高血圧、糖尿病（糖尿病性腎症含

む）、脂質異常症、慢性腎臓病が想定される。

これらに関連する診療ガイドラインに記載

された診断・治療方針・管理目標などの情報

から、診断・リスク評価および管理に関連す

る指標を属性データ、特定健診・法定健康診

断データ、レセプトデータ、診療録データ、

個別入力データの情報源の観点から表２に

整理した。なお、既往歴および治療情報につ

いては、特定健診・法定健康診断において取

得可能であるが、レセプトデータからも傷病

名や処方情報として取得可能であり、誤記

入・誤回答、誤認識などの影響がより小さい

と判断し、レセプトデータを情報源とした内

容のみを表中に掲載した。以下に、各診療ガ

イドラインにおける診断および治療目標の

概略を示す。 

 

①高血圧治療ガイドライン 2014 

高血圧診断においては診察室血圧値およ

び家庭血圧値（必要に応じて、自由行動下血

圧値）に基づき、高血圧診断を確定する（図

１－１）。病歴、身体所見、検査所見などから、

二次性高血圧を除外するとともに、循環器疾

患リスク要因の評価を行い、生活習慣の修正

とリスクに応じて薬物治療を開始する（図１

－２）。リスク層別化は、高血圧の程度と循環

器疾患リスク要因の程度により決定される

（図１－３）。評価すべき循環器疾患リスク

要因は、高齢、喫煙、脂質異常症、肥満、メ

タボリックシンドローム、早発心血管病家族

歴、糖尿病、臓器障害である（図１－４）。 

 

②動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 

脂質異常症診断においては、10 時間以上の

絶食による空腹時採血のLDLコレステロール

値、HDL コレステロール値、トリグリセライ

ド値、Non-HDL コレステロール値が基準を満

たしているか否かによりそれぞれ確定する

（図２－１）。脂質異常症の治療開始の判断

は、診断のみではなく、既往歴や吹田スコア

得点に基づく総合的な冠動脈疾患発症リス

クにより判断を行い（図２－２）、またリスク

に応じ、各脂質指標の管理目標を設定する

（図２－３）。冠動脈疾患リスクの評価にお

いては、既往歴（冠動脈疾患、糖尿病、慢性

腎臓病、非心原性脳梗塞、末梢動脈疾患）の

他、年齢、性別、喫煙、血圧、HDL コレステ

ロール値、LDL コレステロール値、耐糖能異

常、早発性冠動脈疾患家族歴が評価すべき冠

動脈疾患リスク要因となっている（図２－２、

図２－４）。 

 

③糖尿病診療ガイドライン 2016 

糖尿病診断においては、血糖値が基準値を

超えていることを必須基準とし、１）同時測

定の HbA1c 値が基準を満たす、２）典型的な

症状・確実な糖尿病網膜症がある、もしくは

３）異なる時点での血糖値または HbA1c 値が

基準を満たす、のいずれかにより糖尿病診断

を確定する（図３－１）。糖尿病そのものが循

環器疾患ハイリスクであることから、高血圧

治療ガイドライン、動脈硬化性疾患予防ガイ

ドラインとは異なり、治療方針・管理目標の

決定のためのリスク層別化は設けられてい

ない。糖尿病の治療方針は、食事療法、運動

療法、生活習慣の改善を行うことを原則とし、

患者の年齢や病態などを考慮して決定され



る（図３－２）。糖尿病の治療目標は、合併症

予防のため、HbA1c7.0%未満を基本とし、年齢、

罹病期間、臓器障害、低血糖リスク、サポー

ト体制などを考慮し、血糖正常化を目指せる

場合には HbA1c6.0%を、低血糖リスクなどの

ために治療強化が困難な場合には HbA1c8.0%

とするなど、個別に設定する（図３－３）。 

糖尿病腎症の早期診断法として、尿中アル

ブミン測定が強く推奨されている（図３－

４）。尿中アルブミンに主眼を置いて早期腎

症、顕性腎症を分類する糖尿病腎症病期分類

の改訂が行われている（図４）。 

糖尿病腎症の治療法として、すべての病期

に対し、血圧コントロール、特に ACE 阻害薬・

ARB による血圧コントロール、食塩摂取制限

が強く推奨され、脂質コントロールも推奨さ

れている（図３－３）。加えて、早期腎症に対

する血糖コントロールは強く推奨されてお

り、顕性腎症においても血糖コントロールが

腎症の進行を抑制する可能性が示されてい

る。 

 

④CKD 診療ガイド 2012 

CKD は、１）0.15g/gCr 以上の蛋白尿

（30mg/gCr 以上のアルブミン尿）を主体とし

た腎障害、２）GFR＜60mL/分/1.73m2の少なく

ともいずれか一方が3ヶ月以上持続する状態

と定義される（図５－１）。その重症度は、尿

中アルブミン・尿蛋白と GFR の組合せのみに

より分類される（図５－２）。CKD 患者の治療

における専門医との連携においては、専門医

への紹介の目安として、１）0.50g/gCr 以上

または 2+以上の蛋白尿、２）蛋白尿と血尿が

ともに陽性（1+以上）、３）eGFR＜50mL/分

/1.73m2（40 歳未満は＜60mL/分/1.73m2、70歳

以上は＜40mL/分/1.73m2）のいずれかを満た

す状態が示されている（図５－３、図５－４）。 

CKD 治療は、腎臓に直接作用する治療法は

なく、高血圧、糖尿病などの腎機能を悪化さ

せる要因への治療が中心となる（図５－５）。

治療法の選択においては、尿蛋白定量を考慮

が必要である。治療方針は糖尿病の有無によ

らず、同様である（図５－６）。 

 

２．各個人に適切な保健指導内容を通知する

ために必要なデータ項目と条件 

標準的な健診・保健指導プログラム［平成

30 年度］において、血圧高値、脂質異常、血

糖高値、尿蛋白、尿蛋白及び血清クレアチニ

ンに関するフィードバック文例集が掲載さ

れている（資料１）。ここに示されている文例

集については、主要な対象疾患である高血圧、

脂質異常症、糖尿病、CKD の診療ガイドライ

ンに準じているが、特定健診・法定健康診断

の項目がガイドラインの内容を十分に網羅

していない部分があるため、一部簡略化され

ている。以下に、高血圧、脂質異常症、糖尿

病、CKD に対する受療勧奨基準値について、

標準的な健診・保健指導プログラム【平成 30

年度】フィードバック文例集の概要と関連す

る診療ガイドラインとの差異についての概

略を示す。 

 

①高血圧への受療勧奨 

血圧高値については、「すぐに医療機関の

受診を」促す基準として、収縮期血圧≧

160mmHg、又は拡張期血圧≧100mmHg を、「生

活習慣を改善する努力をした上で、数値が改

善しないなら医療機関の受診を」促す基準と

して、140mmHg≦収縮期血圧＜160mmHg、又は

90mmHg≦拡張期血圧＜100mmHg を提示してい

る（図６－１）。 

高血圧治療ガイドライン（JSH2014）では、

リスク層別に治療方針が設定されているが、

収縮期血圧≧160mmHg、又は拡張期血圧≧

100mmHg は中等リスク以上に該当し、他のリ



スク要因がない者では「1 か月以内の指導で

140/90mmHg 以上なら降圧治療」となっている

点が異なっている（図１－３）。同様に、

140mmHg≦収縮期血圧＜160mmHg、又は 90mmHg

≦拡張期血圧＜100mmHg は、低リスクであれ

ば、3か月以内、中等リスクであれば、1か月

以内の指導で 140/90mmHg 以上なら降圧治療

とより詳細に分類されている。 

 

②脂質異常症への受療勧奨 

脂質異常については、「すぐに医療機関の

受診を」促す基準として、LDL コレステロー

ル値≧180mg/dl（又は Non-HDL コレステロー

ル 値≧ 210mg/dl ）、 又は 中性脂肪 値≧

500mg/dl を、「生活習慣を改善する努力をし

た上で、数値が改善しないなら医療機関の受

診を」促す基準として、140mg/dl≦LDL コレ

ステロール値＜180mg/dl（又は 170mg/dl≦

Non-HDL コレステロール値＜210mg/dl）、又は

300mg/dl≦中性脂肪値＜500mg/dl を提示し

ている（図６－２）。 

動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 で

は、リスク層別に管理目標値が設定されてい

るが、一次予防に対しては、非薬物療法によ

る治療開始が基本とされている（図２－３）。

低リスク者において、LDL コレステロール値

＜160mg/dl（Non-HDL コレステロール値＜

190mg/dl）が管理目標値とされている。LDL コ

レステロール値≧180mg/dl（Non-HDL コレス

テロール値≧210mg/dl）の場合においては家

族性高コレステロール血症を念頭に置き、早

期の薬物療法も考慮することとされている。

LDLコレステロール値＜180mg/dl（Non-HDLコ

レステロール値＜210mg/dl）の者については、

個々のリスクに応じて、生活習慣の改善、薬

物治療により管理目標値の達成を目指す治

療方針が基本となる。動脈硬化性疾患予防ガ

イドライン 2017 においては、中性脂肪値に

ついては 150mg/dl 未満の管理目標値が示さ

れており、500mg/dl 以上では急性膵炎リスク

の観点から治療の必要性について言及され

ているが、150～300mg/dl を「3～6か月後に

かかりつけの医療機関で再検査を受けた方

が望ましい」している点において、標準的な

健診・保健指導プログラム［平成 30 年度］の

方がより詳細な分類となっている。 

 

③糖尿病への受療勧奨 

血糖高値については、空腹時血糖（食後 10

時間以上）、随時血糖（食後 4 時間以上）≧

126mg/dl、又は HbA1c≧6.5%を受療勧奨判定

値として提示している。糖尿病治療中の者に

おいては、「受診継続、血糖コントロールにつ

いて確認・相談を」促すこと、糖尿病未治療

の者においては、「定期的に医療機関を受診

していなければすぐに医療機関受診を」促す

ことが例示されている（図６－３）。 

糖尿病診療ガイドライン（2016）では、高

血圧治療ガイドラインや動脈硬化性疾患予

防ガイドラインとは異なり、個々のリスクに

よらず、糖尿病と診断され次第、食事療法、

運動療法、生活習慣改善を基本とした治療の

開始となる（図３－２）。治療目標は、血糖正

常化を目指す際の目標として HbA1c6.0%未満、

合併症予防のための目標として HbA1c7.0%未

満が示されている（図３－３）。 

糖尿病に関しては、1 年間で患者の約 8％

が治療中断するという報告があり、標準的な

健診・保健指導プログラム［平成 30年度版］

ではその点も考慮し、治療の有無に応じたフ

ィードバック例が示されている。 

 

④慢性腎臓病（CKD）への受療勧奨 

尿蛋白については、尿蛋白陽性（１＋以上）

を「医療機関の受診を」促す基準として提示

している（図６－４）。さらに、血清クレアチ



ニンを組み合わせると、尿蛋白にかかわらず、

eGFR＜45ml/min/1.73m2 も「すぐに医療機関

の受診を」促す基準として示されている（図

６－５）。 

CKD 診療ガイド 2012 では、CKD に対する治

療として、血圧高値、血糖高値などの腎機能

を悪化させる要因について、尿蛋白定量など

を考慮した治療を進めることが基本となっ

ている（図５－５）。また、腎臓専門医との連

携が重要であり、その目安として、１）

0.50g/gCr 以上または２＋以上の蛋白尿、２）

蛋白尿と血尿がともに陽性（１＋以上）、３）

eGFR＜ 50mL/分 /1.73m2（ 40 歳未満では

eGFR60mL/分/1.73m2 未満、70 歳以上では

eGFR40mL/分/1.73m2 未満）のいずれかに該当

する時点が示されている（図５－３、図５－

４）。標準的な健診・保健指導プログラム【平

成 30 年度版】とガイドラインの間で大きな

違いはない。 

 

D. 考察 

PHR は、自分自身の意思に基づいて、自身

の健康管理などのサービスを受けるために

活用する自身の保健・医療・福祉データの管

理・保存・利用に関するシステムである。PHR

を利用して提供されうる健康管理サービス

の一つとして、治療が必要な者に治療を受け

ることを促す受療勧奨サービスが想定され

る。そこで、本検討では生活習慣病重症化予

防の観点から、PHR に含めるべき健康情報項

目をその情報源、各診療ガイドラインとの対

応と合わせて表２にまとめた。特に重要な健

康情報項目である血圧高値、脂質異常、血糖

高値、腎障害について、フィードバック基準

値と対応する文例集は、標準的な健診・保健

指導プログラム［平成 30 年度版］（資料１）

に掲載されており、一部診療ガイドラインと

異なる点については結果にまとめた通りで

ある。 

本検討において示した項目、基準およびフ

ィードバック方法は既存の研究成果などを

十分に反映しているため、大幅な変更が生じ

ないものと考えられるが、現時点で想定され

る項目となっており、保健医療制度の改正、

診療ガイドラインの改訂、医療技術・情報通

信技術を含めた科学技術の発展や社会情勢

の変化などを踏まえ、項目などは適宜見直し

ていく必要がある。 

これらの項目、基準については、各生活習

慣病についてまとめられており、個々の状況

を評価することは容易であるが、総合的な判

断を行うには医学的知識と高い読解力が求

められる。その理解を助けるために、厚生労

働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等

生活習慣病対策総合研究事業）生活習慣病重

症化予防のための戦略研究『自治体における

生活習慣病重症化予防のための受療行動促

進モデルによる保健指導プログラムの効果

検証に関する研究』では、構造図（資料２）

などを用いることで、構造図そのものの直接

的効果かはわからないが、研究全体として要

治療者の健康状態の理解を促す受療行動促

進モデルによる介入効果を認めていること

から、必要な項目・基準だけではなく、全体

としての提示方法などを工夫することで、よ

り効果的なサービスにつなげられると考え

られる。 

 

E. 結論 

本検討により、整理された項目・情報源、

それらの項目の受診勧奨基準値とそれに対

応したフィードバック文例をPHRシステムに

取り入れることにより、個人の意思による

PHR を活用した健康管理において、受療勧奨

による生活習慣病重症化予防の推進に寄与

するものと考えられた。 
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表１．特定健診と労働安全衛生法・学校保健安全法による健康診断との検査項目の比較 

（標準的な健診・保健指導プログラム【平成 30年度版】別紙１） 

  特定健診 労働安全衛生法 学校保健安全法注１ 
診察 既往歴 〇 〇  

うち服薬歴 〇 ※  
うち喫煙歴 〇 ※  
業務歴  〇  
自覚症状 〇 〇  
他覚症状 〇 〇  

身体計測 身長 〇 〇注２ 〇注３ 
体重 〇 〇 〇 
腹囲 〇 〇注４ 〇注４ 
BMI 〇 〇注５ 〇注５ 

血圧 血圧 〇 〇 〇 
肝機能検査 AST（GOT） 〇 〇 〇 

ALT（GPT） 〇 〇 〇 
γ－GT（γ－GTP） 〇 〇 〇 

血中脂質 
検査 

中性脂肪 〇 〇 〇 
HDL コレステロール 〇 〇 〇 
LDL コレステロール 〇注６ 〇注６ 〇 
（Non-HDL コレステロール）    

血糖検査 空腹時血糖 ◎ ◎ ◎ 
HbA1c ◎ △注７ ◎ 
随時血糖 ◎注８ ◎注９ ◎ 

尿検査 尿糖 〇 〇 〇 
尿蛋白 〇 〇 〇 

血液学検査 
（貧血検査） 

ヘマトクリット値 △   
血色素量 △ 〇 〇 
赤血球数 △ 〇 〇 

心電図 △ 〇 〇 
眼底検査 △   
血清クレアチニン検査 △ △注７  
視力  〇 〇 
聴力  〇 〇 
胸部エックス線検査  〇 〇 
喀痰検査  〇注 10 △注 11 
胃の疾病及び異常の有無   〇注 12 

○…必須項目             △…医師の判断に基づき選択的に実施する項目 
◎…いずれかの項目の実施でも可    ※…必須ではないが、聴取の実施について協力依頼 
（「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について（平成 30年 2月 5日付け基発 0205 第１号・保発 0205 第１号）」） 
注：労働安全衛生法及び学校保健安全法の定期健康診断は、40歳以上における取扱いについて記載している。 
注１）学校の職員を対象とする。 
注２）医師が必要でないと認めるときは省略可。 
注３）二十歳以上の職員については検査の項目から除くことができる。 
注４）以下の者については医師が必要でないと認めるときは省略可。 
 1 妊娠中の女性そのほかの者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの 
 2 BMI（次の算式により算出したものをいう。以下同じ。）が 20未満である者  BMI＝体重(kg)／身長(m)2 
 3 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者（BMI が 22未満の者に限る。） 
注５）算出可。 
注６）中性脂肪（血清トリグリセライド）が 400mg/dl 以上である場合又は食後採血の場合は、LDLコレステロールに代えて Non-HDL コ

レステロール（総コレステロールから HDL コレステロールを除いたもの）で評価を行うことができる。 
注７）医師が必要と認めた場合には実施することが望ましい項目。 
注８）やむを得ず空腹時以外に採血を行い、ＨｂＡ１ｃを測定しない場合は、食直後（食事開始時から 3.5 時間未満）を除き随時血糖

により血糖検査を行うことを可とする。 
注９）検査値を特定健康診査に活用する場合には、食直後（食事開始時から 3.5 時間未満）の採血は避けることが必要。 
注 10）胸部エックス線検査により病変及び結核発病のおそれがないと診断された者について医師が必要でないと認めるときは省略可。 
注 11）胸部エックス線検査によって病変の発見された者及びその疑いのある者、 結核患者並びに結核発病のおそれがあると診断され

ている者に対しては、胸部エックス線検査及び喀痰検査を行い、更に必要に応じ聴診、打診その他必要な検査を行う。 
注 12）妊娠中の女性職員については検査項目から除くものとし、妊娠可能年齢にある女性職員については、問診等を行った上で、医師

が検査対象とするか否かを決定する。  



表２．診療ガイドラインに基づく診断・リスク評価および管理に関する指標 
 

項目 高血圧 動脈硬化性疾患 糖尿病 糖尿病性腎症 慢性腎臓病 
属
性 

年齢 ● ● ● 
 

● 
性別 

 
● 

   

特
定
健
診
・
法
定
健
康
診
断 

BMI 〇 〇 △ 
 

△ 
腹囲 〇 〇 △ 

 
△ 

血圧 ◎ 〇 △ △ △ 
血糖 〇 〇 ◎ △ △ 
HbA1c 〇 〇 ◎ △ △ 
LDL コレステロール 〇 ◎ △ △ △ 
（Non-HDL コレステロール） 〇 ◎ △ △ △ 
HDL コレステロール 〇 ◎ △ △ △ 
中性脂肪 〇 ◎ △ △ △ 
eGFR 注１ 〇 〇 

 
◎ ◎ 

尿蛋白 〇 〇 
 

◎ ◎ 
心電図注２ 〇  

   

眼底所見注２ 〇  ◎ 
  

貧血注２ 
 

 
  

△ 
喫煙習慣 〇 〇 △ 

 
△ 

飲酒習慣 〇  △ 
 

△ 
レ
セ
プ
ト 

高血圧治療薬処方 ◎ 〇 △ △ △ 
糖尿病治療薬処方 〇 〇 ◎ △ △ 
脂質異常症治療薬処方 〇 ◎ △ △ △ 
虚血性心疾患既往 ● ● ● 

  

脳血管疾患既往 ● ● ● 
  

末梢動脈疾患既往 ● ● ● 
  

糸球体腎炎・腎疾患既往 
 

 
  

● 
診
療
録 

診察室血圧 ◎  △ △ △ 
血糖値 〇  ◎ △ △ 
HbA1c 〇  ◎ △ △ 
LDL コレステロール 〇 ◎ △ △ △ 
（Non-HDL コレステロール） 〇 ◎ △ △ △ 
HDL コレステロール 〇 ◎ △ △ △ 
中性脂肪 〇 ◎ △ △ △ 
クレアチニン（eGFR） 〇  △ ◎ ◎ 
尿アルブミン定量または、 
尿アルブミン/Cr 比 

 
 △ ◎ ◎ 

尿蛋白定量または、 
尿蛋白/Cr 比 

 
 △ ◎ ◎ 

個
別
入
力 

体重 △ △ △ 
  

家庭血圧 ◎ △ 
   

自己測定血糖値 
 

 △ 
  

歩数・身体活動量 △ △ △ 
  

早発性心血管疾患家族歴 ● ● 
   

◎：診断指標・主管理指標 〇：リスク評価指標・副管理指標 ●：リスク評価指標 △：副管理指標 
注１：血清クレアチニン濃度、年齢、性別より算出可能。特定健診・法定健康診断の必須項目ではない。 
注２：特定健診の必須項目ではない。 



図１－１．高血圧治療ガイドライン（JSH2014）に

おける高血圧診断の流れ 

 

図１－２．高血圧治療ガイドライン（JSH2014）に

おける高血圧治療の流れ 

 

図１－３．高血圧治療ガイドライン（JSH2014）に

おけるリスク層別化基準 

 

 

 

図１－４．高血圧治療ガイドライン（JSH2014）に

おけるリスク因子一覧 

 

図２－１．動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017

における脂質異常症診断基準 

 

図２－２．動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017

における脂質異常症治療の流れ 

 

 

 



図２－３．動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017

における脂質異常症治療目標 

 

図２－４．動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017

におけるリスク層別化基準（吹田スコア） 

 

図３－１．糖尿病診療ガイドラインにおける糖尿病

診断の流れ 

 

 

 

図３－２．糖尿病診療ガイドラインにおける糖尿病

治療方針 

図３－３．糖尿病診療ガイドラインにおける糖尿病

治療目標 

 

図３－４．糖尿病診療ガイドラインにおける糖尿病

腎症に関するエビデンス 

 

 

 



図４．糖尿病性腎症の改訂病期分類 

 

図５－１．CKD 診療ガイドにおける CKD の定義 

 

図５－２．CKD 診療ガイドにおける CKD の重症度分

類 

 

 

 

 

 

図５－３．診療ガイドにおける CKD 患者を専門医に

紹介するタイミング・目安 

 

図５－４．CKD 診療ガイドにおける CKD 患者の専門

医との連携体制案 

 

図５－５．CKD 診療ガイドにおける CKD の治療方針 

 

 

 

 



図５－６．CKD 診療ガイドにおける糖尿病性腎症患

者の管理 

図６－１．血圧高値に関するフィードバック文例集 

 

図６－２．脂質異常に関するフィードバック文例

集 

 

 

 

図６－３．血糖高値に関するフィードバック文例

集 

 

図６－４．尿蛋白に関するフィードバック文例集 

 

図６－５．尿蛋白及び血清クレアチニンに関する

フィードバック文例集 
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資料２．健診結果構造図（自治体における生活習慣病重症化予防のための受療行動促進モデルによる保健指導プログラムの効果検

証に関する研究（J-HARP）介入手順書 保健指導実務編 P.13～P.14 より引用） 

 



厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

予防行動・受療行動を誘導するために提示すべき情報内容の検討 

 

研究分担者 岡田 武夫 大阪がん循環器病予防センター 予防推進部長 

 

研究要旨 

【目的】健康無関心層に対して、予防行動、受療行動を誘導するために提示すべき事項を検討し

た。 

【方法】特定健康診査、特定保健指導の従事者（保健師・管理栄養士）を対象にアンケート調査

を行った。 

【結果】健診の受診勧奨や保健指導の勧奨の障害となる事象が明らかとなった。それにともなっ

て、現場で考えられている提示すべき情報として、１)健診・治療の履歴と、それに基づく 2)将来

予測、3)健康状況の具体的な改善事例と 4)改善方法の提示が必要であると考えられた。また、5)

メディアを通じて流れる様々な情報への対処、ヘルスリテラシーの涵養も必要であると考えられ

た。 

【結論】健診・治療の履歴とともに、将来予測と具体的な改善事例、改善方法、さらにメディア

情報への対応が必要であると考えられる。 

 

Ａ．研究目的 

特定健康診査(以下、特定健診)の実施率は、

年々向上しているとはいえ平成 27 年度で

50.1％と報告されている。また平成 27 年度の

特定保健指導の実施率は 17.5％と前年度より

わずかに低下していた。特定健診、特定保健指

導の有効性については、国立循環器病センター

からの報告 1)、第 19 回保険者による健診・保

健指導等に関する検討会資料 2)などで検証さ

れている。しかしながら、特定健診、特定保健

指導の実施率が低い状態では、国民全体に制度

の恩恵をもたらすことにはならない。 

PHR が普及することによって、国民全体の健

康状況を増進することができると考えるが、そ

の基礎的なデータを得る方法である健診の受

診率や専門家による保健指導の実施率が低い

状態では、十分な効果を上げることは難しいと

考えられる。 

我々は、健康に関心が低い人々に対してどの

ような情報を提供することが予防行動、受療行

動につながるかを考察し、PHR の機能として取

り込むことで PHR の普及と効果発揮につなが

ると考えた。その具体的な内容を検討するにあ

たって、まず、現場の専門職の意見を聴くこと

が重要であると考え、本研究を実施した。 

 

Ｂ．調査の対象と方法 

 健康無関心層に対して、予防行動、受療 

行動を誘導するために提示すべき事項につい

て、保健指導を行っている保健師・管理栄養士

の意見を聞くことにした。大阪府国民健康保険

団体連合会に依頼して、在宅保健師の会の会員

にアンケート調査を行った。 

アンケート調査を行うにあたって、大阪府国

民健康保険団体連合会に依頼して（資料１）、

大阪府国民健康保険団体連合会から在宅保健



師に依頼文（資料２）とアンケート用紙（資料

３）を郵送した。回答者は返信用封筒で回答を

大阪がん循環器病予防センター宛に郵送し、回

答者に対して謝礼を送付した。 

103 名の会員に対して発送され、54名から回

答があった。また、大阪がん循環器病予防セン

ターに在籍する保健師・管理栄養士にも依頼し

て、合計 60 名から回答を得た。集計にあたっ

て、アンケート用紙の個人情報の記載のある部

分を切り離し、回答内容の集計を行った。個人

情報は別に管理して、謝礼の発送のみに使用し

た。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究については、大阪がん循環器病予防セ

ンターの倫理審査委員会および利益相反委員

会の承認を受けて実施した。 

 

Ｃ．調査の結果 

 図 1 に健診の受診勧奨を断られた理由につ

いての回答を示す。忙しい、日程・時間が合わ

ない、医療機関を受診して大丈夫と言われた、

医療機関で検査をしている、といった理由で断

られたことがある保健指導者が多かった。 

 断られた理由の自由記載の部分では、健康に

自信がある、病気とわかるとお金がかかる、と

いった記載が目立った。また「がんで闘病中に

受診勧奨のハガキが来た」ことに立腹されたと

いう例があった。 

「特定健診などを受けない人に受診を奨める

ために、どのようなことが有効かと思われます

か。」の回答は多岐にわたるが、次のような意

見が多く見られた。 

 

1) 健康と健康診査の価値を伝えること 

1．健康であることが生きがいや経済的な

側面に与える影響 

2．健康診査でわかることの解説 

3．健康診査の結果から予測される将来像 

4．健康診査を受けることで疾病の予防が

できること 

5．予防が医療費や保険料・税の節約につな
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図 1 健診の受診を勧奨をするときに、断られたことがある理由(複数回答) 



がること 

2) 健康診査を手軽に受けられる体制の整備

（インセンティブシステムを含む） 

1． 健診を受けられる場所の拡充（ショッ

ピングセンターや駅前等での実施） 

2． 健診受診時の託児などの制度 

3． 健診を受けられる時間帯の拡充（休日、

夜間） 

4． 健診を受けることによるインセンティ

ブの付与(税控除や保険料への反映な

ど、ペナルティーも含む) 

3) 健康診査項目の拡充 

1． 特定健康診査は検査項目が少ないとの

不満が多い 

2． 社会的に興味をもたれている項目との

同時実施 

（有名人の病気、死亡が関心をもつき

っかけになる） 

4) 医療機関・医療関係者の関心の強化 

1． 医療機関受診者に対する医師からの勧

奨、医療機関での健診実施 

2． 医療機関に対するインセンティブ 

3． ２次健診、精密検査のサポート 

5) 教育(学校保健を含む) 

1． 若い年齢から健康への関心を持っても

らう 

2． 健診制度の知識の普及（特定健診と職

場健診の異同など） 

 

 図２に保健指導の勧奨を断られた理由を示

す。忙しい、（何をすれば良いかわかっている

ので）自分でやる、が多く見られ、医療機関を

受診して大丈夫と言われた、も多くが経験して

いた。 

「対象者が興味を示さないときにどのような

情報があれば助かりますか。」の回答は、全体

として、生活習慣改善のメリットやコスト、リ

スクなどを具体的に示した情報をあげるもの

が多かった。具体例を下記に示す。 

 

1) 行動変容によるメリットの具体的な提示 

禁煙にかかる金額と喫煙にかかる金額の

比較、将来の健康状態の比較 

2) 発症例・改善例の具体的な提示 

動脈硬化がある者の具体的な検査値 

検査値が改善した者の実践内容(食事、運
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図 2 保健指導の勧奨をするときに、断られたことがある理由(複数回答) 



動など) 

3) 運動量の具体例 

ウォーキング、ヨガ、太極拳などの運動量

(消費カロリー) 

4) 食事量の具体例 

一食あたり 500kcal、現在より 100kcal 減

らすなどのフードモデルや画像による提

示 

5) 健診の経年の結果 

変化から見た将来予測 

6) 医師の協力 

健診結果などのわかりやすい説明 

7) マスコミ情報の活用 

新しい情報や考え方の紹介 

 

「保健指導の勧奨をするときに役に立つ情報

にはどのようなものがありますか。」の回答と

しては、やはり、具体的な事例、人体に関する

知識（解剖学的、生理学的な知識）、疾病や治

療の情報、等をあげるものが多かった。具体例

を下記に示す。 

 

1) 具体的な事例の提示 

体重の変化と血液データの変化など、個人

をベースにした成功例の提示 

本人の状況(就業状況、家族状況など)にあ

わせた情報の提示 

運動や食事に関する具体的な情報 

特定健診、特定保健指導の効果の提示 

2) 病気や治療法に関する基本的な情報 

病気や治療法の知識 

年代別などの疾病の発症状況 

マスコミ等で紹介された事例に関する情

報 

 

Ｄ．考察 

 健診受診や保健指導を断られる理由として、

「忙しい」ため「日程・時間が合わない」がも

っとも多い結果であった。健診や保健指導をい

つでも受けられるようにすることが望ましい

が、現実には難しい。自由記載では、健診や保

健指導の場所や時間を検索して都合の良い場

所や時間で予約できるシステムが有効ではな

いかという意見があった。 

 医療機関を受診して大丈夫と言われた、とい

うケースも多く見られた。また、現場の保健指

導者の意見として、医師などが十分な説明をし

ていないのではないか、という懸念が多く見ら

れた。 

 改善する必要がない、やるべき事はわかって

いる、といった理由で、健診受診や保健指導に

結びつかないケースを多くの保健指導者が経

験していた。現在の自身の身体状況に関する理

解が十分ではないケースが多いのではないか

と考えられる。 

 まず、当人の健診履歴や治療履歴などをわか

りやすく提示することで、現在の当人の身体状

況を明らかにすることが必要と考えられる。そ

の際、家庭の状況や就業状況、家族歴なども参

考になると考えられる。 

 自由記載を通じて得られた結果も総合して

考えると、保健医療制度も含めた健康・疾病に

関する具体的な情報、具体的な将来予測を含む

改善や悪化の事例の提示が有用であると言え

よう。 

 特定健診や特定保健指導の制度に関する知

識の普及が必要ではないかと考える。項目や内

容についてはもちろんであるが、いつどこで受

けられるか、費用負担の実際、などを提示して

いく必要がある。 

 制度的には、集合契約を通じて、特定健診の

受診券があれば、全国どこの医療機関でも特定

健診、特定保健指導を受けられることになって

いる。しかし、現実には本人が加入している健

康保険によって、受診できる医療機関が制限さ

れたり、費用負担が異なることはあり得る。ま



た、特定保健指導を実施していない医療機関は

よく見られる。また、特定健診に予約が必要な

ところもある。本人が健診を受けようとしても

窓口で断られる、無料とうたわれているのに費

用負担があった、などのトラブルがアンケート

調査でもあげられていた。 

 特定健診、特定保健指導の制度としての効果

については、すでに各所で検証されており、今

後も同様の情報が発表されるであろう。このよ

うな情報の普及を図る必要がある。 

 一方で、このようなデータは個人に適用する

には具体性に欠ける面がある。プライバシー保

護の観点では困難であるが、個別の改善例を提

示していくことを望む保健指導者が多かった。

あわせて将来予測を有用と考えるものも多か

った。 

日本動脈硬化学会の「動脈硬化予防ガイドラ

イン 2017 年版」では「吹田スコアによる冠動

脈疾患発症確率と脂質管理目標値」が取り入れ

られており、ウェブサイトやアプリでそれらを

簡便に求めることができるアプリが公開 3)さ

れている。また、大阪がん循環器病予防センタ

ーでは循環器疾患の発症予測ツール 4)を公開

している。これらの事例を適宜取り込んでいく

ことが必要であると考えられる。さらに、PHR

が充実することによって、より精細な発症予測

が可能になるものと期待できる。 

 実際の保健指導にあたっては、食事量や運動

量などの具体的な指標、わかりやすい表示が望

まれていた。食事については、フードモデルの

提示やカロリーを減らす場合の具体的な減ら

し方の表示（減らすべき部分を隠すなど）が有

効と考えているものが多かった。また、コンビ

ニやスーパーで販売されている商品を活用す

る方法の提案もあった 

運動量については、手軽にできる運動の紹介

や運動をできる場所についての紹介が必要で

あるとの意見があった。運動に関しては、ウォ

ーキングに偏っているのではないか、との意見

もあり、様々な運動を紹介していく必要がある

と考える。その際に、その運動の効果と実施に

あたっての注意点の提示も必要不可欠である

と考える。 

 本人が健康に関心を持つきっかけとして、有

名人の疾病、死亡の事例や、家族や職場の同僚

など身近な人の事例が多いとする保健指導者

が多い。また、各種のメディアから雑多な健康

情報を取り入れたことで、かえって不健康にな

っている例があるとの報告もあった。さらに、

本人がもっている知識に保健指導者の方が圧

倒されている事例もあった 

 健診や保健指導に誘導するために、健康に関

わる様々な情報を提示していく必要があると

ともに、それらの情報を活用するための知識の

涵養も必要ではないかと考えられる。いわゆる

ヘルスリテラシーの涵養が必要と考えられる。

同時に、メディアを通じて流れる情報に関する

評価を提示していく必要性もあると考えられ

る。 

 ヘルスリテラシーの涵養、という観点から、

学校教育も重要であると考えられる。解剖学的、

生理学的な知識や基本的な疾病の予防や治療

の知識は学校教育を通じて身につける必要が

あるだけではなく、生涯を通じて学習していく

事も必要であろう。 

 なお今回の調査は、比較的少人数を対象に自

由記載を中心として行ったことに留意する必

要がある。調査人数が少ないことによる偏りが

懸念される。協力していただいた保健指導者は、

経験の浅いものから 30 年以上の経験を持つベ

テランまで、多岐にわたっていた。しかしなが

ら、回答の内容には経験年数による偏りはない

ようであった。今回の調査結果については、あ

る程度、現場の実態を反映できているのではな

いかと考えられる。 

 



E. 結論 

 アンケート調査の結果から、予防行動・受療

行動を誘導するために提示すべき情報内容を

まとめると、次のようになると考える。 

1) 健診・治療の履歴  

これまでの健康状態、治療の推移が明ら

かとなるよう、各種検査値間の相関が見ら

れるなど、「全体」を「時系列」で見ること

ができる機能が望まれる。 

2) 将来予測 

一般的な疾患(高血圧、糖尿病、脳卒中な

ど)の発症の確率を健診、治療の履歴をも

とに表示する。その際、禁煙や減量など、

生活習慣や身体状況が改善した場合の予

測も含めて提示する必要がある。 

3) 具体的な事例の紹介（改善・悪化） 

予測だけではなく、具体的な事例を提示

することで、積極的に生活習慣改善に取り

組むことが期待できる。 

4) 具体的な改善方法の紹介 

具体的な食事のとり方や、運動の方法の

方法について提示する。各種教室の案内な

ど、実際の情報を得られる場所や実践をで

きる場所の紹介、さらにはそれらへのアク

セス法も紹介することが望まれる。 

その一環として、健診や特定保健指導に

関する具体的な（場所、時間、費用、アク

セス）等の情報提供も必要である。 

5) メディアの話題に対する対応 

メディアで流れる情報の影響は大きい。

誤った解釈で健康状況を悪化させないよ

う、それら情報のエビデンスや解説を適宜

加えていく必要があるのではないか。 
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資料１ 
 

平成 30 年 1 月 11 日 

大阪府国民健康保険団体連合会 御中 

 

大阪がん循環器病予防センター 

予防推進部長 岡田武夫 

 

厚生労働科学研究協力のお願い 

 
今般、平成 29年度厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対

策総合研究事業）により、「健診結果等を個人を軸に集積し自らの健康管理に活用できる
システムの情報内容及びその情報基盤モデルに関する研究」（研究番号Ｈ２９－循環器等
－一般－０１５ 研究代表者：大阪大学医学部教授 松村泰志) を実施することになりま
した。 
厚生労働省では平成 29年にデータヘルス改革推進本部が設置され、個人の健診結果を

はじめとする健康情報や医療情報等を連結し、PHR（Personal Health Record）として、
個人にわかりやすく提供し、自らの健康管理・予防行動に活用できるシステムの検討が進
められています。本研究は、こうしたシステムの具体的なイメージを示すために、情報内
容の検討、PHR 基盤のモデルを検討することを目的としています。 
その一環として、予防行動を誘導するために提示すべき情報内容、受療行動を誘導する

ために提示すべき情報内容についての検討を行うことになりました。 
つきましては、現場でご活躍の保健師のみなさまの経験とお知恵を拝借したく、在宅保

健師の方々にご助力いただければと考えております。 
具体的には、別紙のような内容の質問にお答えいただく予定です。また、一部の方につ

いては、面談ないしお電話で直接、お話を伺うことも考えております。そして、回答して
いただいた方には薄謝を進呈する予定です。なお、お答えいただいた内容については、回
答者が判別できないようにした上で集計し、研究報告書および学会発表等で使用させてい
ただきます。 
貴会におかれましては、在宅保健師の方々のご紹介の労を執っていただきたく存じます。

ご協力のほど、よろしくお願いします。 

 

 

 

＜連絡先＞                   

大阪がん循環器病予防センター 循環器病予防部門 

大阪市城東区森之宮１丁目６－１０７ 

電話 06-6969-6922 FAX 06-6969-6923 

e-mail: tokada@osaka-ganjun.jp 

 



＜資料２＞ 
 

平成 30 年 1 月 22 日 

 
厚生労働科学研究へのご協力のお願い 
 

大阪がん循環器病予防センター 予防推進部長 岡田武夫 
 
今般、平成 29年度厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対

策総合研究事業）により、「健診結果等を個人を軸に集積し自らの健康管理に活用できる
システムの情報内容及びその情報基盤モデルに関する研究」（研究番号Ｈ２９－循環器等
－一般－０１５ 研究代表者：大阪大学医学部教授 松村泰志) を実施することになりま
した。 
厚生労働省では平成 29年にデータヘルス改革推進本部が設置され、個人の健診結果を

はじめとする健康情報や医療情報等を連結し、PHR（Personal Health Record）として、
個人にわかりやすく提供し、自らの健康管理・予防行動に活用できるシステムの検討が進
められています。本研究は、こうしたシステムの具体的なイメージを示すために、情報内
容の検討、PHR 基盤のモデルを検討することを目的としています。 
その一環として、予防行動を誘導するために提示すべき情報内容、受療行動を誘導する

ために提示すべき情報内容についての検討を行うことになりました。 
つきましては、現場でご活躍のみなさまの経験とお知恵を拝借したく、別紙のような内

容の質問にお答えいただくことをお願いする次第です。また、回答の内容によっては、面
談ないしお電話で直接、お話を伺うことも考えております。 
回答していただいた方には薄謝を進呈いたします。なお、お答えいただいた内容につい

ては、回答者が判別できないようにした上で集計し、研究報告書および学会発表等で使用
させていただきます。 
諸事多忙の折とは存じますが、ご協力をよろしくお願いします。 

 

 

＜お問合わせ＞                 

大阪がん循環器病予防センター 循環器病予防部門 

大阪市城東区森之宮１丁目６－１０７ 

電話 06-6969-6922 FAX 06-6969-6923 

e-mail: tokada@osaka-ganjun.jp 

 

＜個人情報保護について＞ 

 みなさまにお答えいただいた内容については、本厚生労働科学研究以外で使われる

ことはありません。また、記載していただいた個人情報（住所･電話番号など）は、薄

謝の進呈および回答内容についてのお問い合わせ、追加の質問が必要なときのみに使

用します。個人情報が記載された部分については、本研究が終了した時点で適切に廃

棄処分します。みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いします。 



＜資料３＞ 
 

 1 
 

予防行動、受療行動を誘導するために提示する情報の検討のためのアンケート 

 

 回答をご記入の上、本紙を含め３枚の回答用紙を平成 30 年 2 月 10 日までに同封されて

いる封筒で返送をお願いします。 

 

 

 

回答者氏名                          

 

 

回答者住所・電話番号 

〒 

 

                                       

 

電話番号                                   

 

 住所は薄謝進呈のためだけに使用します。電話番号については、回答内容に対する問合せ

等だけに使用します。平日昼間に連絡が取れる電話番号をお書きください。連絡の取れる時

間帯等を追記していただければ幸いです。 

 

 

  



＜資料３＞ 
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Ⅰ－１ 健診の受診を勧奨するときに、断られたことがある理由を選んで、該当する番号す

べてに○をしてください。「その他」の場合は、具体的な内容をお書きください。 

 

１） 忙しくて時間がない。 

２） 休日や夜間にやっていないなど日程・時間が合わない。 

３） ふだんの血圧など検査値が悪くない。 

４） 医療機関を受診したが大丈夫と言われた。 

５） 受けられる検査の項目が少ない。 

６） がん検診などと同時に受けられない。 

７） 医療機関で検査をしてもらっているので受ける必要がない。 

８） 一度受けたことがあるので、しばらく受けなくても良いと思う。 

９） 健診を受けたことがあるが満足できなかった。 

１０） 異常値があったり病気だとわかるのが怖い。 

１１） めんどうである、興味がない。 

１２） その他（                       ） 

 

 

Ⅰ－２ 特定健診などを受けない人に受診を奨めるために、どのようなことが有効かと思

われますか。ご自由にお書きください。 

 

 

 

Ⅱ 保健指導の勧奨をするときに、断られたことがある理由を選んで、該当する番号すべて

に○をしてください。「その他」の場合は、具体的な内容をお書きください。 

 

１）忙しくて時間がない。 

２）休日や夜間にやっていないなど日程・時間が合わない。 

３）ふだんの血圧など検査値が悪くなく、改善の必要性がないと思う。 

４）医療機関を受診したが大丈夫と言われた。 

５）指導を受けても実行できないと思う。 

６）何をすれば良いかわかっているので、自分でやる。 

７）一度受けたが満足できなかった。 

８）めんどうである、興味がない 

９）その他（                         ） 

 

 



＜資料３＞ 
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Ⅲ 保健指導（禁煙支援、運動指導、食事指導などを含む）を行っていて、対象者が興味を

示さないときにどのような情報があれば助かりますか。お考えをお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 保健指導の勧奨をするときに役に立つ情報にはどのようなものがありますか。お考え

をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 回答者プロフィール 

職種 

 

保健指導の経験年数       年 

 

以上です。ご協力ありがとうございます。 

 

回答期限 平成 30 年 2 月 10 日 



厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

国内企業が主催する企業パーソナルヘルスレコード（iPHR）の実態調査と 

個人がデータを管理するパーソナルヘルスレコード（PHR）へのデータ連携の課題 

 

研究分担者 武田理宏 大阪大学大学院医学系研究科 医療情報学 准教授 

                   

研究要旨 

本研究は、国内企業が主催する健康管理システム、企業パーソナルヘルスレコード（iPHR）の実態

調査と、個人がデータを管理するパーソナルヘルスレコード（PHR）へのデータ連携の課題について明

らかとすることが目的となる。調査として、関西に本社を置く大手企業 2 社の訪問調査、関西に産業医

を置く 14 企業のアンケート調査、関西の健診受託機関 2 施設のメールによる聞き取り調査を行った。

さらに、インターネット等を用い健康管理に特徴的な取り組みを行っている企業を調査し、この中から 2

社を選択し、現地調査を行った。 

今回調査により、規模の大きい企業は健康管理システムを持ち、社員の健康管理に活用をしてい

た。一方、規模の小さい企業は独自の健康管理システムをもつことができず、紙やエクセル等のファイ

ルのみで健診データを管理している実態も明らかとなった。健康管理システムへのデータ保管は社員

の在職期間のみで、転職後、退職後のデータ管理が課題となった。このためには国、あるいは企業が

個人と契約する PHR サービスが必要と考えられた。特定健診やレセプトデータは標準化が進んでいる

ため、PHR サービスにデータを移行することは比較的容易であると考えられる。そこで、これらのデータ

を PHR サービスに登録することから取り組み、順次その対象を広げる取り組みをしていくが必要と考え

られた。 

Ａ．研究目的 

特定健診の結果およびレセプトデータについ

ては、健康保険組合が共通のフォーマットで国に

提出する仕組みができており、提出データを用い

ることができれば、パーソナルヘルスレコード

（PHR）で情報を提示することは可能であると考え

る。一方、企業健康診断結果についても PHR で

表示することができることが理想であるが、健診結

果の取り扱いについては企業ごとに異なると予想

される。一方、企業は、自社社員が健康管理に活

用することを目的に特定健診データ、企業健診デ

ータやレセプトデータ、企業内診療所での診療デ

ータ、労務管理データ、メンタルストレス判定結果

などを提示する企業内パーソナルヘルスレコード

（iPHR）を構築していることも少なくない。ただし、

iPHR は自社社員への福利厚生を目的に構築さ

れたシステムであり、社員が退職あるいは転職後

にこれらのデータにアクセスできない可能性が高

い。将来的には、iPHR のデータを個人が管理す

る PHR に移行することも考慮に入れる必要があ

る。 

 

Ｂ．研究方法 

企業での健康管理の取り組みについて、関西

に本社を置く大手企業 2 社の訪問調査、関西に

産業医を置く 14 企業のアンケート調査、関西の

健診受託機関 2 施設のメールによる聞き取り調査

を行った。さらに、インターネット等を用い健康管



理に特徴的な取り組みを行っている企業を調査し、

この中から 2 社を選択し、業務委託による訪問調

査を行った。 

 

Ｃ．研究結果 

１．企業訪問調査 

関西に本社を置く大手企業 2 社の訪問調査を

行った。A 社は社員数の約 1 万 3 千人の企業

で、産業医（常勤）7 名、保健師 8 名、臨床心理

士 3 名、看護師 10 名で社員の健康管理にあた

っている。A 社の社員の健康管理の実施主体は

会社であり、健康保険組合に特定健診データを

提供する形となっていた。一方、B 社は健保組合

が中心となって社員の健康管理を行っており、非

保険者数 16 万 7 千人、扶養者を合わせると 35

万人程度の健康管理を実施していた。 

  

１－１．A 社の健康管理 

A 社では、自社健診で、法定項目、特定健診

に加え、血液検査、腹部エコー、頸動脈エコー、

胃バリウム、喀痰（喫煙者）、便潜血、PSA など

（腹部エコー、頚動脈エコーは節目健診に限る）

を実施していた。また、受託健診として子宮がん

検診、乳がん検診外注（女性社員、2 年に一度、

1 年 100 名程度）を実施していた。健診費用は A

社の福利厚生費が充てられ、グループ健康保険

組合で健診項目の足並みを揃えることは難しいこ

とが、会社が健診の実施主体となる一つの理由で

あった。ファミリー健診は健保主体で実施され、受

診施設の一つとして会社の保健センターが利用

され、利用実績は年間 500 人程度であった。 

A 社の健康管理システムは受託による自社開

発システムで、開発費用約 3 億円、毎年約 3 千

万の改修費が使用されていた。健康管理システ

ムは自社 ICT 部門が管理していた。特定健診デ

ータは健康管理システムから csv で出力し、xml

コンバータで xml に変換して健康保険組合に提

出されていた。健康管理システムの管理対象は

全社員、保健センターを受診した家族で、社員

ID で管理（家族は社員 ID＋01（配偶者）、02 か

ら 09（子供など））される。健康管理システムが管

理するデータは、健診データ、受診データ、就労

データ（残業時間、就業制限など）に加え病歴

（自己申告）、ワクチン接種歴、ピロリ菌の除菌

歴、面談記録（心療内科も含め）、診察記録が管

理され、今後、ストレスチェック結果も管理する予

定とのことであった。データは 5 つの DB で管理

されていた。 

健康管理システムへの外部データの取りこみ

は、csv 形式が用いられ、個人が 1 行となり、健診

項目が列ごとに定義される空ファイルを受託健診

機関に送って、記載データを健康管理システムに

取り込む形式であった。海外での健診受診につ

いては、年に 1 回、PDF のシートで返ってくる結

果を手入力していた。健診のコメントについては、

定型文が自動で用意されるが、社員からは定型

的なコメントは望まれておらず、産業医がアドバイ

スを修正により追加している状況であった。コメン

ト情報を持てば持つほど、社員からの所見のコメ

ントの要求が増えていくとのことであった。 

健診結果の報告については用紙運用で、前前

回、前回、今回（３回分）の健診結果とコメントを、

社内便で送っていた。用紙運用の理由として、社

員 1 万 2 千人のうち、会社から PC を貸与されて

いる社員は約半分で、ライン業務の社員は PC を

貸与されていないことが挙げられた。社員からス

マートフォン等で健診結果を見たいという希望は

強く、社員自身が年間一人 100 円以内の費用負

担を行うことで実現する議論はあったが、現時点

では会社の DB に個人のスマートフォンからアク

セスを許可することはセキュリティの問題から好ま

しくないと判断されていた。今後、スマフォ等によ

る健診データ提供サービスする会社があったとし

て、データを提供できるかという質問に対しては、

検討を要するとの回答であった。 

A 社の健康無関心層の管理については、基本



的には、社員に任せていても、やる人はやる、や

らない人はやらない（健保のウォーキング集会：マ

ニアのみが集まっている、集まっても 100 人程

度、福利厚生のジム施設：筋トレに興味のある人

しか利用しない）ため、お金かけても、費用に見合

う成果が得られないとのスタンスであった。このた

め、データの悪い社員は看護師、保健師が、要

管理とし、医療機関受診勧奨のため連絡を取り続

ける、産業医が医療機関への紹介状を作成し、

紹介状作成履歴、返信未の管理で受診管理する

といった取り組みが行われていた。また、

HbA1c10%以上は出向不可、BMI30 以上は一人

作業不可などの決まりがあり、この決まりは社員が

健康管理に向かう理由の一つとなっているとのこ

とだった。健保組合が健康管理主体である B 社

は後述するようにレセプトデータから受診が分か

るが、会社主体ではレセプトデータを持たないた

め、紹介状の履歴管理が必要となっていると考え

られた。 

A 社では 4 年に 1 度、節目健診が実施され、

全社員を対象に 1 日かけて健康について取り組

くむ時間となっていた。節目健診は保健センター

で週 2 回、1 回 20～30 人、年間 2000～3000 人

に対して実施されていた。節目健診では、データ

を見ながら、カロリー計算の講習、昼食にヘルシ

ー食を食べてもらう、実際に歩く、ベルトを着けて

歩行の姿勢の教育など、基本的には生活習慣病

に対する指導を考えられ実施されていた。 

また、A 社の特徴的な取り組みとして、社員食

堂での昼食については、皿にカロリーが登録され

ており、社員ごとに摂取カロリー、塩分、脂質等が

健康管理システムに連携され、社員の健康管理

に用いられていた。昼食のみの摂取カロリーでは

あるが、社員の BMI とある程度の相関は認めると

のことであった。データは健康管理スタッフにより

使用されており、社員へのアピールはそれほどし

ていないため、社員の抵抗は特にないとのことで

あった。 

 

１－２．B 社の健康管理 

B 社では健康保険組合が中心となって社員の

健康管理を行っており、健診データは会社にな

い。健診項目は加盟会社すべて同じ（福利厚生

は別）で、健診法定項目は会社負担、それ以外

は健保負担となっている。健康保険組合はレセプ

トデータを持っているため、胃部健診後に精密検

査を受けたか否かレセプトデータで追いかけるこ

とが可能になるなど、健診情報と医療機関受診情

報を組み合わせた管理ができる強みがある。 

B 社では健康保険組合が健康管理システムを

構築している。健康管理システムでは、被保険者

番号で社員を管理し、扶養家族は枝番を付けて

管理し、生年月日で個人を特定している。健康管

理システムは複数のサーバで構築される。2008

年から健診結果が同社イントラネットで閲覧できる

ようになり、2012 年 8 月から現在の Web 閲覧シス

テムを構築し、特定健診データを中心に健康保

険被保険者に提示されている。健康管理システム

の Web 閲覧システムは B 社の関連会社が開発

し、年間 1000 万くらいの投資により機能拡張を行

い、年間保守料は 1000 万後半程度となってい

る。本システムは上記関連会社によって他社に対

してもサービス提供されている。 

B 社の Web 閲覧システムは約 12 万 5 千人

（現役社員の 80%程度）がユーザ登録している。

健康保険組合の任意サービスではあるが、現役

社員に対しては、種々の通知が行われるため、開

かざるを得ない状況がある。一方、100％でないの

は、いろいろな業態で派遣的な立場の社員の存

在、65 歳以上の高齢者（特例退職）の存在によ

る。同システムへの登録は、B 社の健康増進に向

けた取り組みとして、労働組合からも登録を推進

してもらった経緯がある。 

Web 閲覧システムのインターネットセキュリティ

として、SSL を使用し、初回登録は健康保険証か

ら被保険者番号と生年月日の入力が必要なる。



またログイン時には 2 か月に一度変更となるパス

ワードと画像認証が必要となる（端末にパスワード

をおぼえこませば、画像認証のみで入ることが可

能）。 

Web 閲覧システムのコンテンツは以下の通りと

なる。健康診断からの情報として、2008 年からの

健診結果を提示している。体重、血圧の変化はシ

ェーマ入りで分かりやすく（10 年前と比べた体

重、血圧の変化）を提示し、他の項目は健康座標 

偏差値（同性の同年代） 直近と 5 回前の座標を

表示している。健康リスク区分として、心臓疾患を

A、B、C の 3 つのレベルに分けて提示する試み

が行われている。カントダウンメールとして、健診

日を入れると 4 週前から定期的に週 1 回メール

が来る仕組みを持っており、これは健診直前だけ

でデータ改善を行う取り組みを行ってもらうことを

想定している。また、Web 閲覧システムからストレ

スチェックを入力（異なるサーバで管理）すること

ができる。次に、レセプトからの情報として、今年、

去年、5 年間の医療費 （個人と家族合算）と、同

年代の方の医療費との比較が提示される。また、

レセプト情報から服薬内容、ジェネリックとの金額

差額と共に提示される。薬剤コードはレセ電算コ

ードを用いて管理され、錠剤の写真を付け、薬の

説明サイトとのリンクが設けられている。レセプト情

報から服薬情報の反映は、その手法上、約 3 か

月遅れるが、複数の医療機関からの処方薬ももれ

なく提示することができるため、慢性疾患に対して

有効である。投薬変更があった場合、医療機関、

処方薬局、患者自身から投薬情報を追加する仕

組みができれば、薬剤管理はさらに充実すると考

えられる。将来的には、災害時などの非常時はレ

セプト情報を開示することが検討されている。本

Web 閲覧システムでは利用者からアンケートを取

れる仕組みがあり、管理者は簡単にアンケートを

作成可能することが可能である。 

個人が健康管理に向かう取り組みとして、この

Web 閲覧システムを用いて、禁煙ラリー、ウォーキ

ングラリー（歩数を入力）、歯磨きラリー（丁寧な歯

磨きをしたか自身で入力）などが行われている。

年末年始は体重が増えることが多いため、年始に

体重を戻すプログラム（体重を自身で入力、1 月

末までに元の体重の１Kg 以内の増加に収まって

いれば達成）が実施されている。これらのプログラ

ムを達成すると、インセンティブポイントが獲得で

きる。また、バイタル情報（血圧、脈拍、歩数）を手

入力することが可能で、通院中の方は印刷し医療

機関に持参することが可能である。バイタル情報

を毎月 1 回でも入力しているのは 2,000 人程度と

なる。 

本 Web 閲覧システムは使えば使うほど、インセ

ンティブポイントが獲得できる。インセンティブポイ

ントは一定以上たまると健康メダル（金 4,675 名、

銀 4,481 名、銅 6,922 名）がたまる。インセンティ

ブポイントは年間 5000 ポイント（5000 円分）が最

大で、商品と交換することができる。夏休みにはイ

ンセンティブポイントが 2 倍たまる、期間限定でイ

ンセンティブポイントお得商品と交換できるなど、

インセンティブポイント獲得に向けた取り組みも行

われている。 

以上のように B 社の健康管理システムは iPHR

として非常に充実した内容となっているが、退職

後、転職後に本システムを閲覧することはできな

い。国保などにデータを提供することは検討可能

ということだが、現状では、紙でデータを出すこと

しかできない。連携については、特定健診につい

てはルールがあるが、それ以外のデータについて

は決まりが必要で、胃部健診など複数所見がある

可能性のあるデータでは部位や所見コードをどの

ように連携するか課題があるが、受診情報、判定

情報だけを把握できるだけでも意味があるのでは

ないかとのことだった。 

 

２．企業アンケート調査 

関西に産業医を置く 30 社に対し、平成 30 年

1 月 18 日から 2 月 16 日までメールでアンケート



を依頼し、15 社より回答を得た（添付資料１）。回

答企業の社員数は 50 名から 16,000 名（中央値：

950 名）、産業医数は 1 名から 6 名、保健師、看

護師は 2 名から 14 名で健康管理を行っていた。

健康診断実施主体は健康診断が会社 12 社、健

保 3 社、特定健診は会社 5 社、健保 10 社であっ

た。健診は自社健診が 7 社、健診業者委託が 8

社であった。法定項目、特定健診以外の健診項

目として、胃部レントゲン、ABC 健診、便潜血、ウ

イルス肝炎、腫瘍マーカー、腹部エコー、乳腺エ

コー、眼底検査、子宮がん検診、骨密度、歯科、

VDT 健診、などが挙げられた。 

健康管理システムは 13 社が導入しており、自

社開発が 7 社、市販システム（カスタマイズを含

む）が 6 社（3 社が同一システム、2 社が同一シス

テム、1 社は未回答）となった。導入費用について

は 2 社のみからの回答で、1 社は開発費が 8,000

万円、維持費が 480 万、もう 1 社は開発費が

5,000 万円、維持費が 1,200 万円であった。 

健康管理システムの管理対象が社員のみが 11

社、社員＋家族が 1 社、社員＋緊急来室者が 1

社（テレビ局）であった。個人識別は社員番号を

用いているのが 12 社で、関連会社の管理目的で

会社コード＋社員番号で管理している会社があ

った。 

健康管理システムで管理するデータの範囲（未

回答：1 社）は、健診データのみが 11 社、健診デ

ータ以外を取り扱っている会社は 3 社で個人の

就業・異動履歴、VDT 健診、運転歴調査などを

取り扱っていた。健診システムへのデータインポ

ート（未回答：3 社）はシステム連携により取り込み

が 7 社（CD/DVD でのデータ受け渡しが主）、パ

ンチャーによる手入力が 1 社、システム連携＋パ

ンチャーによる手入力が 2 社（人間ドックデータは

手入力）であった。健康管理システムからのデー

タエクスポート（未回答：3 社）は 10 社が可能であ

り、出力形式は csv が 6 社、xls（エクセル）が 6

社、PDF が 1 社であり、データ標準化への考慮

は、考慮なしが 3 社、不明が 6 社、で有りは 1 社

のみであった。健診結果の報告は用紙運用が 12

社、PC での閲覧（イントラネット）が 5 社、スマート

フォンでの閲覧（インターネット）が 1 社であった。 

スマートフォン等による健診データ提供サービ

スする会社があったとして、自社の健診データを

当該会会社に提供できるかについては、可と回

答する会社は 0 社で 12 社は検討を要するとの回

答であった。また、データ提供を不可と回答する

企業は 3 社であった。 

健康に対して無関心な社員に対する、会社、

健保組合の取り組みとしては以下の通りであっ

た。運動促進として、ウォーキングキャンペーンが

8 社あった。具体的な内容として、委託会社との

契約によりグループ毎での競争等でウォーキング

促進、スマフォアプリを使用したウォーキングキャ

ンペーン、Web ウォーキング大会（毎日歩数を入

力、設定された目標歩数達成者には自宅に果物

を送付）などが回答された。健康チャレンジキャン

ペーンは 1 社で、複数の中から希望する健康習

慣メニューを一定期間継続する形式、スポーツク

ラブの利用は 1 社で、スポーツクラブ都度利用ワ

ンコイン（500 円）キャンペーン（秋季 2 ケ月）が回

答された。健康ポイント、マイレージは 3 社で実施

され、ポイント収集すると、くじ引きで一般企業の

ポイントを獲得可能できる取り組みや健康マイレ-

ジ（健康目標を決めて生活習慣改善の点数化)の

取り組みが回答された。禁煙への取り組みとして

は 2 社が、禁煙セミナー、禁煙コンテスト、禁煙非

常口キャンペーン（禁煙補助薬・ガム・パッチの全

額費用負担（年 2 回））を実施していた。情報発

信として、安全衛生委員会での健康教育、職員

向けの健康講話会、産業医や外部医師によるセ

ミナーの開催、健保便りで啓蒙、こころとからだの

健康に関する情報誌を毎月発行などが回答され

た。健康指導としては、会社の業務用個人メール

アドレスに連絡する、糖尿病や高血圧の有所見

かつ受診歴のない者に受診勧奨と受診継続のフ



ォロー、メタボ化予防(メタボになる可能性が高い

者が対象)保健指導、メタボ重症化予防(発病者

の改善目的)保健指導が実施されていた。 

 

３．健診受託機関調査（メールを用いたヒヤリン

グ） 

関西の 2 施設の健診受託にメールによるヒヤリ

ングを実施した。C クリニックは企業健診、生活習

慣病健診を中心とした健診機関、D クリニックは

人間ドックを中心とした健診機関である。 

C クリニック、D クリニックともに市販の健診シス

テムをカスタマイズして使用していた。C クリニック

の健診結果コードはオリジナルのハウスコードで、

企業が個別に管理コードを持つ場合、出力時に、

コードを変換もしくは付与することは可能であっ

た。企業、健保組合へのデータ提出は、データ出

力形式は固定長 CSV、可変長 CSV、Excel 形

式、XML 形式に対応可能で、固定長 CSV の場

合はフォーマットを提出先企業ごとに個別に設計

がされていた。フォームは企業、健保組合指定の

フォーム、オリジナルのフォームで、CD もしくは

DVD、メールによるファイル送信が行われてい

た。件数は少ないものの、健診結果表を PDF で

提供するケースも存在した。 

データ連携時の問題点として、所見に複数の

値が発生する可能性がある検査の連携（胸部レン

トゲン検査など）、データ変換が必要な項目（① 

数値データの桁数変換 （例：白血球数、血小板

数）、② 定性検査で記号から数値への変換 

（例：(-)→1、(±)→2 など）、③ 所見データで相手

先が固有の所見コードを持たれている場合（所見

コードの変換テーブルを作成が必要、変換コード

が無い場合は「その他」としてテキストで連携）、④ 

相手先の所見データの受け皿が 1 つかもしくは

限定される場合（カンマ区切りで全所見を 1 レコ

ードに編集するなど））が挙げられた。問診項目に

ついては特定健診の問診内容の連携は行ってい

るが、オリジナルの問診内容は基本的にデータ化

していない（問診表を画像として保管）状況であっ

た。既往歴、家族歴については、病名はオリジナ

ルでコード化（要望があれば提供は可能）である

が、個人情報の観点より必ず本人の同意が前

提、家族歴については一切データを提供してい

ない状況であった。 

総合判定と判定区分については、総合判定の

解説文は文言であることからテキスト形式での提

供、判定区分は人間ドック学会（6 段階区分)から

精密検査と再検査を分けて 7 段階区分で管理さ

れており、相手先の判定区分と異なる場合は調整

が必要となるとのことであった。 

契約形態は①健康保険組合様、②企業様単独、

③委託会社様（取りまとめ会社）に大別された。近

年は全国規模の事業所は③のアウトソーシング系

の取りまとめ会社を利用するケースが増加してい

た。これは、地域により健診機関が異なる為、結

果表や判定区分を統一する管理的観点、財政上

の問題（人員削減など）があると推測された。デー

タの連携仕様書に際しては、健保や委託会社は

専門の担当者（システムエンジニアクラス）が在籍

（システム管理部門を持っている大手企業も同

様）しているが、大多数の中小零細企業は人事課

もしくは総務担当が窓口となっているため、紙媒

体のみの結果表提出か、Excel での提供程度に

留まっているのが現状とのことであった。 

一方、D クリニックは人間ドックを実施している

が、健診結果のコード体系については、特定健

診・保健指導のデータは、XML としての提出が

義務付けされているため、検体検査結果は

JLAC-10 コードが設定されているが、それ以外の

項目は市販システムのオリジナルコードを利用し

ているとのことであった。企業、健保組合との連携

については、健保・共催・企業単位での契約で、

アウトソーサとの契約が最近増加しているとのこと

であった。単一の健保等へのデータ提供におい

ては、結果を紙ベースで送付か、健診結果の送

付が全く不要との健保、企業も多い状況であっ



た。企業アンケートでも人間ドックの結果はパンチ

ャーによる入力が多く回答されており、その結果と

一致する。人間ドックは、対象となる施設が多くな

るため、企業や健保組合が連携仕様を設定しき

れず、紙のみのデータ提供となっている状況が明

らかとなった。一方、アウトソーサの殆どと単一の

健保等の一部では、予め取り決めされた CSV フ

ォーマットにデータを収め CD-R で送付（健保等

が指定した CSV フォーマットにオリジナルコード

を紐づけし、結果データをシステムよりエクスポー

ト）する形式をとっていた。 

C クリニック、D クリニックともに、アウトソーサの

契約が増えており、これらの企業はある程度の標

準フォーマットを持っていると考えられるため、

PHR への健診データ提供にこれらのアウトソーサ

が何らかの役割を果たすことができる可能性が示

唆された。 

 

４．国内企業が主催する iPHR の実態調査（受託

調査） 

国内企業が主催する iPHR の実態を、インター

ネット等を用いて調査した（添付資料２）。この中

から特徴的な取り組みをしている 2 社について、

訪問調査を行った。 

 

４－１．健保組合等医療保険者を起点とした

PHR の活用スキーム 

健保組合等医療保険者を起点とした PHR の

活用スキームとして、下記（１）から（３）のモデルが

考えられた。 

活用スキーム（１）は医療保険者がサービサー

に健診・レセプトデータを提供することを起点

（B2B)として、利用者個人向けサービス（B2B2C）

を実施するものである（図１）。サービサーは分析

結果を医療保険者と加入者の両方にフィードバッ

クを行う。医療保険者には集団としての分析結果

や受診勧奨等が必要な対象者のリストを返し、加

入者・利用者には結果データだけでなく行動変

容につながるアドバイス情報等をフィードバックす

る。医療保険者が費用負担するため、利用者負

担はない。また健診・レセプトデータが入力済み

のため負担がない。健康イベント等に参加すると

商品等に交換できるポイントが付与されることもあ

る。このスキームでサービスを提供している企業と

して、三菱自動車健康保険組合、フジクラ健康保

険組合、日立健康保険組合等が挙げられた。三

菱自動車健康保険組合は Fitbit®の活動量デー

タと人間ドックの受診情報等の連携・ポイントサー

ビスを提供していた。フジクラ健康保険組合はレ

セプト、健診データを提供するとともに、生活習慣

病患者に Apple Watch®を配布し、生活指導等を

実施していた。日立健康保険組合は健診結果、

医療費等を提供し、ポータルサイト「MY HEALTH 

WEB 」にて血圧、体重、歩数を記録していた。 

 
図１．PHR の活用スキーム（１） 

 

活用スキーム（２）は活用スキーム（１）で単一健

保の場合、事業主と保険者が一体化した保健活

動（コラボヘルス）を展開することがある（図２）。事

業主健診のデータ・勤怠データ・ストレスチェック

データと、健診・レセプトデータ、傷病手当金等の

“集計データ”を共有して、健診後の事後フォロ

ー、ハイリスク者への受診勧奨、保健事業の企画

等に活用する。基本スキームは変わらないが、費

用負担や案内・勧奨部分について事業主からの

アプローチが可能となる。このスキームでサービス

を提供している企業として、三菱ケミカルホール

ディングス、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

保険、大日本住友製薬が挙げられた。三菱ケミカ

ルホールディングスは健診結果、働き方データ

（勤怠時間）等を管理し、Fitbit®を用いた健康づく



りプラットフォームの開発し、歩数、心拍数、睡眠

ステージ等を登録、提示できる。損保ジャパン日

本興亜ひまわり生命保険は Fitbit®を用いた健康

イベントの開催、健診・レセプトデータとの突合を

目標とし、歩数、睡眠ステージ等が登録できる仕

組みとなっている。大日本住友製薬は「Welby マ

イカルテ」による従業員の健康・栄養管理をトライ

アルとして実施し、社員は血圧、体重、食事内

容、運動内容等が登録可能となる。

 

 

図 2．PHR の活用スキーム（２） 

 

活用スキーム（３）はヘルスケアコンテンツを開

発・運用する事業者が、利用者を集めてコンテン

ツを配信するサービス（B2C）を展開するスキーム

である（図３）。広告配信を対価としてスポンサー

企業を募ることがある。利用者が任意でサービス

に登録をし、コンテンツに応じたフィードバックを

受けることができる。この際、サービサーが専門職

等と提携している場合には、専門職からのサービ

スを受けられることもある。利用者から集約したデ

ータは匿名加工して二次データとして他企業へ

提供されることもある。該当事例として、キーウェア

ソリューションズ（LifeRoute）、ウェルネス・コミュニ

ケーションズ（チェック+wellness）、第一生命（健

康第一）などが挙げられる。キーウェアソリューショ

ンズ（LifeRoute）は体重や血圧などの健康情報、

食事の写真やメモによるライフログを記録するシス

テムで、社員は血圧、体重、体温、血糖値、歩

数、食事名用等を登録することができる。ウェルネ

ス・コミュニケーションズ（チェック+wellness）では

社員は健康診断の結果をパソコン・スマホで閲覧

でき、結果に関連した病気等の情報を提供してい

る。第一生命（健康第一）は健康診断結果から、

健康年齢・健康タイプを表示し、摂取カロリー、栄

養素等を登録することで栄養管理も可能となって

いる。 

以上の調査結果に基づき、Apple Watch®を活

用しているフジクラ健康保険組合、Fitbit®を三菱

ケミカルホールディングスに対し、より詳細な状況

を把握するために、訪問調査を行った。 

 
図３．PHR の活用スキーム（３） 

 

４－２．訪問調査結果 

４－２－１．フジクラ健康保険組合 

４－２－１－１．概要 

「健康増進プログラム」は社員が活き活きと仕事

をすることを目的に、2013 年の 1 月より開始し、

参加者は 96%である（国内に限る、海外は法律

等の違いで展開しづらい）。現在は、健保のグル

ープ会社へ拡大している状況で、今後は健保が

異なるグループ企業へ拡大予定となっている。 

Key Performance Indicator（KPI）は活き活き度

（定義済み）を設定している。測定は、生き生き度

を従業員へアンケートで聞いている（生き生きして

いるかどうかは、物理的な状況ではなく心理的な

状況であるため意識調査を行う必要がある）。医

療費等の指標を KPI とはしていない。医療費に

関してはむしろ医療にきちんとかかっているかと

いう意味で、医療費をきちんと使っているかをみ

ている。 

社員の健康行動変容のために企業ができるの

は意思決定のための環境整備で、健康行動に対

して指導するという発想では広がらないという考え

のもと、社員が健康行動をとろうと思ったときにで



きるよう、利用サービスとして選択肢をたくさん準

備し、状況に応じて変化させることを目標としてい

る。 

入社時点から過去のデータがすべてあること

で、比較が可能となるため、プログラムをきちんと

続けていくことが重要であると考えられている。 

 

４－２－１－２．健康管理システムで取り扱う項目 

健康管理システムで、定期健康診断結果、日

常の測定記録（体重・体組成、体温、血圧）、医療

の記録（医療費、レセプト記録、投薬情報）などを

取り扱っている。 

体重や血圧は個人 ID が登録された機器を使

い、社内で測定する。血圧計と体組成計の測定

場所は事業所の中が基本であり、個人宅の体重

や血圧計もアップロードすることは可能であるがメ

インではない。歩数計には非接触 IC カード技術

が搭載され、個人の ID が記録されているため、

歩数計を装置にかざすことで個人認証し ID 入力

をする必要がないインターフェースになっている。

現状、IoT デバイスの家庭への拡大障壁はデバ

イス設置の困難さで、各家庭まで広げようと考える

と、個人では設置ができず費用がかさむことが問

題となっている。 

医療費・投薬情報はレセプトから把握し統計的

に分析するのみで、個人データとしては蓄積して

いない。企業の健康経営上、医療費は重要視さ

れていないが、医療費はどのような病気が社員に

多いのかは健康経営上重要なので、健保で統計

的に分析していた。個人の医療費データに関して

は保険者から通知されており、保険者からの通知

を健康ポータルサイトから見ることが可能な形とな

っていた。 

 

４－２－１－３．プログラム参加への同意 

プログラム参加時に、使用するデータの同意を

取得していた。同意の内容により、人によって蓄

積しているデータが異なっている。データは人に

よって測定時期も頻度も内容も異なっている。4%

のプログラムに参加していない人は、データ共有

の同意をしていない状況であった。 

登録するかどうかの同意と、データの提供を行

うかどうかの同意は異なり、企業としては提供され

たデータを、統計的に処理をして分析を行い、社

員に解析結果を提示している。96%の人が、デー

タの蓄積のみならず分析フェーズまでデータを使

うことを許可しており、年間を通せばほぼ 100%の

データが活用されている。 

 

４－２－１－４．健康管理システムの開発 

パッケージとして健康管理システムを行ってく

れるベンダーが存在しなかったため、自社で開発

を行っていた（他社からシステムの提供を求める

希望はあるが、商売としてやっているわけではな

いため現在は外へ販売していない）。体重計など

の測定結果は、サービス会社との協力により、サ

ービス会社へデータを送り、自社分のデータを戻

し健康管理システムに登録していた。外部のシス

テムをプログラムとして取り入れる条件として、従

業員分のデータを社内システムへきちんと入れる

ことを条件としている。自分で設定してデータベー

スへの送信に手間がかかるため、結果として画一

的に配布したデバイスを利用することとなった。 

 

５－２－１－５．退職、転職後のデータ提供 

現状、退職、転職後のデータの受け皿がない

ため活用しきれていないが、データ整備と同時に

持ち出せるという選択肢は準備されていた。転職

の際にはデータの持ち出しも可能にしているが、

現状では転職時にデータを持ち出す場合は多く

なく、転職を機にデータを消去する場合が多いと

のことであった。 

 

５－２－２．三菱ケミカルホールディングス 

５－２－２－１．概要 

三菱ケミカルホールディングス（以下 MCHC）



では、従業員自身の健康、職場の健康、家族（社

会）の健康の 3 つを、健康経営として考えている。

本事業では、従業員の活躍度、健康指数、働き

方指数を KPI としている（内容非公開）。それら

KPI の向上が、ひいては生産性や創造性の向上

につながるという仮説のもとで取り組んでいる。i2 

Healthcare を従業員向けサービスとして提供して

いる。i2 Healthcare のプラットフォームは MCHC

が提供しているが、そのプラットフォームの活用は

各事業主が主体的に行うという建付けで進めてい

る。 

従業員数は、三菱ケミカルホールディングスが

数百人、三菱ケミカルが約 1.3 万人、田辺三菱製

薬約 5 千人、生命科学インスティテュート（本体）

が少数、太陽日酸が約 2 千人であり、i2 

Healthcare はこれら 5 社で開始、または開始しよう

としている段階である。i2 Healthcare の登録者数

は現在約 21,000 人であり、基本的に全従業員が

対象となっている。 

 

５－２－２－２．i2 Healthcare で取り扱う項目 

i2 Healthcare では、健診データ、働き方データ

（労務データ）、Fitbit®のデータが入っている。そ

の他にも、血圧、体重等、Fitbit®では取れないデ

ータも入力できる。 

Fitbit®の配布は、i2 Healthcare とは別に、会社

へのデータ提供に同意した従業員を対象に行っ

ており、現時点での同意人数は i2 Healthcare 登

録者のうちおおよそ 60%程度である。Fitbit®の貸

し出しは、自身の健康づくりが第一の目的であり、

また、得られたデータを会社の健康施策に活用

することも目的となっているため、それら目的に同

意した従業員に貸し出している。 

Fitbit®は、主に活動量、睡眠状態等を見るため

に利用されている。Fitbit®を利用するインセンティ

ブとしては、取り組み開始当初は、それを身に付

けて自身の健康状態が可視化できることそのもの

がインセンティブと考える。その後は利用状況に

個人差が出ると予想されるので、何らかの対策が

必要になると想定し準備中である。 

ルネサンス等との連携による運動・食事プログ

ラムの実施結果については、まだ始まったばかり

であり、健診結果の改善等、結果が出るのは今後

である。 

i2 Healthcare のマイページでは、サポートプロ

グラムとしては、従前から各事業主が行っている

取り組みの紹介や、ルネサンス等と連携して開催

している講習の紹介・申し込み等を行っている。 

 

５－２－２－３．i2 Healthcare の開発 

システム開発企業については非公開である。

Fitbit 社からのデータ取得については、Fitbit 社

のオープン API を利用している。健診データは、

健診機関から事業主にデータが入り、事業主が

i2 Healthcare に入れるという流れである。健診の

法定項目以外のデータなどは事業主によって管

理方法が様々であるが、規約が多い電子カルテ

のデータとは違って、データ交換についてはそれ

ほどの問題は無い。 

 

Ｄ. 考察 

国内企業のヒヤリング調査、アンケート調査の

結果、多くの企業が健康管理システムを有してい

た。健康管理システムは市販システムを用いてい

る会社もあったが、多くの会社は自社開発（開発

委託）している実態が明らかとなった。今回、ヒヤリ

ングは比較的規模の大きい企業が対象であった

ため、健康管理システムの開発や維持が可能で

あったが、規模の小さい企業では、こういったシス

テムの開発は困難と考えられる。実際に、健診受

託会社へのヒヤリングでは大多数の中小零細企

業は人事課もしくは総務担当が健診窓口となって

おり、紙媒体のみの結果表提出か、Excel での提

供程度に留まっているのが現状とのことであった。 

健康管理システムは企業が管理するもので、企

業の健康経営、健康管理に活かされていた。一

方、個人が健診結果を活用するためには、転職



や退職をした際にデータを持ち出すことができる

必要がある。転職や退職をした際に健康管理シス

テムからデータを出力することに関して多くの企

業は想定をしていなかった。一部の企業はデータ

を出力する準備はあると回答したものの、データ

の受け皿がないことを理由に実際にデータを提供

した実績のある企業は認めなかった。転職や退職

後は、個人情報の保持の問題から、企業は健康

管理システムから健診データを消去する必要がで

てくる。健診結果を電子的に見せている企業も出

てきており、このような企業に属する場合は、健診

結果が手元に全く残らないことも想定される。 

以上に基づき、長期間の健診データを管理す

るためには、健康管理システムを持たない企業に

属する社員の毎年施行される健診データを保持

する方法と、健康管理システムを持つ企業を転職、

あるいは退職した際の健診データを保持する方

法を考える必要がある。前者については、国ある

いは民間のサービサーが整備するPHR 基盤に毎

年の健診データを移行することが考えられる。サ

ービサーとの契約は企業、個人双方が想定され

る。後者については、転職については、転職先の

企業の健康管理システムに健診データを移すこと

も想定される。この場合、健診結果の悪い社員ほ

ど新しい会社に自身の健康情報を知られることを

恐れ、データ移行を希望しないことが懸念される

ため、過去のデータの取り扱いについては個人を

基軸とした閲覧コントロールが必要となると考えら

れる。退職者については、そもそも健診データの

受け皿がない。このため、前者と同様、国あるい

は民間のサービサーが整備する PHR 基盤に健

診データを移行することが適切である。 

我が国では特定健診のデータについては、既

に標準規格の CDA の XML フォームの形で健保

組合のデータベースで管理されている。このため、

PHR サービスへのデータ提供や PHR 間のデータ

移動は比較的容易であると考える。一方、特定健

診項目以外の健診データについては、多くの企

業で標準化の考慮は行われていない。PHR サー

ビスにデータを提供する際はデータの変換等を

行う仕組みが必要となる。多くの企業は自社の社

員の健康管理を目的に独自に健康管理システム

を開発しているため、PHR サービスへのデータ提

供に向けては、システム開発費が必要となる可能

性が高い。このため、PHR サービスへのデータ提

供について、何らかの制度が整備される必要があ

ると考える。 

健康管理システムを管理しているのは会社であ

る場合と、健康保険組合である場合があった。健

康保険組合が健康管理システムを管理している

場合、レセプトデータを有効に活用していた。レセ

プトデータは特定健診データと同様、標準化が整

備されているため、PHR サービスでのデータ移行

は容易であると考える。レセプトデータの活用の

事例として、投薬内容が把握できることが挙げら

れる。複数の医療機関で投薬が行われていた場

合でも、レセプトデータで投薬内容を確実にとら

えることができるのは大きなメリットである。レセプト

データであるため最新情報への更新には 2，3 か

月かかるため制限はあるが、慢性疾患に対する

投薬内容の把握については十分に機能をすると

考える。また、降圧薬の服用開始時期などを PHR

上で提示できることができれば、医療現場で有用

な情報となると考える。 

一部の企業では、社員の健康増進に向けてス

マートウォッチ等の IoT を用いて収集したデータ

を健康管理システムに登録し、健康指導等に活

用していた。スマートウォッチは歩数が活動度、睡

眠時間などが数値データとして登録されるため、

健康管理への客観的データとして活用が期待さ

れる。一方、スマートウォッチは購入費用が安くな

いことが問題となる。また、今回ヒヤリングをした範

囲では、登録データは数値データの時系列表示

に留まっている。継続的なデータ登録へのモチベ

ーションとして、登録データを用いた将来の疾患リ

スクの提示など、さらなるデータ活用への考慮が

必要になると考えられる。 

 

Ｅ．結論 

今回調査により、規模の大きい企業は健康管

理システムを持ち、社員の健康管理に活用をして



いた。一方、規模の小さい企業は独自の健康管

理システムをもつことができず、紙やエクセル等の

ファイルのみで健診データを管理している実態も

明らかとなった。健診データの健康管理システム

への保管は社員が在職している期間のみで、転

職後、退職後にデータを移行している企業は確

認できなかった。健診データの活用に向け、個人

がデータを持つことができる PHR サービスが必要

となる。特定健診やレセプトデータは標準化が進

んでいるため、PHR サービスにデータを移行する

ことは比較的容易であると考えられる。これらのデ

ータを PHR サービスにデータ蓄積することから取

り組むことが必要であると考えられた。 
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異なる健診施設のデータを時系列表示する場合の問題点と解決方法の検討 
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研究要旨 

血液検査結果は、健診機関、医療機関が異なると、検査方法や基準値が異なることが少なくな

い。医療者は施設間の違いを加味してデータを見ることができるが、一般市民は困難であり、

データを補正した解釈データを提示する必要がある。データの補正手法については、手法（１）

として基準値からグレードに分類し記号等で表示する方法、手法（２）として施設間で変換式

を作成する方法、手法（３）として各施設の結果値の分布から施設間の差を調整した後、逆変

換により平準化された測定値を用いる方法が考えられた。この中で、ある程度の数の検査機関

のデータを取り扱うパーソナルヘルスレコードでは手法（３）の実現が可能と考えられた。 

Ａ．研究目的 

血液検査結果は、健診機関、医療機関が異なる

と、測定手法や試薬の違いにより、基準値が異

なることが少なくない。健診データは時系列表

示を行うことが多いため、異なる検査機関の検

査結果の表示には注意が必要となる。 

医療者は血液検査結果と基準値を確認できれ

ば、施設間の違いを加味してデータを解釈する

ことが可能である。一方、一般市民はこれらの

違いを判別できないため、何らかの方法でデー

タを補正して、解釈データを提示する必要があ

る。 

 

Ｂ．研究方法 

 既存の血液検査結果の補正手法を調査し、パ

ーソナルヘルスレコード（PHR）での応用につ

いて検証を行う。 

 

Ｃ．研究結果 

異なる検査機関で実際された検査結果デー

タを補正して表示する方法について、主に下記

の 3つの方法があった。 

手法（１）は、測定時点での病態評価の基準

となっている基準値を用いて、検査値をグレー

ド分類することにより、重症度に変換する方法

である。簡単な方法だと H(High) ,N(Normal), 

L(Low) などで区分した表記を時系列で評価す

るものがある。有害事象共通用語規準である

Common Terminology Criteria for Adverse 

Events (CTCAE)では、各検査結果の正常上限値、

下限値の倍数でグレードが４段階に分類され

ているため、CTCAE のグレードに変換する方法

も考えられる。変換表を用意するだけなので、

方法としては最も容易である。 

手法（２）は、施設間でのデータの変動要因

がわかっている場合に、相互変換を行うための

変換式（回帰式）を作成し、どちらかの施設の

基準に合わせる方法である。正確性は高くなる

が、複数病院間の変動要因を調査するのが困難

となる。 

手法（３）は、各施設における各臨床検査項

目の分布に対して正規分布変換を行い、施設間

の差を調整した後、逆変換により平準化された



測定値を用いる方法である。この方法に関して

は、小林クリエイトやイードクトルが、それぞ

れ変換方法に関する特許を有しており、それぞ

れがサービスを提供している。これらの方法は、

各施設が有するデータの分布のみで対応する

ことが可能である。（参考資料別紙） 

 

Ｄ. 考察 

 手法（１）はもっとも簡便な方法であるが、

異常値となった場合の時系列の値の変動を記

号の変化のみで評価するのは難しい。特に健診

結果は高度の異常は少なく、軽度の異常を示す

ことが多いため、グレードを用いた変換では同

じグレードに分類され、時系列での改善、悪化

を提示することは難しいと考えられる。 

PHR ではかなりの数の検査機関で実施され

た検査結果が表示の対象となる。このため、手

法（２）は検査機関間の変換式を個別に設定す

ることは現実的には困難であると考える。 

このため、PHR で実現可能な手法は手法（３）

となる。手法（３）の場合、あらかじめ該当す

る検査機関ごとにモデルとなる検査結果を登

録しておき、このデータを用いて値を変換する

方法が一般的と考えらえる。一方、健診の場合、

PHR に蓄積されるデータは基準値である可能

性が高いこと、継続してデータが蓄積されてい

くことを考えると、PHR に蓄積されたデータを

用いて分布を求め、値を変換することも将来的

には可能となると考えられる。 

 

Ｅ．結論 

 

Ｆ．健康危険情報 

 なし 

 

Ｇ．研究発表 
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 なし 
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研究要旨 

 本研究では、PHR の普及状況とその二次利用を含めた活用状況について、医療情報活用先進国

（スペイン・スウェーデン・フィンランド・エストニア・台湾）の状況を調査した。調査の結果、

欧州においては、労働法制の下にある検診情報等の集積はほぼ行われていないことが明らかにな

った。一方、台湾においては、労働法制下で行われている検診情報については、検診請負医療機

関で、国家が実施している検診情報については、行政が二次利用を実施、あるいは、計画してい

ることが明らかになった。一方、患者自身が健康情報を閲覧したり、自らの検査情報を登録した

りする所謂 PHR については、フィンランドが法制を変更して実施を検討している以外は、実施例

も実施予定も無いことが明らかになった。 

 

A. 研究目的 

本研究では、健診結果等を自ら管理できる情

報システム Personal Health Record（PHR）の

普及状況と、その二次利用を含めた活用状況に

ついて、医療情報活用先進国の状況を調査した。 

 

B. 研究方法 

本研究では、電子カルテ情報活用の先進地域

である欧州各国（エストニア・フィンランド・

ノルウェー・スペイン）と、レセプト情報活用

の先進地域である台湾を選定し、各国のキーマ

ンに聴き取りを行う形で調査を行った。 

具体的には、まず、11 月 11 日から 17 日の

間、スペイン、ノルウェー、フィンランドを歴

訪し、それぞれヒアリングを行った。ヒアリン

グ対象は、スペインを中心に電子カルテ・EHR

（Electronic Health Record）事業を展開する

Everis 社、バレンシア工科大学からのスピン

アウト企業で EHR 導入支援や医療情報のフォ

ーマット変換支援などを行っている VeraTech

社、ノルウェー最大の電子カルテ事業者で、ノ

ルウェー国内の EHR を広く提供している DIPS

社、ノルウェー南東部の IT 推進やレジストリ

事業を行う保険局（South-Eastern Regional 

Health Authority）と Oslo 大学、フィンラン

ドの保険者である KELA 及びフィンランド保険

庁であった。 

次に、11 月 20 日から 23 日に大阪で開催さ

れた、日本医療情報学会大会に特別講演者とし

て招いた、Estonian e-Health Foundation の

元 Director であるタリン工科大学 Peeter 

Ross 教授からヒアリングを行った。 

最後に、1 月 8 日から 10 日まで台湾を訪問

してヒアリングを行った。ヒアリング対象は台

湾のレセプトデータベースの研究活用を行っ

ている国立台湾大学、台湾最大の健診センター

を持つ彰化基督教医院（Changhua Christian 

Hospital : CCH）、医療・健康政策を司る台湾

衛生福利部国民健康所、及び、台北医科大学で

あった。 



 

 

図:訪問先の概要 

 

（倫理面への配慮） 

インタビューによる調査研究であり、該当しな

い。 

 

C. 研究結果 

調査の結果、スペイン、ノルウェー、フィン

ランド、エストニア、何れの国においても、健

診情報の活用事例は、国家レベル、民間レベル

ともに把握していないとのことであった。これ

ら 4ヶ国共に国家・州レベルで病院から発生す

る医療情報を集積する EHR を運営しており、こ

れを Web や携帯電話経由で患者自身が閲覧出

来る仕組みを有しており、スペインを除いて、

これらの情報をオプトアウト同意で各種二次

利用を広く実施している医療情報先進国であ

るが、国家による健診という仕組みがなく、公

的セクタによる健康情報の電子化や活用の取

組は行われていないとのことであった。健診は

労働法規の下で雇用者に委ねられているとの

ことであったが、民間セクタによる検診情報の

電子化や活用に関する取組についても、聞いた

ことがないとのことであった。なお、フィンラ

ンドは、公的セクタが運用する EHR に患者自身

がデータをアップロードする PHR サービスを

2018 年からパイロット運用する予定である1。 

一方、台湾では、民間セクタでの検診情報の電

子化が進められている。 

就労年齢の国民に対する検診事業は、医療

機関の重要な収入源の一つであり、多くの医療

機関に検診センターが設置されている。これら

の検診センターでは検診事業の効率化を通じ

た患者サービスの向上のために検診データを

電子保存している場合が多いとのことであっ

た。なお、台湾の医療センターで利用されてい

る病院情報システム（電子カルテシステム）の

多くは内製されており、検診情報管理システム

についても同様であるとのことであった。それ

ゆえに、彰化基督教医院（CCH）でのインタビ

ューにおいては、同機関と提携関係にある主に

彰化地区の医療機関同士での検診情報の連携

はあるものの、他機関との情報連携は行ってい

ないとのことであった。なお、国内最大級の検

診センターを有する CCH では、取得された検診

データを電子カルテシステムで管理していた。

また、CCH では、オプトイン同意の下で集取さ

れた検診データの学術目的二次利用を実施し

ており、一定の学術的成果を挙げているとのこ

とであった。また、受診者向けのデータ閲覧サ

ービスやフィードバックサービスをはじめつ

つあるとのことであった。なお、検診情報のフ

ィードバックはこれまでも人手で丁寧に行わ

れており、電子フィードバックはあくまでも補

完的な位置づけでしかないとのことであった。 

一方、公的検診としては、小児検診、学校

                                                
1 http://www.kanta.fi/en/omatietovaranto, 
http://www.kanta.fi/en/web/ammattilaisille/omakann
an-omatietovaranto  



検診、徴兵時検診、高齢検診（40 歳以上 3 年

に一回、65 歳以上毎年）が行われている。現

在これらのデータは、それぞれ担当省庁が個別

に分割して管理している状態であるが、すでに

レセプト情報等データベース（台湾版 NDB）を

運用している台湾では、これらの検診データを

NDB などと統合する National Health Cloud 計

画が推進されているとのことであった。今後数

年間で統合した後は、NDB 等と統合しての二次

活用などが計画されているとのことであった。 

 

D. 考察 

欧州と台湾とでは、検診データの電子化や活

用に対して、基本的な姿勢の違いが顕著であっ

た。 

両者とも公的保険の下で医療サービスを展

開し、医療サービスの結果得られたデータを公

的セクタに集積し、オプトアウト同意の下に広

く二次活用を行っている、医療情報活用先進国

である点について違いは無い。しかし、検診に

ついては、労働法制に基づいて行われる企業検

診の他に、台湾が学校検診や高齢者検診を積極

的に推進しているのとは異なり、基本的に「自

己責任文化」の強い欧州においては、公的機関

による検診などが広く行われているわけでは

ない。この違いが、公的セクタにおいても民間

セクタにおいても検診情報の活用が広く試み

られている台湾と、検診データをほぼ顧みてい

ない欧州との違いに繋がっていることが、イン

タビュー時の様々な会話からも感じられた。 

台湾の国民の医療サービスや検診サービス

に対する期待は、我が国のそれと極めて近いこ

とを考え合わせると、台湾のデータ活用のモデ

ルは我が国の運用の有り様を考える上で、極め

て参考になるように考えられた。 

台湾の関係者が議論の中で強く指摘してい

たのは、医療データの一次・二次活用を浸透さ

せる上で鍵となるのは、国民 ID の存在と、二

次活用活動と得られた成果を保健当局が積極

的に公開することであると言う点である。特に

二次活用活動とその成果の積極的な公開の重

要性については、ノルウェーとフィンランドの

当局者も同様に指摘しており、先進各国におい

ては「透明性を確保し、その意義を共有する」

ことが強く意識されていることが分かる。特に、

フィンランド政府関係者は、「Trust is our 

most important factor to keep health IT 

activity going. To keep the trust, most 

important issue is to hide nothing. 

“Nothing to hide” is the key to convince 

people that we are not evil.」と繰り返し指

摘されていた 

国民 ID と積極的な情報公開の二点において、

我が国はこれら先進国に対して極めて後れを

取っているといわざるを得ない。今後、これら

二点を国是とし、データ活用を積極的に進める

基本方針を明確に打ち出すなどの政策的活動

が必須であると考えられる。 

 

E. 結論 

本調査研究の結果、欧州においては、検診

情報の活用は余り顧みられておらず、PHR の導

入についてもフィンランドがパイロット運用

をはじめたばかりであることが明らかになっ

た。一方、台湾においては、民間セクタでの情

報の二次利用は広く行われており、公的セクタ

でも公的検診データの EHR への集積と二次活

用が着手されつつあるものの、PHR 利用につい

てはほぼ検討されていないことも明らかにな

った。 
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研究要旨 

本研究は、PHR（Personal Health Record）基盤のモデルを検討するため、PHR を先行して展

開している海外事例について、調査することを目的とする。オーストラリアは Meidcare と呼

ばれる国民皆保険をもち、2012 年より政府主導で My Health Record と呼ばれる PHR を展開し

ており、実際の利用状況や課題について訪問調査を行った。米国では退役軍人省が主催する

MyHealtheVet(MHV)と呼ばれる PHR サービスが知られている。そこで、米国の PHR の状況に

ついて、インターネット等を用いて調査を行った。この中でカンザス州が主催する PHR サー

ビスである myKSHealtheRecords では、セキュアな患者ポータルを通じて、医療記録の閲覧、医師やケ

アチームとのメッセージング、家族等との健康データの共有、健康に関する教育的資料の閲覧、患者

自身によるデータ入力や入力データのグラフ化機能等を有しており、その現状について現地調査を行

った。オーストラリアの PHR サービスは国が主催していた。米国では民間の PHR サービスも見られる

が、多くは国の補助金を用い州が主催する PHR サービスであった。初期の My Health Record、米国

の PHR ともに、国民の参加数を増やすことに課題を抱えていた。オーストラリアでは国として、PHR へ

の参加をオプトインからオプトアウトとすることで参加人数を増やすことに成功している実態が明らかと

なった。 

Ａ．研究目的 

PHR（Personal Health Record）基盤のモデル

を検討するため、PHR を先行して展開してい

る海外事例について、構築の経緯、官民の役

割分担及び公費の支出状況、データ内容、デ

ータ収集・更新の仕組み、データ量、更新頻

度、サーバのスペック、セキィリティ環境、

個人情報保護の観点での同意の取得及び認証

方法等を調査すること。 

 

Ｂ．研究方法 

１．海外訪問調査 

オーストラリアで展開されているパーソナルヘ

ルスレコード（PHR）事業である My Health Record

に つ い て 、 Australian Digital Health Agency

（ADHA）の Chief Clinical Information Officer で

ある Monica Trujillo 先生に対しヒヤリング調査を

行った。 

２．インターネット等を用いた米国の PHR 状

況調査 

米国で展開されている PHR 事業について、イ

ンターネットのホームページ等を閲覧することで

調査を行った。この中で、カンザス州で展開され

る myKSHealtheRecords について、現地調査を行

った。 

２．PHR の実際の画像キャプチャーの収集 

My Health Record の実際の画面については、



Monica Trujillo 先生より提供を受けた。米国の

PHR の画面については、インターネットより転載し

た。 

https://www.jmir.org/2017/10/e359 

(MyHealthevVet) 

http://hinfonet.org/wp-

content/uploads/2016/01/HealthInfoNet-User-

Manual_0.pdf (HealthInfoNet） 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.k

eyhie.mykeycare.iphr (MyKeyCare) 

http://www.khinonline.org/KHIN/media/KHIN/do

cuments/KS_NoMoreClipboard-User-Creation-

Guide.pdf (myKSHealtheRecords) 

http://www.chilmarkresearch.com/dossias-rebuild-

is-it-enough/ (Dossia Health Manager) 

http://health-photos.ru/photos/kaiser-permanente-

health-manager (Kaiser Permanente My Health 

Manager) 

https://www.apple.com/newsroom/2018/01/apple-

announces-effortless-solution-bringing-health-

records-to-iPhone/ (Apple PHR) 

 

Ｃ．研究結果 

１．My Health Record（オーストラリア） 

１－１．オーストラリアの医療情勢 

オーストラリアでは MediCare と呼ばれる普遍的

なサービスシステム（国民皆保障）が確立している。

MediCare の医療保障財源は主に税で運営され、

加入対象者はオーストラリアの永住権保持者、市

民権保持者、永住権申請中の者となっている。医

療機関としては、General Physician (GP)が置かれ、

Hospital と役割分担を行っている。また、Public 

Hospital と Private Hospital があり、Public Hospital

は MediCare の対象となるが、GP からの紹介が必

要で、主治医を指定することができない、外来や

手術に待ち時間が発生する（数週間から数か月）

などの問題がある。Private Hospital は MediCare

の対象外であり、別途、保険に加入する必要があ

る。歯科治療機関や薬代、メガネやコンタクトの費

用は MediCare の対象外となる。 

オーストラリアの健診（Health checkup）は、GP

を受診することで実施される。健診の費用は

MediCare の対象となるが、日本のように企業が健

診を実施する体制ではないため、いかに、健診を

受診させるかが課題となっている。 

 

１－２．My Health Record について 

１－２－１．歴史 

2004 年 Health connect 

2005 年  National eHealth Transition Authority 

(NEFTA)設立 

2010 年 Health Identifiers Act 2010 により医療

識別番号である Health Identifiers (HI)を設定 

2012 年 Personally Controlled Electronic Health 

Records Act 2012 

Personally Controlled Electronic Health Records 

(PCEHR)を構築 

2014 年 My Health Record に名称変更 

2015 年 Health Legislation Amendment 

 (eHealth) Bill 2015 

2016 年 Australian Digital Health Agency 

（ADHA）設立、一部の地域でオプトアウトに

よる登録（トライアル）を開始 

 

My Health Record はオーストラリア政府が主

導で行っている PHR 事業で、2012 年、

Personally Controlled Electronic Health Records 

(PCEHR)として構築された。PCEHR 構築によ

り、2010 年から 2025 年に約 115 億豪ドル（約

9200 億円）の節約が可能と見積もられ、2010

年度から 2 年間に 4 億 6,670 万豪ドル（約 370

億円）が投資されている。PCEHR は構築当初

は登録数が増えず、うまく機能しなかった。そ

の理由の一つとして、オプトインによる参加登

録が考えられた。オーストラリア政府は、My 

Health Record に名称変更、National eHealth 



Transition Authority (NEFTA) か ら Australian 

Digital Health Agency（ADHA）への移行、オプ

トアウトによる原則全国民の My Health Record

への参加に取り組んでいる。現在までに My 

Health Record に約 20 億豪ドル（約 1600 億

円）を投資してきたとのこと。 

 

１―２－２．My Health Record 導入のメリッ

ト 

My Health Record 導入のメリットとして、１）

薬剤性有害事象を防ぐことができる、２）デー

タの二次利用により、システムを改善する、３）

患者のセルフマネジメントを拡充する、４）患

者のアウトカムを改善する、５）情報収集の時

間を短縮する、６）二重サービスを回避すると

いった点が挙げられている。 

 

１－２－３．電子カルテから連携 

 オーストラリアでは、GP、Hospital、薬局の

90％以上が電子化されている。電子カルテは複

数のメーカがあるが、政府は各メーカの電子カ

ルテから My Health Record にデータをアップ

ロードするための、中間プログラムを開発し、

各 GP、Hospital に無料で配布することで、デー

タアップロードの環境を整備した。 

電子カルテから My Health Record へのアッ

プロードは自動的に行われるが、センシティブ

ケースを想定して、データアプロード後、7 日

間は患者に見えない仕様となっている。また、

医師はアップロードを行わない選択を行う事

ができる。 

 

１－２－４．My Health Record のコンテンツ 

電子カルテと連携しているコンテンツとし

て、病歴サマリ、退院サマリ、服薬歴（Prescribed 

and dispensed medication）、画像レポート（放射

線レポート、超音波レポートなど）、病理レポ

ート（含、血液検査結果）、病理レポート専門

家への紹介文書、専門家からの紹介文書、

MediCare（レセプト）情報、臓器提供の意思表

示、などの項目が挙げられる。病歴サマリは GP

で作成され、登録されるが、作成にはインセン

ティブがつけられている。退院サマリは、

Hospital で退院時サマリが作成されると、自動

的に登録される。退院サマリ作成に対するイン

センティブはない。退院サマリは Hospital から

連携される唯一の情報であるが、退院サマリに

は入院中のすべての情報が登録されるという

スタンスとなっている。服薬歴は医師の処方情

報（Prescribed medication）と薬局の投薬情報

（Dispensed medication）がともに管理されてい

る。多くの薬局は電子化され、その情報が連携

される仕組みとなっている。医師の処方ではな

く、実際に患者に手渡されたかが把握できるこ

とが重要と考えられている。画像レポート（放

射線レポート、超音波レポートなど）は CDA

の規格に従い電子カルテと連携が行われてい

る。My Health Record との連携は画像レポート

のみで、画像そのものは対象外となっている。 

市民が自身で登録可能な情報として、連絡先と

緊急連絡先の詳細、現在の医薬品、アレルギー

情報および以前の有害反応、先住民のステータ

ス、退役または ADF(オーストラリア国防軍)の

ステータス、リビングウィルまたはケア計画文

書などが挙げられる。 

My Health Record は紙の母子手帳と似たような

役割（Child Development Section of a child’s My 

Health Record）を持っている。これらの情報は

両親が登録し、医療者は閲覧が可能であるが、

アップデートすることはできない。コンテンツ

としては、身長、体重、予防接種と健康診断、

成長や発達に関するアンケート、親の観察事項、

両親のための情報、健康チェックのアンケート

（現在、ニューサウスウェールズ州とタスマニ

アでのみ利用可能）、緊急連絡先情報が挙げら

れる。スマフォアプリでは健康診断や予防接種



などのリマインダー機能を有している。 

 

１－２－５．My Health Record への参加 

１－２－５－１．市民の参加 

市民は、自分自身と子供のアカウントの作成

については、インターネットからレジストレー

ション可能となっている。レジストレーション

時の個人認証に必要なものとして、MediCare

カード番号、MediCare を使用した医療費用を

支払っている銀行の口座番号、MediCare に登

録された住所、MediCare を利用して最後に受

診した医師の名前が必要となる。子供のレジス

トレーションについては、扶養義務がある子供

であること、子供が MediCare にリストされて

いることが必要となり、上記を満たさない場合

は、書類を記載することでレジストレーション

が可能となる。 

My Health Record へのレジストレーションは電

話や手紙でのレジストレーションも受け付け

ている。 

My Health Record のアカウント作成後、My 

Health Record へのログインは、ID、パスワード

に加え、携帯の SMS に送付されるワンタイム

パスワードを入力することが必要となる（図１

－１から１－４）。 

 

 

図１－１．ログイン画面  

 

図１－２．SMS に送付されるワンタイムパス

ワード 

 

図１－３．ワンタイムパスワードの入力 

 

図１－４．ログイン後の画面 

１－２－５－２．医療者の閲覧 

医療機関（医療者）は、市民が My Health 

Record上でレコードアクセスコードを設定し、

レコードアクセスコードを医療機関に渡すこ

とで、記録を見ることが可能となる。他の医療

機関は、緊急時以外は記録にアクセスすること

ができない（下図２－１、２－２）。市民は、

レコード内の特定のドキュメントに「制限付き



アクセス」としてフラグを立て、これらのドキ

ュメントを閲覧できる医療者を制御すること

ができる（図３－１．３－２）。 

 

図２－１．レコードアクセスコードの発行 

 

図２－２．レコードアクセスコードの入力 

 

図３－１．アクセス制限の設定 

 

図３－２．アクセス制限の設定 

 

１－２－５－３．緊急時の閲覧 

特定の緊急事態が発生した場合、My Health 

Record Act 2012 に基づき、医療機関、システム

オペレーターおよびその他のシステム関係者

は、My Health Record の情報を収集、使用、開

示することができる。開示が許可された医療機

関は、医療機関の責任でどの医療者に情報を開

示するかを決定する。 

 

１－２－６．My Health Record の現状（2018

年 3 月 25 日現在（HP より抜粋）） 

My Health Record の現状については、訪問調

査後、HP（https://www.My Health Record 

.gov.au）に最新のデータが更新されていたため、

そちらのデータを記載する。市民のレジストレ

ーションは 5,669,602 人（オーストラリア国民

の約 23%、女性：54% 、男性 46% ）で、20 歳

以下が 36％、20 歳から 39 歳が 25％、40 歳か

ら 64 歳が 25％、65 歳以上が 14％であり、高

齢者のレジストレーションの割合が低かった。

Healthcare provider のレジストレーションは

10,882 施設で、GP が 6,335 施設、Public hospital

が 799 施設、Private hospital が 174 施設、Retail 

pharmacies が 1,563 施設、Aged care residential 

services が 186 施設、Pathology and Diagnostic 

Imaging Services が 46 施設、その他が 1,463 施

設、Organizations with a cancelled registration が



316 施設であった。医療機関だけでなく、薬局

や福祉施設も My Health Record を利用してい

ることが分かる。 

Healthcare provider による Clinical Document の

アップロード数は 5,037,192 文書で、Shared 

Health Summary が 1,583,483 文書、Discharge 

Summary が 1,698,427 文書、Event Summary が

508,697 文書、Specialist Letter が 74,679 文書、

eReferral Note が 56 文書、Pathology Report が

1,083,908 文書、Diagnostic Imaging Report が

87,942 文書であった。Prescription and Dispense 

Documents の アップロード数は 17,892,802 文

書で、Prescription Documentsが14,068,857文書、

Dispense Documents が 3,823,945 文書であった。 

Consumer Documents は 165,399 文書で、

Health Summaryが 104,455文書、Notesが 42,907

文書、Advance Care Directive Custodian Report が

16,261 文書、Advance Care Planning Document が

1,776 文書であった。 

MediCare Documents は 661,483,888 文書で、

Australian Immunisation Register が 1,908,083、

Australian Organ Donor Register が 588,768、

MediCare/DVA Benefits Report が 389,818,841、

Pharmaceutical Benefits Report が 268,442,523 で

あった。 

 

１－２－７．My Health Record の動き 

オーストラリアでは、2018 年までにすべて

のオーストラリア国民にmobile health record を

普及させることを目的とし、2 年間で 3 億 7420

万豪ドル（約 300 億円）を計上している。これ

まではオプトインであったが、一部の州でオプ

トアウトの検証を行ったのち、全州でオプトア

ウトとなった。2018 年の 3 か月間にオプトア

ウトした市民については My Health Record は

作成されないことになっており、訪問調査を行

った時点では、全国民の 2%がオプトアウトし

ている状況であった。 

オプトアウトしなかった市民に対しては、

My Health Record は作成されるが、コンテンツ

は持たず、個人あるいは医療機関が My Health 

Recordにアクセスした時点でMy Health Record

はアクティベートされ、2 年間の MediCare の

情報とオーストラリアの医薬品給付システム

（PBS）の情報が付加される。市民はいつでも

My Health Record をキャンセルすることができ、 

それまでに蓄積された情報は法律に従って保

管される。市民は、My Health Record を再アク

ティベートすることが可能である。 

 

１－２－８．My Health Record の実際の画面 

ログイン後、Healthcare provider が作成する

記 録 と し て 、 Clinical Records 、 Medicines 

Information、MediCare Overview が、市民自身が

作成する記録として、Advance Care Planning、

key Information I’ve Added 、 My Childhood 

Development の項目が選択として表示される

（図４）。 

Clinical Records を選択すると、Diagnostic 

Imaging Reports 、 Discharge Summaries 、 e-

Referrals、Event Summaries、Pathology Reports、

Shared Health Summaries、Specialist Letters の選

択肢が提示される（図５）。この中から、Shared 

Health Summaries 選択後の画面を示す（図６－

１）。作成機会ごとに Shared Health Summary の

リストが表示され、リストからの選択により詳

細情報を閲覧することが可能となる（図６－

２）。 

Medicines Information を選択すると、Allergies 

and Adverse Reactions、Prescription and Dispense 

Record、MediCare Overview の選択画面が表示

される（図７）。この中から Allergies and Adverse 

Reactions を選択した画面を図８に、さらにリ

ストの中から最新の Dispense 選択後の画面を

図９に示す。 



 

図４．ログイン後の選択画面 

 

図５．Clinical Records 選択後の画面 

 

図６－１．Shared Health Summaries

 

図６－２．Shared Health Summaries（Clinical 

Records） 

 

 

図７．Medication Information 



 

図８．Allergies and Adverse Reactions 

（Medication Information） 

 

図９．Latest Dispense 選択後の画面（Allergies 

and Adverse Reactions） 

 

２．米国のおける PHR 調査 

２－１．米国における PHR 関連政策背景 

連邦政府レベルでは、電子健康記録

（Electronic Health Record：EHR）の活用や患者

への情報公開を進めることを目的としたいくつか

の政策・指針が存在しているが、いずれも PHR の

普及に向けた大きな後押しとはなっていないのが

現状である。関連施策としてメディケア・メディケイ

ド関連のインセンティブプログラム等も存在する

が、適用はメディケア・メディケイド対象者向けに

サービスを提供する医師や病院に限られており、

影響は限定的である。 

 

２－１－１．経済的および臨床的健全性のための

医療情報技術に関する法律（Health 

Information Technology for Economic and 

Clinical Health Act: HITECH） 

2009 年 2 月 17 日に制定されたアメリカ復興・

再投資法（American Recovery and Reinvestment 

Act：ARRA）には、米国のインフラを近代化する

ための行動指針が含まれた。その一環として制定

された HITECH 法において、EHR の「意義ある

利用（Meaningful Use：MU）」という概念が用いら

れた。同法は、全国の医療システム内で相互運

用可能な EHR の意義ある利用を重要な国家目

標として提案している。 

メディケア・メディケイドサービスセンター

（Centers for MediCare & Medicaid Services：

CMS）は 2011 年、同サービス対象者向けに医療

を提供する医療従事者（Eligible Professionals: 

EP）、病院、小規模病院（Critical Access 

Hospitals: CAH）による EHR の採用・実施・アップ

グレードに関する基準を設定し、段階的に MU を

促進するインセンティブプログラム Electronic 

Health Record（EHR） Incentive Programs を創設

した。 

同プログラムは 3 つのステージで構成され、各

ステージにおける MU の基準を満たすと、プロバ

イダがインセンティブ支払いを受けることができる

もの。ステージ 1 には、電子媒体での患者への健

康情報コピーの提供、ステージ 2 には、ポイント・

オブ・ケア（Point of Care: POC）のクオリティ向上

や可能な限り整理された形式での情報交換のた

めの EHR の活用、ステージ 3 には、患者の健康

改善のための EHR の活用などが含まれた。 

同インセンティブプログラムのガイドラインでは、



プロバイダは、患者が患者ポータルあるいは PHR

などの手段を用いてオンデマンドで自身の健康

情報にアクセスできるようにすべきだとしている。 

2016 年度を最後に、医療従事者向けの同イン

センティブプログラムは終了。メディケア対象者向

けのサービスを提供する医療従事者は、2017 年

以降、MACRA 下の Quality Payment Program の

もとで EHR 活用に関するインセンティブに応募

することができる。病院及び CAH 向けには、

CMS のインセンティブプログラムが継続されてお

り、改訂したステージ 2 基準には患者による情報

アクセスや電子処方箋の提供、新たに規定された

ステージ 3 基準には、それら 2 点に加え、患者エ

ンゲージメントによるケアの連携が含まれている。 

 

２－１－２．医療保険の相互運用性と説明責任に

関する法律（Health Insurance Portability and 

Accountability Act: HIPAA） 

1996 年に制定され、個人が自身の健康情報に

継続的にアクセスし、異なるプロバイダ間で携行

できることと、健康データ管理におけるプライバシ

ー及びセキュリティ保護について規定している。 

保健社会福祉省（Department of Health and 

Human Services: HHS）内の公民権局（Office for 

Civil Rights: OCR）が発行した PHR と HIPAA に

関する解説文書によると、HIPAA は、同基準を採

用しているプロバイダが患者の健康情報を PHR

上で管理・公開・利活用する際のデータの取り扱

いに関して縛りを設け、プライバシー・セキュリティ

保護対策を義務付けた。ただし、HIPAA に準拠

していない PHR は、そのプライバシー指針に従う

義務はない。 

 

２－１－３．メディケア・アクセス及び CHIP 改正

法（MediCare Access and CHIP 

Reauthorization Act: MACRA） 

2015 年に制定された児童医療保険プログラム

（Children’s Health Insurance Program）は、各州が

主体となり低所得の子供に無料もしくは低価で医

療保険を提供する公的医療保険制度で、

MACRA はその改正法となる。 

メリットベースのインセンティブ支払いプログラム

（Merit-based Incentive Payment System：MIPS）

は、メディケア対象患者にサービスを提供する医

療従事者が、質の高い医療サービスの提供と引

き換えにインセンティブを受け取ることのできる、

MACRA の Quality Payment Program (QPP) の 2

つの償還モデルの 1 つである。MIPS に参加する

医療従事者は、メディケアによる償還額に対し、

パフォーマンス（医療サービスの質）に基づく調整

を受けることができる。 

MIPS には 4 つのカテゴリがあり、プロバイダは

各カテゴリを満たしたサービスを提供していること

を示す情報を提出することで、高品質なケアを提

供していることを証明する。この 4 つのカテゴリ

は、クオリティ （Quality）、改善活動

（Improvement Activities）、ケア情報の進歩

（Advancing Care Information: ACI）、コスト（Cost）

となっており、カテゴリごとに複数のプロバイダが

行うべき具体的な措置（measures）が挙げられて

いる。措置には必須のものと任意のものがあり、ス

コア制で評価がなされる。 

CMS の電子健康記録（EHR）インセンティブプ

ログラムの MU の項目は、MIPS のカテゴリの 1

つであるケア情報の進歩（Advancing Care 

Information: ACI）に置き換えられえた。ACI のカ

テゴリにリストアップされた具体的措置の中には、

患者による情報アクセス、電子処方箋、EHR 情報

の閲覧・ダウンロード・送信、患者生成データの統

合、患者と医療従事者間のセキュアメッセージン

グなどが含まれている。そのうち、患者による情報

アクセス、電子処方箋が必須措置、その他は任意

措置である。ただし、MIPS によるプロバイダ評価

のうち ACI カテゴリが占める割合は最高 25%であ

ることから、PHR 普及に大きな影響力を与えてい

るとは考えにくい。 



 

２－２．米国における PHR 事例 

２－２－１．退役軍人省：My HealtheVet 

MyHealtheVet(MHV)は退役軍人が自身の健

康データを自ら「保有」することをコンセプトとした

PHR サービス。退役軍人省独自の電子健康記録

（Electronic Health Record：EHR）システムである

VistA と連動したサービスであるが、同省は 2017

年、大手電子カルテ会社の Cerner と提携し電子

健康記録システムの全面的な近代化を計画して

いると発表し、注目が集まっている。同省は、ヘル

スケア分野におけるイノベーションで米政府を牽

引する立場にある。 

 

２－２－１－１．運営母体 

 アメリカ合衆国退役軍人省(U.S. Department of 

Veterans Affairs: VA)が運営母体となっている。 

 

２－２－１－２．サービス利用者数 

 MHV が属する VistA は、1 万 7,000 施設と 150

万人規模の利用者を誇る世界最大級の EHR シ

ステムである。ログインしたユーザーは約 120 万

人、アクティブユーザー155 万人、Blue Button 機

能を利用したユーザーによる健康情報のダウンロ

ードは約 130 万件、四半期の新規ユーザーは約

10 万人（MHV 最新利用状況、2017 年第 4 四半

期）となっている。 

 

２－２－１－３．サービス概要（利用シーン・データ

活用法） 

サービス概要として、１）Blue Button 機能を利

用したユーザー自身の健康記録の閲覧、印刷、

ダウンロード、健康情報の入力、２）服薬歴の閲

覧、受診予約の確認、検査結果の閲覧、３）処方

箋の補充注文、処方薬の宅配トラッキング、４）退

役軍人省の医療チームや同省のその他のスタッ

フとのオンライン上セキュアメッセージング機能、

５）病歴に関する質問に答えると、健康や生活習

慣に関する個人用のサマリーレポートを提供する

サービス（HealtheLiving Assessment）、６）無料の

健康情報ライブラリ閲覧が提供されている。 

 

２－２－１－４．運営上の特徴等 

 退役軍人省の医療情報の電子化に関する構想

は 1970 年代に始まり、1990 年代には VistA の運

用が開始された。2003 年には MHV の全国ウェ

ブポータルが公開され、翌 2004 年には PHR 機

能の運用が開始。2006 年には電子健康記録シス

テムと MHV の紐付けがなされ、ユーザーがより

総合的に自らの健康データを管理することが可能

になった。 

 

２－２－１－５．ビジネスモデル・収益構造 

退役軍人省の福利厚生プログラムの一環として

運営されている。 

 

２－２－１－６．システム情報・セキュリティ・プライ

バシー 

2017 年、同省は EHR システムの近代化計画

を発表。同省独自の EHR システム VistA を、国

防総省（Department of Defense：DoD）が使用する

MHS Genesis へとアップグレードする。新システム

は、10 年契約で Cerner が開発する（同社は DoD

のシステム開発も担った）。大手電子カルテ企業

Cerner は、競合社 Epic Systems との競争に勝

利、43 億の予算で同システムを開発する。提携

企業は Leidos と Accenture Federal Services。

MHV は HIPAA のセキュリティ基準をクリアしてお

り、暗号化された通信や複数層のセキュリティシス

テムを構築。無認証で情報変更等が行われない

ようネットワークトラフィックを監視するソフトウェア

プログラムを採用している他、情報開示はユーザ

ーの承認を必須としている。 

 

２－１－７．アプリ・デバイス等 

2014 年より MHV はスマートフォンなどのアプリ



を通じてアクセス可能。さらに、現在 32 の退役軍

人用のヘルスケアアプリが用意されている。 

 

図１０．MyHealtheVet 患者ポータル 

 

図１１．MyHealtheVet スマートフォンアプリ 

 

図１２．MyHealtheVet ホームページ 

 

２－２－２．メイン州：HealthInfoNet 

米国州政府による健康情報交換体（Health 

Information Exchange：HIE）の中でも高い普及率

（州人口 97%）を誇るメイン州の HealthInfoNet。

医療機関同士の健康情報の交換と利活用を発端

としたサービスであり、2014−2015 年に患者による

医療情報ダウンロード機能のパイロットプログラム

を実施した以外に PHR 実施に関わる実績はない

が、広範な HIE の成功事例として取り上げる。 

 

２－２－２－１．運営母体 

HealthInfoNet（HIN）が運営母体となっている。 

 

２－２－２－２．サービス利用者数 

2014 年現在、住人約 127 万人（州人口の

97％）の情報が HIN に組み込まれている。2015

年には 470 万件以上の患者記録へのアクセス・

情報交換が行われ、アナリティクスを利用したヘ

ルスケアに関するリアルタイム通知の件数は 15

万件以上となっている。 

 

２－２－２－３．サービス概要（利用シーン・データ

活用法） 

 医療従事者、医療機関間における患者データ・

健康情報の交換。2014 年から 2015 年にかけ、

HIN における Blue Button（患者による医療情報

ダウンロード）機能のパイロットプログラムを実施。

患者ポータル myEMHShealth を運営し、3 つの

プライマリーケア施設を擁する Eastern Maine 

Healthcare Systems: EMHS と提携、患者が HIE

システム内に保存された自身の健康情報を要約

した継続的診療文書（Continuity of Care 

Document: CCD）をワンクリックでダウンロードでき

るサービスを提供。730 件のダウンロードがあり、

Blue Button 機能のユーザーニーズがあることが

確認された一方、HIN について一般市民へ周知

を高める必要性などの課題があげられた。 

2015 年より、HIN 参加医療機関へのオプショ

ナルサービスとしてアナリティクスを利用した予測

サービスの提供を開始。カリフォルニア州 Palo 

Alto に拠点を置く HBI Solutions との提携により、

患者データをもとに病院の経営実績、サービス・



診療科・保険会社・患者種別ごとの実績、高リスク

患者グループの特定、再入院リスクの予測などを

提供している。 

 

２－２－２－４．運営上の特徴等 

HIN の構想は 2004 年頃から議論され、2006

年に運営母体設置、2008 年にパイロット実施が

開始。2010 年から州全体の運用が開始され、

2012 年よりアナリティクスツールが追加された。

HIN の役員会は、公的部門・民間部門・学会の

代表者で構成される。2015 年より、退役軍人省と

パートナーシップを締結。米国の HIE として初め

て、同省の医療従事者がポータルサイトを通じて

健康情報にアクセスすることを許可した。メイン州

は退役軍人が多く生活する州として知られ、人口

の 12.8%が同省の医療サービス受給者にあたる。 

 

２－２－２－５．ビジネスモデル・収益構造 

サービス手数料と連邦政府の資金で運営され

ている。連邦政府の補助金と民間財団の資金が

約 60％、会費やプロバイダとのサービス契約が

40％を占めている。2014 年の総収益額は 670 万

8,892 ドル、総支出額は 654 万 5,039 ドルであっ

た。 

 

２－２－２－６．システム情報・セキュリティ・プライ

バシー 

Orion Health が健康情報リポジトリ、インテグレ

ーションエンジン、医療ポータルなどのシステム骨

子を開発した。3M のヘルスケア情報システム部

門が HIE におけるデータの相互運用ソリューショ

ンを提供。セキュリティに関しては、AirWatch の

Mobile Security を使用している。 

 

２－２－２－７．アプリ・デバイス等 

HIN に参加する医療従事者は、Orion Health 

Rhapsody モバイルアプリ（iOS、Android 対応）を

利用してスマートフォンからインテグレーションエ

ンジンにアクセスすることが可能である。 

 

図１３．HealthInfoNet プロバイダ用インターフェイ

ス（ユーザーID 入力画面） 

 

図１４．HealthInfoNet プロバイダ用インターフェイ

ス（救急患者レポート） 

 
図１５．HealthInfoNet プロバイダ用インターフェイ

ス（継続的診療文書を 10 ほどの項目で閲覧可

能） 

 

２－２－３．ペンシルバニア州：MyKeyCare 

 米国州政府による健康情報交換体（Health 

Information Exchange：HIE）の中でも大規模なも

のである KeyHIE は、患者向けに PHR サービス

MyKeyCare を提供する。KeyHIE のネットワーク

内の患者が医療情報にアクセスし、自身の医療を

管理することを目的としている。 

 

２－２－３－１．運営母体 

 Keystone Health Information Exchange: KeyHIE



が運営している。 

 

２－２－３－２．サービス利用者数 

2017 年現在、KeyHIE の登録患者数は約 500

万人。19 の病院、174 の開業医、28 のホームヘ

ルス拠点、61 の介護施設がネットワークに参加し

ている。このうち、PHR サービス MyKeyCare を利

用する患者は約 2 万 8000 人である。 

 

２－２－３－３．サービス概要（利用シーン・データ

活用法） 

医療従事者向けの KeyHIE のサービスメニュ

ーは、患者の健康情報閲覧ポータル、診療文書

ビューワー、医療従事者間のセキュアメッセージ

ング機能、EHR 機能、プロバイダが患者に関する

リアルタイム通知や重要な文書を受け取ることが

できる KeyHIE Information Delivery Service: 

IDS、緊急医療サービス（Emergency Medical 

Service: EMS）プロバイダ向け情報転送サービス

等。これらはウェブブラウザからアクセス可能であ

る。 

MyKeyCare では、セキュアな患者ポータルを

通じて、医療記録の閲覧とダウンロード、医師や

ケアチームとのメッセージング、診療予約、処方

箋の補充注文ができる。医療従事者としては、か

かりつけの医師、看護師や医療スタッフのみが

MyKeyCare の情報にアクセス可能である。さら

に、自身の健康データを家族等と共有出来る他、

健康に関する教育的資料の閲覧、患者自身によ

るデータ入力や文書のアップロード機能が備えら

れている。 

 

２－２－３－４．運営上の特徴等 

KeyHIE は 2005 年に開始し、米国で最も古く

大規模な HIE の 1 つとみなされている。PHR サ

ービスの MyKeyCare は 2012 より開始された。 

 

２－２－３－５．ビジネスモデル・収益構造 

保健福祉省の国家医療 IT 調整官室（Office of 

the National Coordinator for Health Information 

Technology：ONC）の Beacon Community 

Program（IT 投資と EHR の活用により、患者中心

の医療の推進を図るプログラム）の 17 コミュニティ

の 1 つに認定され、1,600 万ドルの資金提供を受

けた。サービス料に関する公開情報は限られてい

るが、医療従事者向けには Basic、Basic Plus 

Direct、KeyHIE Advanced、KeyHIE Transform の

4 段階のサービスパッケージが用意されており、

Basic 以外は有償サービスとみられる。 

 

２－２－３－５．システム情報・セキュリティ・プライ

バシー 

KeyHIE 創設時より、Geisinger Health System

がシステム提供を行っている。2011 年より GE 

Healthcare とのパートナーシップにより慢性疾患

管理機能の強化、より多くの医療プロバイダへの

アクセス拡大を行った。2016 年、KeyHIE 

Information Delivery Service: IDS 機能を提供す

るため、CitiusTech、Orion Health と提携した。ユ

ーザー向けの各種サービス利用状況のモニタリン

グ及びユーザビリティ分析に Google Analytics を

使用。KeyHIE は、HIPAA と HITECH を含む連

邦、州、および地方自治体セキュリティ基準を満

たしている。 また、Transport Layer Security: TLS

プロトコルを使用し、保護されたウェブ通信とセキ

ュアな仮想プライベートネットワーク（VPN）接続を

提供。NIST 800-53 に準拠している。 

 

２－２－３－６．アプリ・デバイス等 

MyKeyCare は無料のスマートフォンアプリを提

供している（iOS、Android 対応）。 



 
図１６．Geisinger の患者ポータルはスマートフォン

やタブレットから利用可 

 
図１７．MyKeyCare メニュー画面 

 
図１８．医師の予約やメッセージの送信が可能 

 
図１９．治療歴の閲覧が可能 

 

２－２－４．カンザス州：myKSHealtheRecords 

米国中西部カンザス州の健康情報交換体

（Health Information Exchange：HIE）KHIN の患

者向けポータルサイト（myKSHealtheRecords）は、

KHIN のネットワーク内の患者が自身の医療情報

を集約して管理することを目的としている。 

 

２－２－４－１．運営母体 

Kansas Health Information Network: KHIN が

運営している。 

 

２－２－４－２．サービス利用者数 

KHIN は、2013 年にカンザス州の総人口の 3

分の 1 にあたる 100 万人の登録者数を達成。

2015 年現在、KHIN 登録者数は 200 万人に到

達し、1200 以上の組織が参加している。 

 

２－２－４－３．サービス概要（利用シーン・データ

活用法） 

医療従事者向けの KHIN のサービスは、患者

の医療記録（EHR）へのアクセス、セキュアメッセ

ージング機能、高リスク患者の入退院等の情報を

医療プロバイダ間でタイムリーに共有するための

スマートアラート機能、症例報告及び疾患レジスト

リ機能等を有する。KHIN にはデータアナリティク



ス機能を備えたダッシュボードがある。高リスク患

者のトラッキング、再入院リスク分析、地域の患者

人口の健康指標の分析からリスク分類を行い、予

防医療やコスト分配等に役立てる Population 

Health 機能等がある。2017 年に始まった新サー

ビス Doctors Quality Reporting Network: DQRN

は患者データを含む医療データのレジストリネット

ワーク。登録データは患者や病気の追跡に利用

され、慢性疾患の管理、予防的スクリーニング、患

者のエンゲージメント促進、医療コスト削減のため

に活用される。 

PHR サービスである myKSHealtheRecords で

は、セキュアな患者ポータルを通じて、医療記録

の閲覧、医師やケアチームとのメッセージング、家

族等との健康データの共有、健康に関する教育

的資料の閲覧等を行なうことができる。さらに、患

者自身によるデータ入力（保険や医療機関の情

報、緊急連絡先、予防接種や服薬記録、アレル

ギー情報、家族病歴等）、また、身長・体重・BMI・

血糖・中性脂肪（トリグリセリド）等の数値をトラッキ

ングしグラフ化する機能がある。 

 

２－２－４－４．運営上の特徴等 

KHIN は 2012 年にカンザス州の医療プロバイ

ダの民間ネットワークとして設立され、2013 年より

カンザス州健康環境省（Kansas Department of 

Health and Environment: KDHE）の監督下で運営

されている。KHIN 指導部は主に州内の医療関

連施設や業界団体の出身者で構成される。 

 

２－２－４－５．ビジネスモデル・収益構造 

カンザス州は州内の HIE 整備に向け 2009 年

のアメリカ復興・再投資法（American Recovery 

and Reinvestment Act of 2009）の一環として 910

万ドルの連邦政府からの資金提供を受けている。

KHIN は当初、Kansas Hospital Association と

Kansas Medical Society による民間の資金提供に

よって設立された。KHIN の州への管轄譲渡が決

定した 2012 年、カンザス州健康環境省は州内の

2 大 HIE ネッワークである KHIN と LACIE に計

710 万ドルの投資を行った。

myKSHealtheRecords のオンライン登録には 1.99

ドルの手数料が課されるが、病院等での登録は

無料。使用料は一律無料である。 

 

２－２－４－６．システム情報・セキュリティ・プライ

バシー 

PHR 機能の myKSHealtheRecords のシステム

開発業者選定は公募形式で行われ、

NoMoreClipboard が開発を行った。DQRN 及び

データアナリティクス機能は KAMMCO Health 

Solutions が提供した。KHIN は、HIPAA のセキュ

リティ基準をクリアしており、連邦及び州が定める

全ての医療データのプライバシー基準を満たして

いる。 

 

２－２－４－６．アプリ・デバイス等 

NoMoreClipboard が提供する PHR はスマート

フォンやタブレットよりアクセス可能。 

 
図２０．KHIN 概念図 



 

図２１．myKSHealtheRecords のユーザーインタ

ーフェース 

 

２－２－５．民間： Dossia Health Manager 

 Walmart、Intel、BP を含む大手企業 8 社が手を

結び、消費者中心の革新的ヘルスケアソリューシ

ョンの提供とヘルスデータの活用によるユーザー

の医療費カットを掲げて誕生した産業界発の

PHR システム。2016 年にサービス提供を終了し

たが、Amazon 他 3 社が 2018 年 1 月に発表した

新ヘルスケア構想との類似点が指摘されている。 

 

２－２－５－１．運営母体 

非営利組織 Dossia Consortium、及び同組織

からのスピンオフ営利企業である Dossia Services 

Corporation が運営していた。 

 

２－２－５－２．サービス利用者数 

 具体的な利用者数の情報はないが、設立当初

の Dossia Consortium 参加 8 社の従業員総計は

500 万人に及んだ。 

 

２－２－５－３．サービス概要（利用シーン・データ

活用法） 

様々な PHR 機能を提供するユーザーポータ

ルは Dossia Health Manager と呼ばれ、ニュース

フィード機能、参加企業からのヘルス関連最新情

報ページ、運動や食事習慣による健康ポイント付

与機能、医療記録・検査結果・投薬や予防接種

の記録・アレルギー情報等を保存し、医療プロバ

イダや家族と共有できるサービス、予約状況など

を反映するカレンダー機能、To-do リスト機能等、

サービスは多岐に渡る。プロバイダ向けのデータ

アナリティクスサービスは Dossia Dashboard と呼

ばれ、分析・予測ツールを用いたヘルスリスクの

特定、健康指標ごとのフィルタリング、介入方法の

提案、レポートツール等がある。 

 

２－２－５－４．運営上の特徴等 

2006 年に大手企業 8 社（Walmart、Intel、BP、

Cardinal Health、NantWorks、Pitney Bowes、

Tenet Healthcare Corporation、Applied Materials）

が手を組み、ユーザー中心主義のヘルスケアソリ

ューションの提供、保険会社・医療プロバイダ・薬

局等の情報をユーザーの元で集約しデータアナ

リティクスを活用することで患者・企業の医療コスト

負担削減を図る非営利のパートナーシップ

Dossia Consortium を設立。同年、PHR の運営を

担うスピンオフ企業 Dossia Services Corporation

が設立された。Dossia の取締役会および執行部

は、参加企業の上層部からのメンバーで構成され

た。 

 

２－２－５－５．ビジネスモデル・収益構造 

収益構造に関しての公開情報は限られてい

る。設立の際にはスポンサーの大手 8 社から大き

な出資を受けて始まり、長期的には各種サービス

料から運営資金を得る計画であった。Microsoft

や Google Health 等他の民間 PHR プロジェクトと

は違い、広告収入に頼らない収益構造が特徴的

であった。 

 



２－２－５－６．システム情報・セキュリティ・プライ

バシー 

Dossia の PHR システムは、ハーバード大学と

Boston Children’s Hospital の研究プロジェクト

Children’s Hospital Informatics Program: CHIP と

のパートナー契約により、同プロジェクトによるオ

ープンソース PHR システムの Indivo を基に開発

された。Dossia 独自のシステムは Dossia Health 

Management System と名付けられた。セキュリティ

に関しては、SysTrustSM/TM 標準の要件を満た

している。 

 

２－２－５－７．アプリ・デバイス等 

Dossia は数多くの自社および提携アプリをユ

ーザーに提供。Dossia Health Manager 内に、ユ

ーザーが利用するヘルスアプリを一元管理できる

アプリケーションポータルが設けられているほか、

アプリの検索とダウンロードができる Health 

Marketplace ページが設けられている。 

 

図２２．Dossia Health Manager 患者ポータル 

 

図２３．アプリの一元管理ができるアプリケーシ

ョンポータル 

 

２－２－６．民間： Kaiser Permanente My 

Health Manager 

米国最大級の医療・保険グループ企業である

Kaiser Permanente は、保険部門と医療部門を持

つ。同社の保険プラン加入者は基本的に Kaiser

グループの医療機関で診療を受ける仕組みにな

っている。Kaiser は独自の健康情報交換体

（Health Information Exchange：HIE） を構成して

おり、自社 EHR システムの HealthConnect とリン

クした PHR サービス My Health Manager を展

開。最大規模のユーザー数を誇る民間 PHR であ

る。 

 

２－２－６－１．運営母体 

Kaiser Permanente が運営している。 

 

２－２－６－２．サービス利用者数 

Kaiser の医療・保険プラン加入者数は、2017

年現在 1,170 万人。そのうちオンラインユーザー

登録を行った患者の数は 2016 年現在で 580 万

人（オンライン登録を行うと My Health Manager の

機能が利用可能になるが、全ての登録者がアク

ティブユーザーとは限らない）であった。 

 



２－６－３．サービス概要（利用シーン・データ活

用法） 

自社 EHR である HealthConnect は患者の医療

記録の一元管理に加え、研究とベストプラクティス

で裏付けされた最新の医療情報を医療従事者に

提供。医師らは、特に予防医療の充実にこれらの

情報を活用する事ができる。 

PHR 機能である My Health Manager では、患者

用ポータルサイトを通じ、健康データへの常時ア

クセス、医療従事者へのセキュアメッセージング、

診療予約、過去の診療記録や検査結果の閲覧、

電子処方箋のオーダー、予防接種やアレルギー

情報の閲覧、保険償還情報の閲覧、健康改善や

保険プランに関する情報ツールの利用、患者独

自のケアギャップの特定および健康改善に向け

たステップを提案するパーソナルアクションプラン

の利用等が可能である。 

 

２－２－６－４．運営上の特徴等 

HealthConnect は 2010 年に全面実施となっ

た。Kaiser の医療施設で診療を受けた全患者の

健康情報は同社の EHR システム HealthConnect

にて管理され、HealthConnect は民間部門の

EHR としては世界でも最大規模を誇る。Kaiser は

グループ内の医療機関間及びパートナー医療機

関との間で健康情報の交換を可能にする独自の

HIE を構成しているが、情報共有に同意しない患

者はオプトアウトすることができる。 

 

２－２－６－５．ビジネスモデル・収益構造 

Kaiser Permanente は、HealthConnect のシステ

ム構築に 40 億ドルを投じた。HealthConnect 以前

にも、Kaiser は特定地域を対象とした EHR シス

テムの開発に 4,000 万ドルを投じているが、このイ

ニシアティブは 2004 年に終了が発表された。

HealthConnect の導入後、データ活用により診療

や検査の効率化（件数カット）がもたらされ、

Kaiser 全体で 10 億ドル規模のビジネスコスト削

減が実現されたとの分析もある。患者はオンライン

で登録すれば My Health Manager にアクセスで

き、アプリも無料である。 

 

２－２－６－６．システム情報・セキュリティ・プライ

バシー 

EHR システムプロバイダーの大手である Epic 

Systems Corporation が EHR システムの

HealthConnect を開発。2004 年に終了した Kaiser

のかつての EHR 事業では、IBM と提携して独自

でシステム開発を行おうと試みた。HIPAA をはじ

めとした各種セキュリティ・プライバシー基準を満

たしている。 

 

２－２－６－７．アプリ・デバイス等 

無料の Kaiser Permanente アプリ（iOS、Android

対応）から PHR 機能にアクセス可能である。 

 

図２４．My Health Manager 患者ポータルトップ画

面 

 



図２５．スマートフォンメニュー画面 

 

図２６．メッセージ、予約、処方箋管理、医療記録

閲覧など各種機能を利用可 

 

２－３．現地調査： カンザス州

myKSHealtheRecords 

２－３－１．Kansas Health Information Network

（KHIN）について 

２－３－１－１．KHIN 発足について 

２－３－１－１－１．政府からのイニシアティブ 

医療情報の電子化については、ブッシュ政権

からの米国全体への強い要請が最初のきっかけ

となり、オバマ政権において EHR 導入の動きが

より盛んになった。紙媒体の記録から電子媒体へ

と転換し、健康情報の交換をより容易に、活発に

する目的がある。EHR 導入の際の大きなバリアと

なる高額な初期費用を補助する目的で政府が助

成金を提供した。本来であればシステム購入など

は医療プロバイダが自己負担するため、初期費

用が膨れ上がり、検討段階で導入を躊躇する医

療機関も多い。カンザス州においては、カンザス

州健康環境省（Kansas Department of Health and 

Environment）が助成金を受け取り、病院や医療

プロバイダへ分配するという仕組みをとり、健康情

報交換体（Health Information Exchange: HIE）実

施のきっかけとなった。 

 

２－３－１－１－２．発足の経緯 

カンザス病院協会（the Kansas Hospital 

Association：KHA ）とカンザス医師会（the Kansas 

Medical Society：KMS）が上記連邦助成金を受け

取り、非営利団体を設立した。州民の健康状態を

真に向上させるには、患者自身が自己の健康状

態を把握し、責任を持ち、医療プロバイダとアクテ

ィブに健康情報を交換する仕組みが必須であると

いう理念のもと、HIE の確立を優先事項として発

足した。 

 

２－３－１－２．概要 

２－３－１－２－１．登録者数・参加医療機関数 

2018 年現在、KHIN への登録者は 550 万人に

達している。1,000 箇所程度の医療機関が KHIN

に参加している。 

 

２－３－１－２－２．運営方法 

医療プロバイダへのアプローチから始まり、彼ら

にリーダーシップを取らせる形で運営。医療プロ

バイダで構成する非営利団体が HIE の運営を担

う形態は全米でもあまり例がなく、他州での取り組

みのロールモデルとなっている。 

 

２－３－１－２－３．収益構造 

システム構築などの初期費用は、連邦政府補

助金により賄われた。運営資金は医療プロバイダ

が支払うシステム利用費より調達している。医師に

よる個人利用は年間 200 ドル、病院単位での利

用は年間 8,000 から 150,000 ドル（病院のサイズ

や規模、患者数によって異なる）となる。KHIN の

財政は安定しており、より多くの医療プロバイダが

システムに参加することで規模の経済の原理が働

き、システム利用費を抑えることができている。 

 

２－３－１－３．普及のハードル 

HIE 実施にあたり、一般的に医療プロバイダに

とって最も大きな参加のハードルとなるのはコスト

である。EHR システムの導入には膨大な初期投



資が必要だが、特に機能性の高い EHR は非常

に高価である。EHR にもピンからキリまであり、他

の医療機関や患者との情報交換の機能など病院

経営にも大きなインパクトをもたらし得る機能を搭

載した EHR は高価である。HIE に参加する場合

にはさらに、情報交換を行うネットワーク内の各組

織とのインターフェィス構築の費用が上乗せされ

る。インターフェイスが標準化されていればコスト

が抑えられるが、現状では各ベンダーが独自のイ

ンターフェイスを持っているため、情報交換の基

盤作りにコストがかかる。サービス使用料の高さが

原因で利用率が伸び悩んでいる。将来的には参

加機関をさらに増やし、使用料を減額してよりアク

セスしやすいサービスにしたいと考えている。技

術への抵抗感も普及のバリアとなっている。紙の

医療記録に慣れ親しんでいた世代の医師は、若

い世代に比べ EHR をはじめとした技術を受け入

れるのに時間がかかった。とくに小規模の医療機

関では、EHR を導入したことによる費用対効果の

実感が十分に得られていないため、HIE 参加の

ためにさらなる投資をすることに消極的になるケ

ースもある。 

 

２－３－２．myKSHealtheRecords について 

２－３－２－１．サービス開始の経緯  

２－３－２－１－１．理念：“Shared responsibility” 

より良い医療サービスの提供、患者の健康向

上のためには、医療プロバイダからの一方的なサ

ービス提供のみならず、患者自身が自己の健康

を把握し、医療を提供する側と受ける側の双方が

責任を分け合うこと（Shared responsibility）が重要

であるという KHIN の理念のもと、PHR サービス

は KHIN 設立当初から計画されていた。 

 

２－３－２－１－２．システム開発業者の選定 

2013 年 myKSHealtheRecords のシステム開発

業者選定が公募形式で行われ、

NoMoreClipboard に開発を委託することが決定

した。NoMoreClipboard を選択した理由は、HIE

とリンクした PHR を運営した経験があり、そのノウ

ハウを KHIN が高く評価したため。 

 

２－３－２－２．サービス概要  

２－３－２－２－１．利用者数 

2018 年現在、myKSHealtheRecords の登録者

は約 30,000 人。しかし定期的に利用している患

者は多くはない。 

２－３－２－２－２．利用者の特徴 

KHIN のシステム内の患者は基本的に誰でも

利用できるが、電子メールアドレスを持っているこ

と、PC やスマートフォンなどのデバイスを保持し

電子的に情報を受け取ることが可能であることな

ど、基本的な IT リテラシーがあることが前提条件

となっている。主な利用者は中年層（35-65 歳）で

ある。概してヘルスケアへのニーズや関心が高

く、複数の医療機関を定期的に受診している患者

が多いため、情報を１か所にまとめて一元的にア

クセス・管理できるサービスにメリットを見出す患

者が多い。また、IT に対する抵抗感がなく、負担

なく利用できる。高齢層では、IT 機器の普及や

IT への抵抗感がネックとなり、利用率は低い。カ

ンザスのような過疎地域を多く抱える州では特に

この影響が大きい。健康問題への意識の低い若

年層も利用率は低い。 

 

２－３－２－２－３．サービス使用料 

サービス利用料は無料。登録料に関しては、医

療機関にて登録した際は無料。医療機関を介さ

ない個人登録（オンライン）の場合のみ、本人認

証にかかる登録費として 1.99 ドルがかかる。 

 

２－３－２－２－４．情報管理の仕組み 

HIE と連動した健康情報管理の仕組みとなっ

ており、医療プロバイダが新たな患者情報を EHR

に入力すると、情報が自動的に HIE に同期され、

さらに患者の PHR にも追加される仕組み。 



 

２－３－２－２－５．新情報の追加と通知のステッ

プ 

医者が患者の EHR に健康情報（診療メモ、検

査結果など）を入力すると、共有インターフェイス

を通してデータが患者個人の EHR から HIE へと

同期される。また、PHR の情報更新機能により、

HIE の情報と患者の PHR が 8 時間おきに同期さ

れる情報が更新されて PHR に新たな情報が追加

されると、患者へ電子メールやテキストメッセージ

の形で通知が届く。 

 

２－３－２－３．課題 

２－３－２－３－１．成果の評価の難しさ 

PHR の実施により、医療サービスの向上、ひい

ては州民の健康状態の改善が大きな目標である

が、成果をはかるのが難しいという現状がある。医

療サービスの向上や健康増進は実に様々な要因

の組み合わせによって実現するため、（PHR の利

用など）1 つの要因を取り出してその影響を評価

するのは極めて難しい。KHIN システム内の全患

者の健康状態は上昇傾向にあり、PHR の実施も

その要因の 1 つであると捉えている。 

 

２－３－２－３－２．利用者数の拡大 

最も大きな課題は利用者数の拡大である。いま

だにどのようにしたら利用者・利用率を増やせる

か試行錯誤しており、さまざまな取り組みを行って

いる。利用者の利便性が増すような付加価値の

高いサービスを組み込むことが重要であると考え

ている。現在では利用者・利用率アップに向けて

１）PHR の情報が更新された際の患者への電子メ

ールやテキストメッセージ通知、２）患者にサービ

スに関するフィードバックを求め、どのようなツー

ルに興味があるかを把握、３）患者への教育コン

テンツの提供（HealthWise との契約による）、４）州

が管理する予防接種レジストリとの提携関係によ

り、予防接種記録のダウンロードサービス提供（保

護者や学校関係者 のアクセス数を増やす）、５）

健康・医療関係のクーポンを配信、６）患者が病

状を入力すると、救急に行くべきか、主治医に行

くべきかなど対処法を知らせてくれる症状チェッカ

ー機能、７）患者の家族など、承認を得た第三者

の情報アクセスを可能に、８） 

医療プロバイダとのダイレクトメッセージ機能、９）

その他、ゲーム機能など患者の興味を惹き、エン

ゲージメントを増やすめの新サービスを模索して

いる、といったサービスを提供している。 

 

２－３－２－３－３．個人情報保護 

変わりつつあるが、アメリカ人はプライバシー問

題に非常に敏感であり、個人情報にあたる健康

情報等をインターネット上に保存し、どこからもア

クセス可能にするという PHR の理念に対し、抵抗

感を抱く患者もいる。 

 

２－３－３．データの利活用について 

２－３－３－１．データの活用を推奨 

KHIN は、参加医療機関におけるケアの改善

及び州民とアメリカ国民の健康改善のためのデー

タの活用を強く推奨している。大きく分けて、

Population Health 関連の調査・研究へのデータ

提供と、ネットワーク内の 病院や医師向けのアナ

リティクスツールの提供の 2 つの取り組みを行っ

ている。 

研究の有意性や倫理性が確認された

Population Health 研究プロジェクトに対し、主とし

て匿名化された患者データの提供を行っている。

データの提供を行うにあたり、通常は治験審査委

員会（Institutional Review Board：IRB） の審査を

通過したプロジェクトであることが条件となる。例と

して、最近、コネチカット大学の研究グループが

HIE に集積された患者データをもとに自殺リスク

の特定を行う研究に対して NIH の補助金が下り

ることが決定したが、 KHIN がデータ提供を行う

ことが内定している。 



KHIN 独自のアナリティクスツールを州内の病

院や医療従事者のみならず 7 州の医療関係者に

提供し、広域での医療の向上をサポートしてい

る。具体的な事例として、１）ハイリスク患者（3 つ

以上の慢性疾患または 5 件以上の救急受診歴を

持つ者）を特定し、予防医療の受診状況と照合

し、ケアギャップを特定。医師がハイリスク患者に

予防医療の働きかけができるようにする、２）疾病

レジストリのデータのジオマッピングを行い、健康

リスクの高い人口や地域等を特定。糖尿病や高

血圧症の多い地域をターゲットにした教育プログ

ラム実施計画などに役立てることができる、３）患

者の 30 日間の再入院データを提供し、医療機関

のサービス評価、より質の高いサービスの提供を

サポートする、４）オピオイドなど、処方薬として患

者に提供されている規制物質の処方状況に関す

る情報を提供、５）中毒につながりうるパターンの

早期発見に役立てることができる、６）様々な医療

従事者向け関連レポートツールの提供、などがあ

げられる。 

 

２－３－３－２．患者からの同意の取得について 

２－３－３－２－１．匿名データの場合 

有意性や倫理性が確立している研究に対しての

匿名データ提供は、HIE 参加にあたり全患者が

同意しているため、特に新たに同意を取ることは

ない。 

 

２－３－３－２－２．個人の特定ができるデータの

場合 

研究の有意性や倫理性について一件ごとに審

査し、必要がある場合は該当患者に個別連絡し

同意を取る。特に希少疾病の研究等にこのような

データ利用のケースがある。病院が医療サービス

を提供する目的で患者のデータを利用する際に

は、特別な同意をとる必要はない。 

 

２－４．関連動向 

２－４－１．Apple PHR 構想 

Apple は 2018 年 1 月、今春に一般利用が可

能になる iPhone などの次期 OS「iOS 11.3」に、患

者が自身の医療記録を閲覧できる機能を搭載す

ると発表。 

 

２－４－１－１．概要 

医療記録は、米国の著名な医療機関ジョンズ・

ホプキンス・メディスン（Johns Hopkins Medicine）

やシーダーズ・サイナイ（Cedars-Sinai）など複数

の医療機関から提供されるもので、この機能によ

って患者の元に 1 か所にまとめられる。参加する

医療機関として最初に公表されたのは 12 機関だ

が、正式なリリースまでに増加が見込まれるとい

う。患者がアクセスできる医療情報には、アレルギ

ーや症状、予防接種、検査結果、投薬、処置、バ

イタルサインが含まれ、データがアップデートされ

た際には通知を受け取る。データは暗号化され、

ユーザーの端末の暗証番号によって保護される。

電子医療記録を伝送するための基準である

FHIR（Fast Health Interoperable Resources

（FHIR：医療情報相互運用のための標準フレー

ムワークで、HL7 の次世代版である）を採用して

いる。Apple は 2016 年にベンチャー企業

Gliimpse を買収していた。Gliimpse は 2013 年

設立のシリコンバレーベンチャーで、「パーソナラ

イズされた共有可能な医療記録」を一般市民に提

供することを創業理念としている。 

 

２－４－１－２．業界の反応 

参加するシーダーズ・サイナイは、Apple の強

みとして、安全で信頼できるプラットフォームを持

っていることや、業界最新のオープン標準を採用

したことから、採用の規模を拡大できると指摘して

いる。EHR のベンダーに対し、患者の電子記録

へのアクセスを拡大するようプレッシャーをかける

可能性がある。多くの人が突然これまでにない形

で患者ポータルを使用できるようになることから、



Apple が業界のゲームチェンジャーとなる可能性

がある。患者が iOS の中に入れた健康情報を、ケ

アに影響を与え得る電子カルテ（Electronic 

Medical Records: EMR）システムにどのように組

み込むかが不明確である点が指摘されている。

Apple 製品のユーザーしか使用できないことが欠

点。 パイロット段階での参加機関の数が限られて

おり、共通の患者は多くはない可能性がある。

Google や Microsoft にはなかった利点として、

2011 年に 35％だった米国の成人のスマートフォ

ン保有率が 2017 年には 77％になっていることが

ある。消費者にアクセスの手段があり、操作方法

が分かっていることが強みになる。 

 

図２７Apple の PHR アプリの 

イメージ 

 

２－４－２．Amazon、JP Morgan Chase、

Berkshire-Hathaway 提携 

Amazon、JP Morgan Chase、Berkshire-

Hathaway の 3 社は 2018 年 1 月、米国での医療

費の負担が重いことを背景に、医療に関して従業

員の満足度を向上させ、コストを削減するために

提携すると発表した。提携は、非営利の新会社を

設立する形で行われ、この会社はまず、米国の従

業員とその家族に対して、「シンプルで質が高く、

透明性のある医療を妥当な価格で提供する」ため

の技術的なソリューションに焦点を当てるという。

詳細については今後発表される予定。 

 

２－４－２－１．業界の反応 

この発表を受けて、大手保険会社

UnitedHealth、Aetna、Humana などヘルスケア関

連の株が下落した。大手企業が自前のヘルスケ

アを提供することが業界にもたらし得る影響の大

きさに加え、事業内容の詳細が明かされなかった

ことがかえって不安感を煽り、株売りの先行につ

ながったとみられる。 

プライバシーが課題。アメリカの労働者は、雇

用主が自身の健康に関して積極的な役割を果た

そうとすることを歓迎しない。Amazon は、健康上

の選択によって異なる待遇を受けることがないと

いうメッセージを従業員に対して出す必要があ

る。 

業界は違うが、実績のある 3 社が行うため、期

待が持てる。問題は、100 万人の従業員とその家

族の計 300 万人の家族が、果たして単価に大き

なインパクトを引き起こすほど多いのかということ

だ。この提携は、3 社の従業員だけに適用される

予定だが、注目を集めているため、成功すればそ

の他の企業にとってのモデルとなる可能性があ

る。 

 

４－２－２．活動の予測 

新会社の活動の詳細はまだ明らかになってい

ないが、フォーブス誌は１）より利用しやすく多くの

医療機関の情報を統合した EHR を構築する、２）

企業の自家保険のサブマーケットを拡大する、３）

薬やその他の医療製品の購入・流通でブローカ

ーを排除するといった推測を挙げている。 

ニューヨーク・タイムズ紙は、単に労働者が地元

の医師を見つけるのを支援するだけなのか、オン

ライン上での医療アドバイスに誘導するのか、薬

や処置の値段を下げるよう交渉するのか、詳細は

分かっていないとしている。 



 

２－５．米国 PHR 調査のまとめ 

２－５－１．事業主体 

今回調査した代表的な事例では、米国政府、

州政府など、政府系機関が実施している事例が

多かった。ただし、Apple をはじめとして、PHR ビ

ジネスに参入する企業が出始めており、今後も企

業の参入は続くと思われる。 

 

２－５－２．対象者・利用者数 

MyHealtheVet は退役軍人向け、州政府では

当該州の住人、民間では従業員や保険加入者な

ど、一定程度限定した範囲を対象に、事業を行っ

ている。EHR 等のシステム登録者数は 100 万人

単位の規模となっているが、実際に PHR サービ

スを頻繁に利用するアクティブユーザーは数万人

程度から 100 万人以上となっており、事例によっ

て大きく異なる。 

 

２－５－３．サービス内容 

自身の診療情報・健康情報等の閲覧・入力等

が基本的な機能である。また、システム上からの

診療予約、処方箋の補充注文、医療従事者との

メッセージ機能等、患者の利便性を高める機能、

診療だけでなく予防接種の情報を記録・閲覧でき

る機能もある。その他、蓄積された患者データを

利用した高リスク患者グループの特定、慢性疾患

の管理、再入院リスクの予測等、医療機関向けの

データアナリティクスサービスを提供する事例もあ

る。 

 

２－５－４．収益構造 

 米国政府、州政府から運営資金の一部または

全部を得ている他、登録している医療機関からも

システム利用料を徴収し、EHR を含めたシステム

全体を運営している。利用者から登録料を徴収す

る事例（カンザス州）もあるが、1.99 ドルと小額で

あり、運営に寄与するほどではないと思われる。 

 

２－５－５．情報システム・セキュリティ 

EHR システムプロバイダーの大手企業である

Epic、Cerner をはじめ、NoMoreClipboard、Orion 

Health といった企業がシステム開発に携わってい

る。多くの事例が HIPAA の基準に準拠している

が、一部準拠していない事例（メイン州）もある。 

 

２－５－６．課題 

 サービスの周知、利用者の拡大が課題となって

おり、患者教育やクーポン等のコンテンツの配信

等、付加価値の創出を図っている。また運営維持

の観点では、EHR を含めたシステムに登録する

医療機関を増やすことも課題として挙げられる。

その他、PHR の実施による医療サービスの質向

上、健康状態の改善といった成果を評価すること

の難しさも課題となっている。 

 

Ｄ. 考察 

１．My Health Record から見た日本の PHR の

可能性 

My Health Record はオーストラリア政府が中

心となって普及を進めている。Personally 

Controlled Electronic Health Records として稼働

後しばらくはレジストレーション数が伸び悩

む時期があったが、My Health Record として

ADHA が管理するようになって以降、順調に

利用者数が増加している状況が明らかとなっ

た。My Health Record の成功は、オーストラリ

アの高い電子カルテ等の普及率がベースとな

っている。日本では 400 床以上の病院を中心に

電子カルテの普及が進んでいるが、それ以下の

病院やクリニックではまだまだ紙カルテを使

っている医療機関が少なくない。これらの医療

機関をいかに電子化していくかは課題となっ

ていくと考える。一方、健診に関しては、オー

ストラリアが任意健診で受診者を増やすこと

を苦労しているが、日本は企業健診普及により、



多くのデータを保持する状況である。特に特定

健診に関しては、共通のフォーマットでデータ

を出力することが可能であるため、この領域か

ら PHR を開始することは理にかなっている。 

オーストラリアでは、日本と同様に複数の電

子カルテメーカが存在している。これらの電子

カルテから My Health Record にデータを出す

ため、オーストラリア政府がそれぞれの電子カ

ルテメーカの中間プログラムを開発して、無償

で提供する形となっている。中間プログラムの

開発費用をそれぞれの病院負担とした場合、デ

ータを提供することができない病院が出てく

ることが予想される。日本においては電子カル

テメーカの数はある程度限られているため、こ

の手法は有効であると考える。一方、特定健診

を除く企業健診のデータについては、企業がそ

れぞれの健康管理の実態に合わせて、独自開発

をしているケースが少なくない。健診機関や一

部の企業においては、市販のシステムを用いて

いるため、これらのシステムに対する中間プロ

グラムの開発は有効であると考える。一方、企

業が開発する独自システムについては、データ

出力の方法を議論する必要がある。 

My Health Record は ADHA により蓄積され

るべきデータが議論されている。GP は日常診

療にあたるため、毎回の診療記録を出力するよ

り、治療経過のサマリ（病歴サマリ）を登録す

るべきと考えられている。病歴サマリの作成は

GP の労力が必要であるため、インセンティブ

が与えられる。Hospitalは入院治療が主となる。

入院治療については退院サマリに治療経過が

まとめられるため My Health Record に登録が

行われる。退院サマリは病院で日常作成される

ものであるため、インセンティブは与えられて

いない。日本はオーストラリアと診療形態は異

なるが、病院での外来診療や、クリニックでの

診療における外来サマリの作成にインセンテ

ィブを付けることで、PHR に外来診療データ

が蓄積することを促進することができると考

える。My Health Record に登録されるデータは

7 日間、患者に見えない仕様となっており、主

治医はセンシティブな情報は My Health Record

から削除することができる。一方、市民は My 

Health Record に登録された記録は「制限付きア

クセス」の設定により、医療機関に開示しない

選択を行うことができる。このように、My 

Health Record は市民、医療者ともに配慮が行わ

れていた。日本においても、どういった記録が

開示されるか不安に思っている医療者や市民

は一定数存在すると思われる。広く PHR が普

及するためには、医療者、市民による記録のア

クセスコントロールは必要であると考える。 

オーストラリアは日本と同様に国民皆保険

が整備されている。人口が約 2500 万人と日本

の 1/5 程度であるが、メルボルン、シドニー、

ブリスベン、パース、アデレートの人口 100 万

人以上の都市を持つ一方、人口の少ない地域を

持つなど、日本と似た状況がある。オーストラ

リアは PHR である My Health Record を政府主

導で実施し、その利用状況をヒヤリングにて確

認した結果、程度の成功を収めていると考えら

れた。今後、オプトアウト方式での参加となる

ため、その利用は加速度的に伸びる可能性があ

る。オーストラリアの My Health Record の普及

は医療記録の電子化が広く進んでいることが

基本となっている。日本はオーストラリアと同

じことを実現するためには、400 床以下の病院

やクリニックでの電子カルテ普及が課題とな

る。一方、日本ではレセプト情報や特定健診情

報は電子化が整備されている。記録を蓄積する

ことを始めることは重要であり、これらの記録

を中心に PHR 事業を開始することは大切であ

ると考えられた。 

 

２．米国 PHR 調査による日本における PHR の

導入・普及に関する課題 



２－１．ヒトの視点（どのようにして利用者を増やす

か？） 

先進的な米国であっても利用者増加には試行錯

誤している状況であり、日本でも同様の課題に直

面することが予想される。特効薬となるようなサー

ビスを開発することは難しいが、情報の一元化

（健診、予防接種等）、利便性の向上（診療予約、

メッセージ機能等）、利用者への情報発信（患者

教育、疾病リスク予測等）などの視点から具体的

なサービスを作り込むことが考えられる。 

 

２－２．モノの視点（どのようにして PHR サービス

を構築・普及させるか？） 

PHR の普及に当たっては、医療機関間で患者

情報を共有・登録し合える EHR システムの構築

がベースとなるため、米国では EHR 導入のイン

センティブを促進する政策が施行されており、日

本でも同様の政策的な後押しによって、EHR の

導入が加速すると思われる。更に、現状では小規

模の医療機関になるほど電子カルテの導入率は

低く、電子カルテの導入も進める必要がある。た

だし、PHR で扱う情報（診療に関わらない情報）

によっては、EHR の普及を前提とせずに PHR を

普及させることも可能である。 

 

２－３．カネの視点（どのようにしてサービス構築・

維持費用を賄うか？） 

医療機関によって異なるベンダーのシステム同

士を接続させること、PHR のサービス内容を充実

させることで、システムの導入費用・維持費用は高

くなる。サービス内容にもよるが、米国のような大

規模な取り組みを行う場合には、医療機関や利

用者の費用負担のみでは賄うことができず、行政

（国、自治体）から一定程度の補助が継続的に行

われなければ成り立たないと思われる。 

 

Ｅ．結論 

オーストラリアの PHR サービスは国が主催して

いた。米国では民間の PHR サービスも見られるが、

多くは国の補助金を用い州が主催する PHR サー

ビスであった。初期の My Health Record、米国の

PHR ともに、国民の参加数を増やすことに課題を

抱えていた。オーストラリアでは国として、PHR へ

の参加をオプトインからオプトアウトとすることで参

加人数を増やすことに成功している実態が明らか

となった。 

オーストラリアの PHR の成功は、高い電子カル

テ導入率と国が電子カルテと PHR をつなぐ

Gateway を開発し無償提供したことが要因の一つ

として考えられる。一方、米国では小規模の医療

機関では電子カルテの普及率は低いことが問題

の一つとなっていた。日本でも小規模の医療機関

の電子カルテ普及率は高くなく、PHR 普及に向け

た課題となると考えられる。 

一方、両国ともに日本の健診にあたる制度は存

在せず、国民自らが医療機関を受診して検査を

受ける形態であった。このため、医療機関からデ

ータを PHR に出力するモデルが成立する。一方、

日本では健診機関と医療機関が異なるため、健

診機関から PHR にデータを出す仕組みが必要と

なる。 

日本において PHR を効率的に普及させるため

には、PHR 稼働に向けた初期費用だけでなく、医

療機関や健診機関からPHR にデータを出す仕組

みづくり、国民を PHR に参加させるための制度づ

くりが必要になってくると考えられる。日本ではレ

セプト情報や特定健診情報は電子化が整備さ

れており、これらの記録を中心に PHR 事業を

開始することは大切であると考えられた。 
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 なし 
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個人自らが効果的な健康管理を推進するために必要なIT基盤に対する市民意識調査 

 

研究分担者 武田理宏 大阪大学大学院医学系研究科 医療情報学 准教授 

                   

研究要旨 

本研究は、個人自らが効果的な健康管理を推進することを目的に、パーソナルヘルスレコー

ド（PHR）に対する市民意識調査を行うことを目的とした。市民意識調査は三菱総合研究所

の生活者市場予測システムを利用し、対象は 10 歳刻みで 20 代-60 代の男女をそれぞれ 250 名

（合計 2500 名）とした。PHR サービスの利用、PHR サービスへのデータ入力の意思はアン

ケート対象者の半数程度で示された。一方、情報漏洩に対する不安は各年代で女性が高い結果

となった。PHR サービスの対象が健康情報（血圧、体重、歩数、体温など）に限定されても

約半数が利用の意思を示したが、健診情報、医療情報と広がっても利用の意思の大きな伸びは

認めなかった。調査対象者のうち、男性の 3 割、女性の 2 割は PHR サービスに対して対価を

払うと回答した。データの二次利用は調査対象の約 6 割が前向きな意見を示した。以上より、

連携可能な項目から PHR サービスを開始し、その対象を広げていくことが可能であると考え

られた。 

Ａ．研究目的 

パーソナルヘルスレコード（PHR）では、

複数の医療福祉機関、健診機関、会社や健保

組合などで発生する情報を取りまとめる必要

があり、個人情報取り扱いの観点から、市民

が PHR のサービスサーと契約を行い、これ

らの情報を登録する仕組みが必要となると考

える。PHR のサービスサーはサービスの開発

コストや維持コストが発生するため、市民が

PHR のサービスサーに利用料金を払うモデル

を考える必要がある。このためには、市民が

どの程度 PHR に自身のデータが蓄積される

ことに興味を持ち、どういったデータが蓄積

されることを望み、その対価をどの程度支払

う意思があるか把握する必要がある。また、

今後の医学研究に向けて、あるいは匿名化デ

ータを企業に提供することで維持コストを捻

出する観点から、蓄積されたデータが二次利

用されることに対する意見を把握する必要が

ある。以上のことから、我々は、個人自らが

効果的な健康管理を推進するために必要な IT

基盤に対する市民意識調査を実施した。 

 

Ｂ．研究方法 

市民意識調査は三菱総合研究所の生活者市

場予測システムを利用し、対象は 10 歳刻みで

20 代-60 代の男女をそれぞれ 250 名（合計

2500 名）とした。調査時期は 2018 年 3 月上

旬である。 

 ここでの PHR は、１）健康情報や、健診の

情報、複数の医療機関の診療情報をスマートフ

ォンやパソコンで統合管理するプラットフォ

ーム、２）健康・健診・医療に関する情報とは

具体的には健康情報（血圧、体重、歩数、体温

など）、健診情報（企業健診、妊婦健診、市民

健診などの情報（血糖、脂質など））、医療情報



（医療機関で処方された薬歴情報、病院におけ

る診療情報（病名、病歴サマリなど））を示す、 

３）健康情報はご自身でデータを入力、一方、

健診情報や医療情報は自ら入力する必要はな

い、４）PHR のデータは日本国内のデータセ

ンターに登録、管理され、セキュリティが担保

された接続を用い、インターネットを介してデ

ータを閲覧する、５）PHR にデータを管理す

ることで、転職、退職、転院などの際も、ご自

身の健康・健診・医療に関するデータを途切れ

ることなく管理することができる、と定義を行

い、添付資料に示すようなアンケートを実施し

た。 

 

Ｃ．研究結果 

１．健康や疾患への関心 

 「Q1. ふだん、自分を健康だと思いますか」

に対しては、図 1 に示すごとく約 30％が自ら

を不健康と感じている結果であった。「Q3. あ

なたは、ご自身の健康に関してどの程度関心が

ありますか」に対しては、図 3 に示すごとく約

8 割が健康への関心を示す結果であった。Q1.

で自らを不健康と思っている層においても

80％（とても関心がある：30％、どちらかとい

うと関心がある：50％）が健康への関心を示し

ており、PHR が自身の健康情報への閲覧や不

健康改善へのモチベーションとなる可能性が

示唆された。 

「Q2. 以下の健康や疾病に関する項目で関

心があるものをすべて選択してください (複

数選択可)」については図 2 に示すごとく、妊

娠や出産が 7.4％、子供の発育が 10.9％、一般

的によく罹患する病気（風邪、インフルエンザ、

花粉症など）が 36.7％、生活習慣病（糖尿病や

高血圧症など）が 38.7％、悪性腫瘍（乳がん、

大腸がん、胃がんなど）が 25.9％、精神性疾患

（うつ病など）が 17.8％、認知症（アルツハイ

マー症など）が 19，0％、治療法がない難病疾

患などが 8.8％であったが、あてはまるものが

ない（未選択）も 32.6％認めた。 

 

２．各データの利活用ニーズ 

「Q4. あなたは以下の情報を利活用するこ

とについてどのように考えますか」に対しては、

図 4 に示すごとく、ライフコースの一時期に

獲得するデータニーズは低く他のデータニー

ズに大きな差異はない結果であった。性、年齢

別に「積極的に利活用したい」「どちらかとい

うと利活用したい」と回答した者の割合を図 5

に表す。全般的に女性の方が高く、高齢者のほ

うが高い傾向を示した。「妊娠や分娩に関する

データ」、「乳幼児健診や予防接種歴」、「学校健

診の結果」など子供に関する項目は、若いほど、

女性ほど高い傾向を示した。電子化データによ

る管理が少ないと思われる「学校健診の結果」

が、「妊娠や分娩に関するデータ」、「乳幼児健

診や予防接種歴」、と同程度に利活用が必要と

考えられており、その仕組みを検討する必要性

があると考えられた。 

 

３．データ入力の意思 

「Q5. あなたは、PHR サービスに、健康情

報をご自身で入力する意思がありますか」に対

しては、 図 6 に示すごとく、約半数はデータ

入力の意思を示した。年齢別に見ると、20 歳

台は 42％、30 歳台は 40%、40 歳台は 42%、

50 歳台は 46%で性差を認めなかったが、60 歳

台は男性が 58%、女性は 46%と 60 歳台の男

性がデータ入力の意思を示す割合が多かった。 

 

４．PHR サービス利用意向 

「Q6. あなたは以下の PHR サービスを利

用したいと思いますか」に対しては、図 7 に示

すごとく約半数が利用の意向を示した。一方、

PHR サービスの範囲が健康情報から、健康、

健診情報、健康、健診、医療情報と広がっても、

利用の意向は高くならなかった。性、年齢別に

みると、男性高齢者でやや利用意向が高い傾向



があったが、他の層は大きな差を認めなかった。 

 

５．PHR サービスの価値 

「Q7. あなたは以下の PHR サービスを利

用する場合、サービスにいくら支払いますか」

については、各サービスで大きな差異なく、約

８割が無料を希望、有料では 200-500 円を支

払う意思のある方が多かった。性別に見た

PHR サービスに対して支払う意思のある金額

（図 10）は、男性の方がサービスに対し高い

対価を支払う傾向にあり、10％程度が月 200

円、10％程度が月 500 円、3％から 5％が月

1000 円程度の対価を支払う意思を示した。 

 

６．各種サービス利用意向 

「Q8. あなたは以下の各種サービスを利用

したいと思いますか」については、各種サービ

スで利用意向に大きな差異は認めず、70％程

度が各種サービスの利用に肯定的な意向を示

した。 

 

７．PHR の運営主体 

 「Q9. 以下の各機関は PHR 運営主体として

どの程度望ましいと思いますか」については、

図 12 に示すごとく行政機関や医療機関が高く、

次いで学術・研究機関で、民間企業は相対的に

低い傾向を示した。 

 

８．健康改善のインセンティブ 

「Q10.あなたが健康などの改善に取り組む

にあたり、以下のメリットは重要ですか」に対

しては、健康状態の把握も大きなメリットだが、

医師への呈示も約 8 割がメリットとしている

ことが明らかとなった。 

 

９．情報漏えいへの不安 

「Q11.あなたは健康・健診・医療情報利用に

おいて情報漏えいをどの程度不安に思います

か」に対しては、半数以上が情報漏えいに対す

る不安をいだいていることが明らかとなった。

年齢別には不安を示したのは 20 歳台が 70%、

30 歳台 69%に対し、40 歳台が 75%、50 歳台

が 76%、60 歳台が 75%と、40 歳以上で不安

が強い傾向を示した。男女別に見ると、男性は

67%が不安を示したに対し、女性は 79%が不

安を示す結果となった。 

 

１０．データの二次利用 

「Q12.あなたは、以下の各種項目へ、匿名の

形で自らの健診・医療情報を利用することに賛

成ですか」に対しては、図 15 に示すごとく、

医学的研究へは約 8 割が賛成、商品開発等へ

は約 6 割が賛成となっており、商品開発等へ

の利用も決して否定的ではないことが明らか

となった。一方、「Q13.あなたは匿名データを

利活用する主体として、以下の各機関について

どのように考えますか」に対しては、図１６に

占めるごとく、行政、学術研究、医療機関の利

用と民間利用の間で大きな差異を認めた。 

 

Ｄ. 考察 

本調査はPHRサービスに対する市民の意識

を調査する目的で企画された。本意識調査はイ

ンターネットを用いて実施されたものであり、

比較的 IT リテラシーの高い層から回答が得ら

れていることが想定されるため、その考慮は必

要となる。 

PHR サービスの利用、PHR サービスへのデ

ータ入力の意思はアンケート対象者の半数程

度で示され、男性高齢者が高い結果となった。

一方、情報漏洩に対する不安は各年代で女性が

高い結果となった。高齢になるほど、健康不安

は強くなり、医療サービスの提供を受ける機会

が多くなるため、PHR サービスの利用を希望

するケースが多くなると考えられるが、女性が

情報漏洩に対する不安から男性に比べ、その割

合が低くなった可能性が考えられる。PHR サ

ービスにあたってはセキュリティに考慮し、そ



の説明を丁寧に行うことでその対象者を広げ

られる可能性があると考える。 

 我々としては、PHR サービスで取り扱う範

囲が、健康情報、健康・健診情報、健康・健診・

医療情報と広がるにつれて、PHR サービスの

利用の意思が広がると予想していたが、意識調

査の結果では大きな差は認めず、約半数が利用

の意思を示した。このことは、現在できること

項目からPHRサービスを開始することが重要

であることを示唆していると考える。 

 PHR サービスの対価については、男性の 7

割、女性の 8 割が無料であれば使用するとの

結果であった。逆に、男性の 3 割、女性の 2 割

はサービスに対して対価を払うと答えており、

特に男性は女性より高い対価を選択していた。

また、男性、女性ともに PHR サービスが健康

情報、健康・健診情報、健康・健診・医療情報

に広がるにつれて有償を選択する割合が増加

していた。このことから、月 200 円程度の対

価で PHR サービスを開始し、PHR サービス

の対象の広がるにつれ、利用者の増加、対価の

増額が期待できる結果となったと考える。 

データの二次利用については、約 6 割が前

向きな意見を示したが、前向きではない層も少

なくなかった。また民間企業のデータの二次利

用は否定的な意見も少なくなかった。以上より、

PHR サービスの中でデータの二次利用に対し

てオプトアウトできるようなシステムを構築

することで、データ二次利用の環境を作る必要

性があると考えられた。 

 

Ｅ．結論 

PHR に対する市民意識調査では調査対象者

の 2 人に 1 人が PHR サービス利用の意思を、4

人に 1 人は PHR サービスに対し対価を支払う意

思を示した。PHRサービスの対象の大小に関わら

ずそのニーズはあることから、連携可能な項目か

ら PHR サービスを開始する必要性があると考えら

れた。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 なし 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

 なし 

２．学会発表 

 なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 なし 
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し
た
く
な
い

11
医
療
機
関
で
処
⽅
さ
れ
た
薬
の
履
歴

積
極
的
に
利
活
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
活
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
活
⽤
し
た
く
な
い

ま
っ
た
く
利
活
⽤
し
た
く
な
い

12
医
療
機
関
で
の
治
療
内
容

積
極
的
に
利
活
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
活
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
活
⽤
し
た
く
な
い

ま
っ
た
く
利
活
⽤
し
た
く
な
い

13
⾷
品
や
薬
剤
に
対
す
る
ア
レ
ル
ギ
ー
情
報
、
副
作
⽤
情
報

積
極
的
に
利
活
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
活
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
活
⽤
し
た
く
な
い

ま
っ
た
く
利
活
⽤
し
た
く
な
い

14
医
療
費

積
極
的
に
利
活
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
活
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
活
⽤
し
た
く
な
い

ま
っ
た
く
利
活
⽤
し
た
く
な
い

PH
Rサ

ー
ビ
ス
に
関
し
て

15
デ
ー
タ
⼊
⼒
の
意
思

と
て
も
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
な
い

ま
っ
た
く
な
い

16
と
て
も
利
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
し
た
く
な
い

ま
っ
た
く
利
⽤
し
た
く
な
い

17
と
て
も
利
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
し
た
く
な
い

ま
っ
た
く
利
⽤
し
た
く
な
い

18
と
て
も
利
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
し
た
く
な
い

ま
っ
た
く
利
⽤
し
た
く
な
い

19
20
0円

/⽉
な
ら
使
う

50
0円

/⽉
な
ら
使
う

10
00
円
/⽉

な
ら
使
う

20
00
円
/⽉

な
ら
使
う

そ
れ
以
上

無
料
な
ら
ば
使
う

20
20
0円

/⽉
な
ら
使
う

50
0円

/⽉
な
ら
使
う

10
00
円
/⽉

な
ら
使
う

20
00
円
/⽉

な
ら
使
う

そ
れ
以
上

無
料
な
ら
ば
使
う

21
20
0円

/⽉
な
ら
使
う

50
0円

/⽉
な
ら
使
う

10
00
円
/⽉

な
ら
使
う

20
00
円
/⽉

な
ら
使
う

そ
れ
以
上

無
料
な
ら
ば
使
う

22
⾃
ら
の
健
診
・
医
療
デ
ー
タ
を
管
理
し
閲
覧
す
る

と
て
も
利
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
し
た
く
な
い

ま
っ
た
く
利
⽤
し
た
く
な
い

23
将
来
の
疾
患
発
症
リ
ス
ク
が
提
⽰
さ
れ
る

と
て
も
利
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
し
た
く
な
い

ま
っ
た
く
利
⽤
し
た
く
な
い

24
適
切
な
助
⾔
（
運
動
や
⾷
事
療
法
な
ど
）
が
提
供
さ
れ
る

と
て
も
利
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
し
た
く
な
い

ま
っ
た
く
利
⽤
し
た
く
な
い

25
医
療
機
関
の
受
診
を
勧
め
ら
れ
た
り
、
受
診
す
べ
き
医
療
機
関
の
リ
ス
ト
が
⽰
さ
れ
た
り
す
る

と
て
も
利
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
し
た
く
な
い

ま
っ
た
く
利
⽤
し
た
く
な
い

26
医
療
従
事
者
か
ら
の
助
⾔
（
治
療
⽅
法
に
関
す
る
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
）
が
受
け
ら
れ
る

と
て
も
利
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
し
た
く
な
い

ま
っ
た
く
利
⽤
し
た
く
な
い

27
別
の
病
院
を
受
診
し
た
際
に
、
⾃
ら
の
過
去
の
処
⽅
内
容
や
過
去
の
診
察
情
報
を
医
師
に
⾒
せ
ると

て
も
利
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
し
た
く
な
い

ま
っ
た
く
利
⽤
し
た
く
な
い

28
⾃
ら
の
医
療
費
を
閲
覧
で
き
る

と
て
も
利
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
し
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
し
た
く
な
い

ま
っ
た
く
利
⽤
し
た
く
な
い

29
国
や
都
道
府
県
な
ど
の
⾏
政
機
関

と
て
も
の
望
ま
し
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
望
ま
し
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
望
ま
し
く
な
い

ま
っ
た
く
望
ま
し
く
な
い

30
⼤
学
や
研
究
所
な
ど
の
学
術
・
研
究
機
関

と
て
も
の
望
ま
し
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
望
ま
し
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
望
ま
し
く
な
い

ま
っ
た
く
望
ま
し
く
な
い

31
病
院
や
医
師
会
な
ど
の
医
療
機
関

と
て
も
の
望
ま
し
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
望
ま
し
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
望
ま
し
く
な
い

ま
っ
た
く
望
ま
し
く
な
い

32
⺠
間
企
業

と
て
も
の
望
ま
し
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
望
ま
し
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
望
ま
し
く
な
い

ま
っ
た
く
望
ま
し
く
な
い

33
⾃
ら
の
健
康
状
態
を
把
握
で
き
る

と
て
も
重
要
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
重
要
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
重
要
で
な
い

ま
っ
た
く
重
要
で
な
い

34
医
師
に
⾃
⾝
の
健
康
状
態
の
記
録
を
⾒
せ
る
こ
と
が
で
き
る

と
て
も
重
要
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
重
要
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
重
要
で
な
い

ま
っ
た
く
重
要
で
な
い

35
健
康
ポ
イ
ン
ト
・
商
品
券
な
ど
を
付
与
さ
れ
る

と
て
も
重
要
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
重
要
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
重
要
で
な
い

ま
っ
た
く
重
要
で
な
い

36
情
報
漏
え
い
へ
の
不
安

あ
な
た
は
健
康
・
健
診
・
医
療
情
報
利
⽤
に
お
い

て
情
報
漏
え
い
を
ど
の
程
度
不
安
に
思
い
ま
す
か

と
て
も
不
安
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
不
安
で
あ
る

あ
ま
り
不
安
で
は
な
い

ま
っ
た
く
不
安
で
は
な
い

PH
Rサ

ー
ビ
ス
の
⼆
次
利
⽤
に
関
し
て

37
治
療
法
の
開
発
な
ど
、
医
学
的
な
研
究

と
て
も
賛
成

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
賛
成

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
反
対

と
て
も
反
対

38
新
し
い
健
康
商
品
の
開
発
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

と
て
も
賛
成

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
賛
成

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
反
対

と
て
も
反
対

39
国
や
都
道
府
県
な
ど
の
⾏
政
機
関

積
極
的
に
利
⽤
を
す
す
め
る
べ
き

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
を
す
す
め
る
べ
き

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
を
す
す
め
る
べ
き
で
な
い

ま
っ
た
く
利
⽤
す
べ
き
で
な
い

40
⼤
学
や
研
究
所
な
ど
の
学
術
・
研
究
機
関

積
極
的
に
利
⽤
を
す
す
め
る
べ
き

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
を
す
す
め
る
べ
き

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
を
す
す
め
る
べ
き
で
な
い

ま
っ
た
く
利
⽤
す
べ
き
で
な
い

41
病
院
や
医
師
会
な
ど
の
医
療
機
関

積
極
的
に
利
⽤
を
す
す
め
る
べ
き

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
を
す
す
め
る
べ
き

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
を
す
す
め
る
べ
き
で
な
い

ま
っ
た
く
利
⽤
す
べ
き
で
な
い

42
⺠
間
企
業

積
極
的
に
利
⽤
を
す
す
め
る
べ
き

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
を
す
す
め
る
べ
き

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
利
⽤
を
す
す
め
る
べ
き
で
な
い

ま
っ
た
く
利
⽤
す
べ
き
で
な
い

前
問
で
「
ま
っ
た

く
利
⽤
し
な
い
」

以
外
の
者
の
み

あ
な
た
は
、
ご
⾃
⾝
の
健
康
に
関
し
て
ど
の
程
度
関
⼼
が
あ
り
ま
す
か

健
康
改
善
⾏
動
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

⼆
次
利
⽤
デ
ー
タ
利
⽤
の
主
体

あ
な
た
は
匿
名
デ
ー
タ
を
利
活
⽤
す
る
主
体
と
し

て
、
以
下
の
各
機
関
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え

ま
す
か

あ
な
た
は
、
健
康
・
健
診
・
医
療
情
報
を
使
っ
た
PH
Rサ

ー
ビ
ス
を
利
⽤
し
た
い
と
思
い
ま
す
か

PH
Rサ

ー
ビ
ス
の
運
営
主
体

以
下
の
各
機
関
は
PH
R運

営
主
体
と
し
て
ど
の
程

度
望
ま
し
い
と
思
い
ま
す
か

あ
な
た
が
、
健
康
情
報
（
健
診
情
報
・
医
療
情
報
を
含
ま
な
い
）
を
使
っ
た
PH
Rサ

ー
ビ
ス
を
利
⽤
す
る
場
合
、
サ
ー
ビ
ス
に
い
く
ら
⽀
払
い
ま
す

か あ
な
た
が
、
健
康
・
健
診
・
医
療
情
報
を
使
っ
た
PH
Rサ

ー
ビ
ス
を
利
⽤
す
る
場
合
、
サ
ー
ビ
ス
に
い
く
ら
⽀
払
い
ま
す
か

あ
な
た
が
健
康
な
ど
の
改
善
に
取
り
組
む
に
あ
た

り
、
以
下
の
メ
リ
ッ
ト
は
重
要
で
す
か

PH
Rの

定
義
・
説
明

PH
Rサ

ー
ビ
ス
の
料
⾦

PH
Rサ

ー
ビ
ス
の
利
⽤
ニ
ー
ズ

あ
な
た
は
、
健
康
情
報
（
健
診
情
報
・
医
療
情
報
を
含
ま
な
い
）
を
使
っ
た
PH
Rサ

ー
ビ
ス
を
利
⽤
し
た
い
と
思
い
ま
す
か

利
⽤
す
る
デ
ー
タ
の
内
容

あ
な
た
は
以
下
の
情
報
を
利
活
⽤
す
る
こ
と
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か

あ
な
た
は
、
健
康
・
健
診
情
報
（
医
療
情
報
を
含
ま
な
い
）
を
使
っ
た
PH
Rサ

ー
ビ
ス
を
利
⽤
し
た
い
と
思
い
ま
す
か

あ
な
た
が
、
健
康
・
健
診
情
報
（
医
療
情
報
を
含
ま
な
い
）
を
使
っ
た
PH
Rサ

ー
ビ
ス
を
利
⽤
す
る
場
合
、
サ
ー
ビ
ス
に
い
く
ら
⽀
払
い
ま
す
か

ふ
だ
ん
、
⾃
分
を
健
康
だ
と
思
い
ま
す
か

以
下
の
健
康
や
疾
病
に
関
す
る
項
⽬
で
関
⼼
が
あ
る
も
の
を
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い

あ
な
た
は
、
PH
Rサ

ー
ビ
ス
に
、
健
康
情
報
を
ご
⾃
⾝
で
⼊
⼒
す
る
意
思
が
あ
り
ま
す
か

PH
Rサ

ー
ビ
ス
の
定
義
・
説
明

⼆
次
利
⽤
各
種
サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ

あ
な
た
は
、
以
下
の
各
種
項
⽬
へ
、
匿
名
の
形
で

⾃
ら
の
健
診
・
医
療
情
報
を
利
⽤
す
る
こ
と
に
賛

各
種
サ
ー
ビ
ス
の
ニ
ー
ズ

あ
な
た
は
以
下
の
各
種
サ
ー
ビ
ス
を
利
⽤
し
た
い
と

現
在
、
個
⼈
が
⽣
涯
に
わ
た
り
⾃
分
⾃
⾝
に
関
す
る
健
康
・
健
診
・
医
療
情
報
を
収
集
・
保
存
し
活
⽤
で
き
る
仕
組
み
が
模
索
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
仕
組
み
の
こ
と
を
PH
R（

パ
ー
ソ
ナ
ル
ヘ
ル
ス
レ
コ
ー
ド
）
と
い
い
、
情
報
は
主
に
電
⼦
デ
ー
タ
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
ご
回
答
い
た
だ
く
Ｐ
Ｈ
Ｒ
（
パ
ー
ソ
ナ
ル
ヘ
ル
ス
レ
コ
ー
ド
）
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
想
定
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．
健
康
情
報
や
、
健
診
の
情
報
、
複
数
の
医
療
機
関
の
診
療
情
報
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
で
統
合
管
理
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
す
。

２
．
上
記
の
健
康
・
健
診
・
医
療
に
関
す
る
情
報
と
は
具
体
的
に
は
下
記
の
も
の
な
ど
を
指
し
ま
す
。

 
 
 
健
康
情
報
：
⾎
圧
、
体
重
、
歩
数
、
体
温
な
ど
の
情
報

 
 
 
健
診
情
報
：
企
業
健
診
、
妊
婦
健
診
、
市
⺠
健
診
な
ど
の
情
報
（
⾎
糖
、
脂
質
な
ど
）

 
 
 
医
療
情
報
：
医
療
機
関
で
処
⽅
さ
れ
た
薬
歴
情
報
、
病
院
に
お
け
る
診
療
情
報
（
病
名
、
病
歴
サ
マ
リ
な
ど
）

３
．
健
康
情
報
は
ご
⾃
⾝
で
デ
ー
タ
を
⼊
⼒
し
ま
す
。
⼀
⽅
、
健
診
情
報
や
医
療
情
報
は
⾃
ら
⼊
⼒
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

４
．
PH
Rの

デ
ー
タ
は
⽇
本
国
内
の
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
に
登
録
、
管
理
さ
れ
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
が
担
保
さ
れ
た
接
続
を
⽤
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
デ
ー
タ
を
閲
覧
し
ま
す
。

５
．
PH
Rに

デ
ー
タ
を
管
理
す
る
こ
と
で
、
転
職
、
退
職
、
転
院
な
ど
の
際
も
、
ご
⾃
⾝
の
健
康
・
健
診
・
医
療
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
途
切
れ
る
こ
と
な
く
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

市
民
意
識
調
査
質
問
票



図１．【Q1】ふだん、自分を健康だと思いますか。

図２．【Q2】 以下の健康や疾病に関する項目で関心があるものを

すべて選択してください。 (MA)

図３．【Q3】あなたは、ご自身の健康に関してどの程度関心がありますか。

市民意識調査回答結果（Q1-Q3)



図４．【Q4】あなたは以下の情報を利活⽤することについてどのように考えますか。

図５．【Q4】あなたは以下の情報を利活⽤することについてどのように考えますか（性、年齢
別）、「積極的に利活⽤したい」、「どちらかというと利活⽤したい」と回答した者の割合を表し、
相対的な値の⾼さで着⾊している。

市民意識調査回答結果（Q4)



図６．【Q5】あなたは、PHRサービスに、健康情報をご⾃⾝で⼊⼒する意思がありますか。

市民意識調査回答結果（Q5-Q6)

図７．【Q6】あなたは以下のPHRサービスを利⽤したいと思いますか。

図8．【Q6】あなたは以下のPHRサービスを利⽤したいと思いますか（性・年齢別）、「とても利
⽤したい」、「どちらかというと利⽤したい」と回答した者の割合を表し、相対的な値の⾼さで着
⾊している。



図９．【Q7】あなたは以下のPHRサービスを利⽤する場合、サービスにいくら⽀払いますか。

市民意識調査回答結果（Q7)

図１０．【Q7】あなたは以下のPHRサービスを利⽤する場合、サービスにいくら⽀払いますか
（性別）。



図１１．【Q8】あなたは以下の各種サービスを利⽤したいと思いますか。

市民意識調査回答結果（Q8-Q10)

図１２．【Q9】以下の各機関はPHR運営主体としてどの程度望ましいと思いますか。

図１３．【Q10】あなたが健康などの改善に取り組むにあたり、以下のメリットは重要ですか。



図１４．【Q11】あなたは健康・健診・医療情報利⽤において情報漏えいをどの程度
不安に思いますか。

市民意識調査回答結果（Q11-Q13)

図１５．【Q12】あなたは、以下の各種項⽬へ、匿名の形で⾃らの健診・医療情報を
利⽤することに賛成ですか。

図１６．【Q13】あなたは匿名データを利活⽤する主体として、以下の各機関につい
てどのように考えますか。
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